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慶
應
義
塾
図
書
館
所
蔵
『
日
次
記
』
と
徳
川
吉
宗

）

一　
（

は
じ
め
に

　

二
条
良
基
編
と
伝
え
ら
れ
、「
九
暦
」「
台
記
」「
玉
葉
」「
玉

蘂
」
な
ど
摂
関
家
の
日
記
を
軸
に
、
欠
け
る
年
次
を
「
為
房
卿

記
」「
兵
範
記
」「
山
槐
記
」「
東
進
記
（
三
長
記
）」「
明
月
記
」

な
ど
家
司
そ
の
他
の
日
記
で
補
っ
て
概
ね
年
次
順
に
配
列
し
た

『
日
次
記
』
に
つ
い
て
は
、
石
田
実
洋
に
よ
る
論
及
に
加
え
、
蓬

左
文
庫
典
籍
研
究
会
に
よ
っ
て
そ
の
成
立
時
期
や
写
本
系
統
に
関

す
る
研
究
が
近
年
進
み
、
中
近
世
に
お
け
る
日
記
の
蒐
集
・
書
写

の
様
相
を
探
る
う
え
で
恰
好
の
素
材
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
基

盤
が
整
え
ら
れ
て
き
て
い
る
（
石
田
二
〇
〇
二
、
吉
田
ほ
か
二
〇

一
九
）。
慶
應
義
塾
図
書
館
に
も
『
日
次
記
』
の
一
本
が
所
蔵
さ

れ
て
お
り
、
二
〇
一
八
年
に
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
・
ス
ペ
シ

ャ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
担
当
か
ら
依
頼
を
受
け
た
筆
者
は
、
二
〇
二

一
年
に
か
け
て
そ
の
調
査
・
整
理
に
あ
た
っ
た
。
慶
應
本
は
『
日

次
記
』
原
本
を
編
纂
し
た
二
条
家
の
旧
蔵
に
か
か
り
、
ま
た
写
本

成
立
に
関
わ
る
史
料
に
も
恵
ま
れ
て
そ
の
経
緯
が
判
明
す
る
こ
と

か
ら
、
以
下
に
で
き
る
だ
け
詳
し
く
紹
介
す
る
と
と
も
に
、『
日

次
記
』
の
史
料
価
値
に
つ
い
て
も
一
言
し
た
い
。

一　

慶
應
義
塾
図
書
館
所
蔵
『
日
次
記
』
の
概
要

　

慶
應
本
『
日
次
記
』
は
、
甲
～
癸
の
一
〇
の
桐
箱
に
納
め
た

「
日
次
記
」
二
二
〇
冊
に
、
二
つ
の
小
さ
な
桐
箱
に
納
め
た
「
日

次
記
目
録
」
一
〇
冊
を
加
え
た
二
三
〇
冊
か
ら
な
り
、
五
箱
（
と

目
録
の
箱
一
つ
）
ず
つ
入
る
長
持
が
二
つ
付
属
す（
る

）
1

。
甲
・
丙
・

癸
の
箱
に
は
、
和
紙
の
袋
に
綿
を
詰
め
た
ク
ッ
シ
ョ
ン
が
現
存
し
、

中
で
冊
子
が
動
く
の
を
防
い
で
い
る
。
廣
瀬
憲
雄
の
分
類
に
従
え

ば
十
干
分
類
本
の
系
統
に
属
す
が
（
吉
田
ほ
か
二
〇
一
九
）、
東

一
三
一

慶
應
義
塾
図
書
館
所
蔵
『
日
次
記
』
と
徳
川
吉
宗中

島

圭

一



史
　
　
　
学

　
第
九
〇
巻

　
第
二
・
三
号

）

二　
（
一
三
二

図 1　『日次記』甲箱

図 2　『日次記』長持



慶
應
義
塾
図
書
館
所
蔵
『
日
次
記
』
と
徳
川
吉
宗

）

三　
（
一
三
三

山
御
文
庫
本
や
水
戸
徳
川
家
本
に
付
属
す
る
「
日
次
記
考
証
」
は

伴
わ
な
い
。

　

各
冊
と
も
縹は

な
だ

色
の
表
紙
に
、
例
え
ば
甲
箱
第
一
冊
で
あ
れ
ば

「
日
次
記　

一 
甲
」
な
ど
と
題
箋
が
付
さ
れ
た
、
縦
二
八
・
七
×
横

二
一
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
四
つ
目
綴
の
袋
綴
冊
子
で
、「
日
次

記
」
本
体
は
半
丁
八
行
の
木
版
刷
罫
紙
に
一
行
概
ね
一
七
字
、

「
日
次
記
目
録
」
は
白
紙
に
半
丁
八
行
、
一
行
一
六
～
一
八
字
程

度
で
書
写
さ
れ
て
い
る
。
各
冊
に
収
め
ら
れ
た
書
目
の
名
称
は
、

「
日
次
記
目
録
」
に
は
ま
と
め
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
一

部
を
除
い
て
冊
子
本
体
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
跡
は
冊
ご
と

に
区
々
で
、
中
に
は
字
が
著
し
く
稚
拙
な
も
の
や
、
甲
十
八
の
よ

う
に
前
半
と
後
半
と
で
筆
跡
が
異
な
る
冊
も
あ
る
。
ま
た
、
後
掲

の
【
付
属
資
料
１
】
が
記
す
通
り
、
異
本
に
よ
る
校
訂
が
確
認
で

き
る
冊
も
あ
り
、
特
に
甲
十
五
は
校
合
に
異
本
を
少
な
く
と
も
二

種
用
い
て
い（
る

）
2

。
た
だ
し
、「
日
次
記
」
全
体
を
通
し
て
見
れ
ば

誤
脱
が
甚
だ
多
く
、
決
し
て
善
本
と
は
言
え
な
い
。

　

目
録
の
箱
に
は
各
五
冊
の
目
録
に
加
え
て
「
日
次
記
目
録 

自
甲

至
戊 

五
冊
」
の
箱
に
左
掲
の
【
付
属
資
料
１
・
２
】
が
、「
日
次

記
目
録 

自
己
至
癸 

五
冊
」
の
箱
に
【
付
属
資
料
３
】
が
現
状
で
は

納
め
ら
れ
て
お
り
、
後
者
の
「
日
次
記
惣
目
録
」
か
ら
現
在
の
長

持
・
箱
・
冊
構
成
が
お
そ
ら
く
本
来
の
形
と
考
え
ら
れ
る
。

【
付
属
資
料
１
】（
大
奉
書
紙
折（
紙

）
3

、
包
紙
あ
り
）

　
　
　

日
次
記　

二
百
二
十
冊

　
　
　
　

目
録　

十
冊

　
　
　

共
二
百
三
十
冊

　
　

右
従
古
来
有
之
候
日
次
記
を

　
　

為
原
本
、
且
以
別
本
令
校
合

　
　

文
字
之
異
并
脱
文
等
ハ

　
　

傍
ニ
イ
文
字
を
注
書
加
之

　
　

候
事
、

　

一
、
壬
ノ
十
五
十
六
ニ
承
久
二
年

　
　

十
月
と
十
一
月
月
附
之

　
　

前
後
と
相
見
候
事
、

先
年
二
條
家
ゟ
来
ル
日
次
記

年
号
等
不
詳
候
故
古
来
ゟ

在
之
日
次
記
と
認
候
事

　
　
　
　

以
上

【
付
属
資
料
２
】（
折
紙
、
付
属
資
料
１
の
包
紙
に
同
封
）

　

日
次
記

　

甲
之
箱
目
録
一
冊

　

甲
之
本
二
十
五
冊
之



史
　
　
　
学

　
第
九
〇
巻

　
第
二
・
三
号

）

四　
（
一
三
四

図 3　『日次記』甲十八

図 4　『日次記』甲十五



慶
應
義
塾
図
書
館
所
蔵
『
日
次
記
』
と
徳
川
吉
宗

）

五　
（
一
三
五

　

内
五
冊
入

　

天
覧

【
付
属
資
料
３
】（ 

大
奉
書
紙
折
紙
、
包
紙
ウ
ハ
書
「
日
次
記
惣
目

録　

一
通
」）

　

日
次
記

　
　

甲　

二
十
五
冊

　
　

乙　

二
十
三
冊

　
　

丙　

二
十
冊

　
　

丁　

十
九
冊

　
　

戊　

十
七
冊

　
　
　

右
一
箱
充
五
箱

　
　
　

一
長
持
ニ
入

　
　

巳［
己
］　

二
十
冊

　
　

庚　

二
十
冊

　
　
（
以
下
見
返
し
）

　
　

辛　

二
十
一
冊

　
　

壬　

二
十
八
冊

　
　

癸　

二
十
七
冊

　
　
　

右
同
断

　

凡
十
箱　

二
百
二
十
冊

　
　

目
録　

十
冊
二
箱

　
　
　

但
五
冊
一
箱
充
双
方

　
　
　

長
持
ニ
入

　

共
二
百
三
十
冊

　
　

添
書　

一
通

　
　
　

但
内
箱
ニ
自
甲
至
戊
と
有
之

　
　
　

方
之
長
持
目
録
箱
之
内
ニ
入

　
　

鑰　
　

二
一
箱

　
　
　

以
上

　

右
の
三
点
の
ほ
か
、
戊
箱
に
【
付
属
資
料
４
】、
庚
箱
に
【
付

属
資
料
５
】、
壬
二
十
八
の
墨
付
四
四
丁
袋
綴
内
に
【
付
属
資
料

６
】、
癸
函
に
【
付
属
資
料
７
】
が
あ
り
、【
付
属
資
料
４
・
７
】

か
ら
慶
應
本
の
制
作
は
江
戸
期
に
遡
る
と
み
ら
れ（
る

）
4

。

【
付
属
資
料
４
】（
半
丁
九
行
罫
紙
）

　

康
平
五
年　

後
冷
泉
天
皇
即
位
之
十
七
年
頼
義
之
時

同
六
年
鶴
岡
始
建
宮　

凡
「（

抹
消
）六

百
八
十
年　
　

七
百
四
十
年
」

八
百
年

同
八
年
八
月
二
日
治
曆
ト
改
元　

右
大
臣
頼
宗
薨

　

治
曆
三
年
建
平
等
院　

同
後
冷
泉
天
皇
崩
壽
四
十
四



史
　
　
　
学

　
第
九
〇
巻

　
第
二
・
三
号

）

六　
（
一
三
六

　

延
久
元
年　

後
三
條
天
皇
即
位　

同
五
年
天
皇
崩
四
十
一

　

同
六
年
八
月
廿
日
承
保
ト
改
元　

白
河
天
皇
即
位

　

同
四
年
十
一
月
十
七
日　

承
曆
ト
改
元

　

同
五
年
二
月
十
日　

永
保
ト
改
元　

同
二
年
頼
義
卒

　

同
四
年
二
月
七
日　

應
徳
ト
改
元　

同
三
年
後
拾
遺
集
成
ル

　

同
四
年
四
月
七
日　

寛
治
ト
改
元　

堀
河
天
皇
即
位
白
河
院

太
子
也

　
　

自
應
徳
三
年
至
今
安
政
四
丁巳

年
迠
七
百
七
十
二
年
也
、

　
　

水
左
之
記
者
従
康
平
五
年
至
應
徳
三
年
迠

　
　

二
十
五
年
之
間
畧
日
記
中
間
有
錯
乱
、

　
　

自
康
平
五
年
至
今
安
政
四
年
七
百
九
十
六
年
ニ
成

　

康
平
六
年
二
月
十
六
日
頼
義
献
貞
任
重
任
之
首
傔
伏
所
随

【
付
属
資
料
５
】（ 

史
料
編
纂
掛
罫
紙
、
上
部
に
文
科
大
学
史
料
編

纂
掛
朱
割
印
）

　
　
「（

朱
筆
）史

第
二
二
〇
號
」

　

貴
蔵
ノ
日
次
記
目
録
并
ニ
日
次
記
永
々
借
用
大
日

　

本
史
料
ノ
参
考
上
裨
益
ヲ
得
候
コ
ト
尠
カ
ラ
ズ
深
謝

　

致
候
今
般
入
用
相
濟
候
ニ
付
左
記
之
通
リ
返
進
候

　

間
御
撿
収
被
下
度
候
此
段
御
挨
拶
旁
申
進
候
也

　
　

明
治
三
十
七
年
九
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　

東
京
帝
國
大
學

　
　
　
　
　
　
　
　

  

文
科
大
學
長
文
學
博
士
坪
井
九
馬
三

（
東
京
帝
國
大
學
文
科
大
學
長
印
）

　
　
　
　
　

公
爵
二
條
基
弘
殿

　
　

一
日
次
記
目
録 

二
箱
十
冊

　
　

一
日
次
記 

自
元
暦
二
年

至
文
治
二
年　
　

六
冊

　
　

一
日
次
記 

自
文
治
三
年

至
建
久
九
年　

二
十
冊

【
付
属
資
料
６
】（
断
簡
）

　
　
　
　

□
芎

　

壱
両　

黄
蓮

　

三
両　

鹿
角
膏

【
付
属
資
料
７
】（
包
紙
）

　
　
　
　

□
□
□

　
　

慶
應

　
　

卯
歳　

　

右
掲
の
【
付
属
資
料
５
】
か
ら
は
、
目
録
一
〇
冊
、
己
十
一

～
十
九
（
玉
葉
）
の
う
ち
六
冊
、
己
二
十
～
辛
十
五
（
玉
葉
・
明

月
記
な
ど
）
の
う
ち
二
〇
冊
を
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料

編
纂
掛
が
公
爵
二
条
基
弘
か
ら
借
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、



慶
應
義
塾
図
書
館
所
蔵
『
日
次
記
』
と
徳
川
吉
宗

）

七　
（
一
三
七

慶
應
本
が
二
条
家
旧
蔵
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
返
却
が
明
治

三
七
年
（
一
九
〇
四
）
な
の
で
、
借
用
書
目
か
ら
み
て
一
九
〇
二

年
刊
行
開
始
の
『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
の
編
纂
の
た
め
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
、
前
述
の
よ
う
に
善
本
と
は
言
い
難
い
た
め
か
、
史

料
編
纂
掛
に
お
け
る
複
本
作
成
の
形
跡
は
な
い
。
そ
の
後
、
慶
應

義
塾
に
は
お
そ
ら
く
一
九
五
七
年
に
、『
二
条
家
内
々
御
番
所
日

次
記
』
全
四
二
十
余
冊
な
ど
と
同
時
期
に
入
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

二　

二
条
家
新
写
本
『
日
次
記
』
の
制
作

　

も
と
も
と
二
条
家
で
編
纂
さ
れ
た
『
日
次
記
』
の
原
本
は
江
戸

時
代
の
火
事
で
失
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
慶
應
本
が
同

家
旧
蔵
だ
と
す
れ
ば
、
廣
瀬
の
写
本
系
統
図
の
「
二
条
家
本

（
新
）」
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
（
吉
田
ほ
か
二
〇
一
九
）。
こ
の

写
本
に
つ
い
て
は
『
幕
府
書
物
方
日
記
』
か
ら
制
作
の
経
緯
が
判

明
す
る
の
で
、
以
下
に
詳
し
く
み
て
お
こ
う
（
本
節
に
お
け
る
年

月
日
の
み
の
典
拠
は
す
べ
て
大
日
本
近
世
史
料
『
幕
府
書
物
方
日

記
』）。

　

元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
五
月
十
九
日
、
側
衆
加
納
久
通
よ
り

書
物
奉
行
（
同
日
の
詰
番
は
深
見
有
隣
）
に
対
し
、「
先
年
」
二

条
家
か
ら
写
し
て
御
蔵
＝
紅
葉
山
文
庫
に
あ
る
『
日
次
記
』
に
つ

い
て
、
二
条
家
の
「
先
年
」
回
禄
＝
火
災
に
際
し
て
「
本
書
」
が

焼
失
し
た
こ
と
か
ら
、「
此
度
」
二
条
家
よ
り
「
御
蔵
之
御
本
御

写
」
を
下
さ
れ
る
よ
う
願
出
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
さ
れ
た
。
先

行
研
究
は
『
日
次
記
』
原
本
焼
失
を
一
七
三
八
年
と
す
る（
が

）
5

、

「
先
年
回
禄
」
と
あ
る
の
で
誤
り
で
あ
る
。
家
康
の
下
で
行
わ
れ

た
紅
葉
山
文
庫
本
『
日
次
記
』
の
筆
写
ま
で
同
じ
く
「
先
年
」
と

表
現
す
る
こ
と
か
ら
焼
失
年
代
を
絞
る
の
は
難
し
い
が
、「
二
条

家
回
禄
已
後
、
一
度
写
候
而
被
遣
候
様
ニ
覚
候
な
と
申
説
」
が
あ

る
と
加
納
が
述
べ
て
い
る
の
で
、
か
な
り
遡
る
と
み
ら
れ
る
。
二

条
家
が
火
元
と
な
っ
た
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
正
月
十
五
日
の

火
災
が
ま
ず
は
候
補
と
な
る
が
（『
隔
蓂
記
』
同
日
条
ほ
か
）、
こ

の
時
は
文
庫
二
棟
が
焼
け
残
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
そ
の
十
五
年
近

く
後
に
二
条
家
の
文
庫
と
伝
来
文
書
・
記
録
を
焼
き
尽
く
し
た
延

宝
三
年
（
一
六
七
五
）
十
一
月
二
十
五
日
の
大
火
の
可
能
性
が
高

い
（
橋
本
一
九
九（
八

）
6

）。

　

焼
失
か
ら
相
当
の
年
月
を
経
た
こ
の
時
期
に
な
っ
て
、
な
ぜ
二

条
家
は
写
本
の
制
作
・
下
賜
を
願
い
出
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
主

の
二
条
宗
熙
は
先
の
『
幕
府
書
物
方
日
記
』
の
記
事
か
ら
一
ヶ
月

後
の
六
月
十
八
日
に
死
去
し
て
し
ま
う（
が

）
7

、
そ
の
異
母
姉
舎
子

（
の
ち
の
青
綺
門
院
）
が
女
御
と
な
っ
た
桜
町
天
皇
は
朝
儀
復
興

に
熱
心
で
、
践
祚
・
即
位
か
ら
三
年
後
の
こ
の
年
、
将
軍
徳
川
吉
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宗
の
支
援
を
得
て
大
嘗
祭
を
復
活
さ
せ
る
。
本
来
、
書
物
方
は
若

年
寄
支
配
で
あ
り
、
実
際
、
新
写
本
制
作
の
方
針
が
固
ま
っ
た
後

は
若
年
寄
本
多
忠
統
～
目
付
大
岡
忠
征
・
能
勢
頼
一
～
書
物
奉
行

と
い
う
指
揮
系
統
で
事
業
の
管
理
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は

五
月
十
九
日
に
書
物
奉
行
を
呼
び
出
し
た
加
納
久
通
を
初
め
、
側

衆
小
笠
原
政
登
・
小
性
目
賀
田
咸
な
ど
吉
宗
側
近
か
ら
指
令
が
下

さ
れ
て
お
り
、
将
軍
自
身
の
関
与
が
濃
厚
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

天
皇
・
将
軍
な
い
し
そ
の
周
辺
の
ル
ー
ト
が
使
わ
れ
た
蓋
然
性
は

高
く
、
桜
町
天
皇
の
践
祚
・
即
位
、
翌
年
の
舎
子
へ
の
女
御
宣
下
、

大
嘗
祭
復
活
に
向
け
た
朝
幕
交
渉
な
ど
を
通
じ
て
こ
の
ル
ー
ト
が

開
か
れ
た
こ
と
で
二
条
家
か
ら
の
働
き
か
け
が
実
現
し
、
朝
儀
復

興
に
協
力
的
な
吉
宗
が
こ
れ
に
応
じ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

　

書
物
方
の
側
で
『
日
次
記
』
の
件
を
主
に
担
当
し
た
の
は
、
奉

行
の
桂
山
義
樹
と
前
出
の
深
見
有
隣
で
あ（
る

）
8

。
加
納
・
目
賀
田
ら

将
軍
側
近
の
指
示
で
、
五
月
十
九
日
か
ら
二
十
五
日
に
か
け
て
過

去
の
書
物
方
に
お
け
る
写
本
作
成
の
有
無
や
紅
葉
山
文
庫
本
の
書

写
年
代
の
確
認
、
そ
し
て
小
納
戸（
本

）
9

と
の
対
応
関
係
の
照
合
に
あ

た
っ
た
後
、
二
十
七
日
に
若
年
寄
の
本
多
か
ら
二
条
家
の
た
め
の

写
本
制
作
の
命
令
が
下
っ
た
こ
と
を
伝
え
ら
れ
る
と
、
総
紙
数
を

墨
付
一
一
九
七
七
枚
と
見
積
も
り
（
同
二
十
九
日
条
）、
料
紙
の

選
定
・
調
達
（
同
日
条
以
下
）
や
毛
引
＝
罫
線
の
印
刷
（
六
月
六

日
条
以
下
）
の
手
配
を
進
め
て
い
く
。
並
行
し
て
二
人
は
紅
葉
山

文
庫
本
と
小
納
戸
本
と
の
校
合
を
開
始（
し

）
10

（
五
月
晦
日
条
）、
城

内
で
の
勤
務
日
だ
け
で
な
く
、
自
宅
に
も
持
ち
帰
っ
て
作
業
を
進

め
（
十
月
十
八
・
二
十
二
日
条
な
ど
）、
翌
元
文
四
年
（
一
七
三

九
）
六
月
二
十
五
日
に
完
了
す
る
。
大
量
の
校
合
の
労
に
対
し
て
、

同
年
十
二
月
十
八
日
に
は
桂
山
・
深
見
そ
れ
ぞ
れ
に
金
三
枚
ず
つ

が
下
賜
さ
れ
た
。

　

さ
て
、
校
合
を
済
ま
せ
た
冊
が
あ
る
程
度
ま
と
ま
る
と
、
印
刷

し
た
罫
紙
を
添
え
て
、
目
付
ま
た
は
そ
の
下
で
「
写
之
御
用
掛

り
」
を
務
め
る
徒
目
付
に
提
出
さ
れ
、「
書
写
之
者
」
へ
回
さ
れ

た
（
元
文
三
年
六
月
十
九
・
二
十
四
日
条
な
ど
）。
新
写
本
完
成

後
の
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
五
月
二
十
一
日
「
日
次
記
惣
冊
数

等
し
ら
へ
」
に
あ
た
っ
た
「
御
徒
目
付
其
外
書
写
之
者
共
」
と
し

て
徒
目
付
野
間
胤
名
・
山
上
与
一
左
衛
門
、
目
付
能
勢
頼
一
与
力

の
中
尾
平
八
郎
、
徒
衆
佐
々
木
庄
五
郎
・
河
津
治
右
衛
門
ら
の
名

が
見
え
、
書
写
を
担
当
し
た
メ
ン
バ
ー
が
判
明
す
る
。
野
間
と
と

も
に
「
写
之
御
用
掛
り
」
で
あ
っ
た
徒
目
付
の
風
祭
国
辰
も
、
お

そ
ら
く
こ
れ
に
加
え
て
よ
か
ろ
う
（
元
文
三
年
六
月
十
九
日
条
）。

メ
ン
バ
ー
の
う
ち
中
尾
平
八
郎
は
特
に
能
筆
だ
っ
た
の
か
、「
日

次
記
」「
日
次
記
目
録
」
の
あ
わ
せ
て
一
二
の
箱
蓋
の
銘
も
担
当

し
て
い
る
（
寛
保
元
年
四
月
朔
日
条
）。
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最
後
に
「
日
次
記
目
録
」
が
「
書
写
方
」
に
回
さ
れ
（
元
文
五

年
四
月
十
一
日
条
）、
元
文
六
年
二
月
二
十
三
日
に
新
写
本
が
ひ

と
ま
ず
完
成
し
て
書
物
方
に
引
き
渡
さ
れ
る
と
、
翌
日
か
ら
同
年

（
改
元
で
寛
保
元
年
）
四
月
七
日
に
か
け
て
「
再
吟
味
」「
再

考
」＝
底
本
と
の
校
合
の
記
事
が
散
見（
し

）
11

、
こ
れ
と
並
行
し
て
冊

子
表
紙
の
仕
様
・
料
紙
の
選
定
（
同
年
二
月
八
日
条
以
下
）、「
仕

立
」＝
製
本
に
あ
た
る
書
物
師
の
入
札
（
同
十
一
日
条
）、
そ
し
て

落
札
し
た
書
物
師
出
雲
寺
文
之（
丞

）
12

と
配
下
の
細
工
人
に
よ
る
製
本

が
進
め
ら
れ
（
三
月
十
五
日
条
以
下
）、
三
月
二
十
九
日
に
は
外

題
の
貼
付
ま
で
完
了
す
る
。
ま
た
、『
日
次
記
』
を
収
め
る
箱
や

長
持
に
つ
い
て
も
、
三
月
三
日
に
定
ま
っ
た
仕
様
を
五
日
に
指
物

屋
の
加
川
半
四
郎
へ
伝
え
、
翌
日
に
は
見
本
も
渡
し
て
製
作
に
あ

た
ら
せ
、
二
十
八
日
に
納
品
さ
れ
た
後
も
、
不
具
合
の
修
理
を
重

ね
て
い
る
（
同
二
十
九
日
条
以
下
）。

　

こ
の
間
、
料
紙
の
選
定
や
供
給
に
は
加
納
久
通
・
目
賀
田
咸
ら

が
関
わ
っ
て
お
り
（
元
文
三
年
五
月
二
十
九
日
・
六
月
七
日
・
七

月
七
日
条
、
同
四
年
十
月
十
一
日
条
）、
先
に
推
測
し
た
将
軍
自

ら
の
関
与
を
傍
証
す
る
。
新
写
本
表
紙
の
仕
様
を
決
め
る
に
際
し

て
も
、
見
本
と
し
て
紅
葉
山
文
庫
の
『
康
富
記
考
異
』
巻
之
一
が

目
賀
田
の
許
に
届
け
ら
れ
、
返
却
ま
で
に
数
日
を
要
し
て
お
り
、

吉
宗
の
裁
可
を
得
た
も
の
と
み
ら
れ
る
（
元
文
六
年
二
月
八
日
・

十
三
日
条
）。
箱
・
長
持
に
つ
い
て
も
「
御
伺
」
を
経
て
（
同
二

十
六
日
条
）、
加
納
の
書
付
の
形
で
「
一
、
内
箱
ハ
桐
白
木
、
紐

付
ケ
ハ
四
方
ニ
而
無
之
、
常
躰
並
之
通
二
方
ニ
紐
通
シ
、
二
通
リ
充

明
ケ
、
鵐
目
煮
黒
め
絹
真
田
之
緒
ニ
可
仕
事
、
但
四
方
下
之
金
物
ニ
者

不
及
候
／
一
、
目
録
箱
も
桐
白
木
二
箱
ニ
致
シ
、
双
方
長
持
江
一
充

可
入
事
／
一
、
長
持
桐
さ
つ
と
春
慶
ニ
塗
可
申
事
」
と
詳
細
な
指

示
が
下
さ
れ
て
い
る
（
寛
保
元
年
三
月
三
日
条
）。
他
に
も
折
々

に
将
軍
の
「
御
好
ミ
」
が
書
物
奉
行
に
伝
達
さ
れ
て
お
り
（
元
文

三
年
五
月
二
十
九
日
条
、
寛
保
元
年
四
月
一
・
十
四
日
条
な
ど
）、

【
付
属
資
料
１
・
３
】
に
当
た
る
と
思
し
い
「
添
書
」
の
文
面
や

料
紙
か
ら
（
寛
保
元
年
五
月
十
三
日
条
）、
箱
の
空
間
を
埋
め
る

「
詰
物
」＝
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
仕
様
に
ま
で
及
ぶ
（
同
二
十
三
日
条
）。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
慶
應
本
『
日
次
記
』
は
将
軍
吉
宗
の
新
写

事
業
へ
の
熱
意
と
、
彼
の
好
み
・
セ
ン
ス
を
体
現
す
る
品
と
言
え

よ
う
。

　

最
終
的
に
は
寛
保
元
年
五
月
二
十
一
日
に
「
日
次
記
」
甲
以
下

三
箱
と
「
日
次
記
目
録
」
二
箱
を
「
奥
」
で
見
分
し
た
上
で
、
翌

日
か
ら
詰
物
な
ど
を
用
意
し
て
二
十
五
日
に
荷
造
り
を
済
ま
せ
、

賄
頭
に
引
き
渡
し
た
が
、
そ
の
後
に
つ
い
て
は
『
書
物
方
日
記
』

で
追
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
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慶
應
本
か
ら
み
た
『
日
次
記
』

　
『
日
次
記
』
に
収
録
さ
れ
た
記
録
は
す
べ
て
刊
本
の
あ
る
史
料

で
、
比
較
的
流
布
し
て
い
る
書
目
が
多
い
（
稿
末
の
表
を
参
照
）。

し
か
も
既
述
の
よ
う
に
誤
脱
が
甚
だ
多
く
、
全
体
と
し
て
は
善
本

と
言
い
難
い
の
だ
が
、
既
に
廣
瀬
憲
雄
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

既
存
の
刊
本
の
誤
り
を
正
せ
る
部
分
も
あ
る
の
で
（
廣
瀬
二
〇
二

一
）、
慶
應
本
の
調
査
過
程
で
気
づ
い
た
点
を
以
下
に
掲
げ
て
お

く
。

　

ま
ず
『
台
記
』
で
は
、
廣
瀬
が
紹
介
し
た
仁
平
元
年
正
月
十

六
・
十
七
日
条
（
乙
十
四
）
の
ほ
か
に
も
、
甲
十
三
の
康
治
元
年

五
月
二
十
二
日
条
末
尾
の
「
又
有
北
斗
拝
」、
甲
二
十
三
の
久
安

三
年
二
月
十
三
日
条
「
此
人
而
不
長
寿
焉
」
と
「
大
臣
平
生
語

曰
」
の
間
の
「
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
亦
」、
乙
七
の
別
記
久
安

六
年
正
月
四
日
条
に
四
ヶ
所
の
行
頭
補
書
「
非
它
用
巡
方
玉
帯
隨

在
可
用
也
」（
刊
本
二
九
頁
上
段
一
〇
―
一
一
行
に
あ
た
る
位

置
）「
太
相
過
南
後
不
練
歩
」（
同
じ
く
三
一
頁
上
段
三
―
四
行
）

「
余
自
兩
樹
間
不
練
歩
」（
同
四
―
五
行
）「
時
也
座
上
無
人
々
」

（
同
じ
く
三
二
頁
上
段
一
一
行
）、
乙
十
三
の
別
記
仁
平
元
年
八
月

十
日
条
（
同
じ
く
七
〇
頁
下
段
五
行
）
の
行
頭
補
書
「
若
宮
神

宝
／
一
長
樻
神
馬
／
一
疋
同
引
参
」、
乙
十
七
の
別
記
仁
平
二
年

正
月
二
十
五
日
条
末
尾
「
亥
刻
許
高
陽
院
臨
幸
為
覧
明
日
儀
也
」、

乙
十
八
の
別
記
仁
平
三
年
十
一
月
二
十
九
日
条
「
廿
九
日
甲寅　

入

夜
降
雨
」
な
ど
、
増
補
史
料
大
成
本
の
脱
文
を
補
え
る
箇
所
が
散

見
す
る
。『
明
月
記
』
で
も
、
自
筆
本
を
欠
く
寛
喜
二
年
四
月
十

八
日
条
（
壬
二
十
七
）
に
は
刊
本
に
な
い
行
頭
補
書
「
隆
親
卿
儲

于
此
家
」
が
存
在
す
る
。
ま
た
、『
玉
葉
』
を
収
め
る
庚
十
五
の

中
で
建
久
五
年
九
月
二
十
二
日
条
（
た
だ
し
廿
三
日
と
誤
記
）
は

い
ず
れ
の
刊
本
に
も
な
い
が
、
他
の
記
録
か
ら
の
竄
入
の
可
能
性

も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、『
玉
蘂
』
の
う
ち
癸
十
二
に
収
め
る
嘉
禎

三
年
正
月
記
が
思
文
閣
出
版
本
よ
り
善
本
と
み
ら
れ
る
な
ど
、
個

別
に
は
既
存
の
刊
本
の
校
訂
に
資
す
る
巻
が
確
認
で
き
る
。

　

他
方
、『
兵
範
記
』
で
は
自
筆
本
の
仁
安
四
年
二
月
一
日
条
に

残
る
七
文
字
を
丙
七
で
「
虫
損
歟
」
と
表
現
し
て
お
り
、
し
か
も

同
じ
個
所
が
史
料
大
成
本
で
も
欠
字
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

自
筆
本
か
ら
分
か
れ
て
流
布
し
、
虫
損
に
遭
っ
た
写
本
が
『
日
次

記
』
の
祖
本
と
考
え
ら
れ
る
。『
玉
葉
』
で
は
丁
三
の
承
安
四
年

二
・
三
月
記
と
庚
十
三
の
文
治
五
年
春
夏
記
抄
出
が
、
各
日
条
を

複
数
に
切
り
分
け
て
各
々
に
年
月
日
を
付
し
て
お
り
、
何
ら
か
の

史
書
を
編
纂
す
る
準
備
作
業
に
用
い
た
写
本
が
ソ
ー
ス
と
思
し
い
。

ま
た
全
体
を
通
じ
、
通
常
の
日
次
記
の
中
で
何
ら
か
の
行
事
や
儀

式
の
記
述
が
あ
る
日
に
お
い
て
、
日
付
の
前
に
年
月
の
記
載
が
あ
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註（
1
）　

甲
～
癸
の
桐
白
木
箱
の
法
量
は
三
三
×
二
五
・
七
×
二
三
・
三
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、「
日
次
記
目
録
」
の
桐
白
木
箱
は
三
三
×
二
五
・

八
×
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
桐
春
慶
塗
の
長
持
は
一
四
四
×
三
九
×

三
八
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

（
2
）　

異
本
と
の
校
合
を
示
す
「
イ
」
注
記
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

校
訂
註
は
多
く
が
本
文
と
同
筆
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
後
註（
8
）・

（
9
）を
参
照
。

（
3
）　

料
紙
の
呼
称
は
『
幕
府
書
物
方
日
記
』
寛
保
元
年
五
月
十
三
日

条
に
よ
る
。

（
4
）　

た
だ
し
【
付
属
資
料
４
】
が
言
及
す
る
「
水
左
記
」
の
記
事
は

『
日
次
記
』
の
中
に
極
め
て
少
な
く
、
癸
二
「
朝
覲
行
幸
部
類
」
に

る
例
も
散
見
し
、
別
記
や
部
類
記
に
当
該
記
事
を
切
り
出
す
作
業

の
痕
跡
か
と
も
想
像
さ
れ
る
。『
日
次
記
』
の
成
立
過
程
に
つ
い

て
は
、
い
く
つ
か
の
巻
に
遺
さ
れ
た
本
奥
書
な
ど
を
手
が
か
り
に

手
嶋
大
侑
が
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
が
（
吉
田
ほ
か
二
〇
一
九
）、

日
記
本
文
に
も
考
察
の
材
料
は
埋
も
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
冷
泉
時
雨
亭
叢
書
『
翻
刻
明
月
記
』
は
、
自
筆
本
を
欠

く
部
分
の
底
本
に
東
山
御
文
庫
本
『
日
次
記
』
を
用
い
て
い
る
場

合
が
あ
る
が
、
壬
十
九
の
承
久
二
年
冬
記
な
ら
び
に
癸
六
の
文
暦

二
年
春
記
に
つ
い
て
は
慶
應
本
と
の
小
異
が
散
見
し
、
慶
應
本
の

方
が
正
し
い
箇
所
も
存
在
す
る
。
同
じ
紅
葉
山
文
庫
本
を
写
し
た

兄
弟
関
係
に
あ
っ
て
も
、
目
に
つ
く
程
の
字
句
の
相
違
が
書
写
者

に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、『
日
次
記
』
の
研
究
に
お
い

て
は
諸
本
間
の
異
同
の
確
認
も
不
可
欠
で
あ
る
。『
日
次
記
』
と

の
共
通
性
を
丸
山
裕
美
子
も
指
摘
す
る
『
歴
代
残
闕
日
記
』
は

（
吉
田
ほ
か
二
〇
一
九
）、
そ
の
影
印
本
に
お
け
る
字
配
り
や
破

損
・
虫
損
に
よ
る
欠
落
が
『
日
次
記
』
と
不
自
然
な
ま
で
に
一
致

し
、
編
者
の
堀
直な

お

格た
だ

（
幕
末
の
須
坂
藩
主
、
な
お
浦
野
二
〇
〇
一

参
照
）
が
『
日
次
記
』
な
い
し
そ
の
抄
写
本
を
利
用
し
た
蓋
然
性

は
高
い
が
、
慶
應
本
と
比
較
す
る
と
小
異
も
散
見
し
、
そ
れ
ら
が

祖
本
の
『
日
次
記
』
に
由
来
す
る
可
能
性
が
低
く
な
い
。『
日
次

記
』
諸
本
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
記
録
の
伝
本
系
統
や
愛
書
家
間

の
交
流
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
も
提
供
し
て
く
れ
よ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
雑
駁
な
紹
介
に
終
始
し
た
が
、
慶
應
本
『
日
次
記
』
は

そ
の
制
作
過
程
を
つ
ぶ
さ
に
物
語
る
史
料
に
恵
ま
れ
、
記
述
内
容

と
現
物
を
突
き
合
わ
せ
た
検
討
が
可
能
で
あ
り
、
書
写
事
業
を
推

進
し
た
将
軍
吉
宗
の
「
御
好
ミ
」
を
も
現
代
に
伝
え
る
貴
重
な
近

世
写
本
と
言
え
る
。
平
安
・
鎌
倉
期
の
古
記
録
の
研
究
に
お
い
て

も
一
定
の
価
値
を
有
し
て
お
り
、
様
々
な
学
術
的
視
角
か
ら
活
用

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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「
堀
川
左
府
記
」
か
ら
、
癸
二
十
七
「
行
幸
院
御
贈
物
事
」
に
「
堀

河
左
記
」
か
ら
抄
出
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

（
5
）　

藤
實
一
九
九
三
、
吉
田
ほ
か
二
〇
一
九
な
ど
。
こ
の
説
は
お
そ

ら
く
近
藤
守
重
「
右
文
故
事
」
巻
之
一
（『
近
藤
正
斎
全
集
』
二
、

国
書
刊
行
会
、
一
九
〇
六
年
）
に
由
来
す
る
が
（
臼
井
和
樹
氏
の

ご
教
示
に
よ
る
）、「
又
御
文
庫
旧
記
ニ
元
文
三
年
五
月
十
九
日
二

条
家
火
災
ニ
カ
ヽ
リ
日
次
記
焼
失
セ
ル
ニ
ヨ
リ
御
文
庫
ノ
本
ヲ
謄

写
シ
テ
送
ラ
ル
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
請
ハ
ル
」
と
い
う
記
述
に
お
い
て
、

近
藤
自
身
は
「
元
文
三
年
五
月
十
九
日
」
と
い
う
日
付
を
「
二
条

家
火
災
」
で
は
な
く
「
請
ハ
ル
」
に
か
け
る
つ
も
り
で
記
し
た
可

能
性
が
高
い
。

（
6
）　

以
上
、『
日
次
記
』
原
本
の
焼
失
年
代
に
つ
い
て
は
、
吉
田
一

彦
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
7
）　

家
督
は
九
条
家
出
身
の
宗
基
が
十
二
歳
で
継
ぐ
が
、
二
条
家
は

宗
熙
祖
母
の
栄
子
内
親
王
（
霊
元
天
皇
皇
女
で
桜
町
天
皇
大
伯

母
）
が
中
心
と
な
っ
て
支
え
て
い
た
（
橋
本
一
九
九
九
）。

（
8
）　

寛
保
元
年
四
月
十
九
日
以
降
は
深
見
の
「
引
込
」
に
よ
り
、
川

口
信
友
に
交
代
す
る
。

（
9
）　

元
文
三
年
五
月
二
十
三
日
条
の
記
述
か
ら
、
小
納
戸
本
『
日
次

記
』
は
都
合
一
〇
〇
冊
で
鎰か

ぎ

付
の
桐
白
木
箱
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、

「
玉
海
」「
玉
蘂
」「
玉
葉
」「
台
記
」「
台
記
別
記
」
を
収
録
し
て
い

た
こ
と
が
判
明
す
る
。
臼
井
二
〇
一
八
に
よ
れ
ば
、
国
立
公
文
書

館
に
現
存
す
る
内
閣
文
庫
本
の
「
玉
葉
」（
請
求
番
号161-109

）

「
玉
蘂
」（162-37

）「
玉
葉
鈔
」（
特24-8

）「
台
記
」（161-54

）

に
当
た
る
と
い
う
。

（
10
）　

慶
應
本
の
「
日
次
記
」
二
二
〇
冊
の
中
で
、【
付
属
資
料
１
】

の
い
う
「
別
本
」
で
校
訂
し
て
「
イ
」
の
注
記
が
あ
る
も
の
が
一

一
三
冊
あ
り
、
そ
の
収
録
書
目
は
小
納
戸
本
『
日
次
記
』
と
一
致

す
る
よ
う
だ
が
、
廣
瀬
・
芝
田
二
〇
二
一
に
よ
れ
ば
、
丙
五
・
十

八
・
十
九
・
二
十
な
ら
び
に
庚
十
一
の
い
ず
れ
も
「
玉
葉
」
に
は

明
ら
か
に
他
の
異
本
も
校
訂
に
用
い
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
点
、

第
一
節
で
触
れ
た
よ
う
に
複
数
の
異
本
を
校
訂
に
用
い
た
形
跡
が

あ
る
事
実
と
整
合
的
で
あ
る
。
他
方
、
筆
写
完
了
後
の
寛
保
元
年

三
月
十
八
日
か
ら
小
納
戸
本
「
兵
範
記
」
三
十
冊
と
も
校
合
し
て

い
る
が
、
丙
七
・
十
の
「
兵
範
記
」
に
「
イ
」
注
記
は
な
く
（
う

ち
丙
十
は
「
日
次
記
目
録
」
が
「
兼
實
記
」＝「
玉
葉
」
と
す
る
）、

同
じ
く
平
信
範
の
日
記
で
あ
る
乙
六
は
「
台
記
別
記
」
の
書
名
で

知
ら
れ
て
い
た
書
な
の
で
「
イ
」
注
記
は
「
日
次
記
」
の
方
の
小

納
戸
本
と
の
校
合
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
小
納
戸
本
「
兵
範
記
」

と
の
校
合
は
「
イ
」
注
記
を
生
じ
さ
せ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

な
お
、
慶
應
本
に
お
け
る
「
イ
」
注
記
の
校
訂
註
は
基
本
的
に
本

文
と
同
筆
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
り
、
ま
ず
桂
山
・
深
見
が
紅
葉

山
文
庫
本
に
書
き
入
れ
た
う
え
で
、
こ
れ
を
「
書
写
之
者
共
」
が

筆
写
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
11
）　

前
註
で
触
れ
た
「
イ
」
注
記
の
も
の
に
加
え
て
、
無
印
の
校
訂

註
も
ほ
と
ん
ど
が
本
文
と
同
筆
と
み
ら
れ
、
紅
葉
山
文
庫
本
に
も

と
も
と
存
在
し
た
傍
註
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
以
前
の
蓬

左
文
庫
本
や
東
山
御
文
庫
本
な
ど
の
写
本
制
作
（
吉
田
ほ
か
二
〇

一
九
）、
あ
る
い
は
『
本
朝
通
鑑
』
の
編
纂
な
ど
へ
の
利
用
（
藤
實

二
〇
〇
六
）
の
機
会
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ

て
、
元
文
六
／
寛
保
元
年
の
「
再
考
」「
再
吟
味
」
に
お
い
て
、
書

写
の
誤
り
は
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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（
12
）　

出
雲
寺
文
之
丞
に
つ
い
て
は
藤
實
一
九
九
三
を
参
照
。
な
お
こ

れ
よ
り
先
、
前
出
の
料
紙
罫
線
の
版
木
製
作
と
印
刷
に
あ
た
っ
た

の
は
、
先
代
の
出
雲
寺
文
次
郎
で
あ
っ
た
（
元
文
三
年
六
月
九
日

条
以
下
）。

【
主
要
参
考
文
献
】

石
田
実
洋
「『
明
月
記
』
延
宝
奥
書
本
を
め
ぐ
っ
て
―
一
条
兼
輝
・
霊

元
院
の
『
明
月
記
』
書
写
と
二
条
良
基
編
『
日
次
記
』―
」（『
日
本

歴
史
』
六
四
七
、
二
〇
〇
二
年
）

臼
井
和
樹
「『
玉
葉
』
を
さ
が
せ
―
楓
山
秘
閣
玉
海
捜
探
」（
小
原
仁
編

『
変
革
期
の
社
会
と
九
条
兼
実
―『
玉
葉
』
を
ひ
ら
く
』
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
八
年
）

浦
野
都
志
子
「『
歴
代
残
闕
日
記
』
に
つ
い
て
」（『
汲
古
』
三
九
、
二

〇
〇
一
年
）

太
田
克
也
・
藤
原
重
雄
「
徳
大
寺
家
本
『
執
政
神
斎
類
要
』（『
摂
政
関

白
神
斎
法
』）」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
紀
要
』
三
〇
、
二
〇
二
〇

年
）

小
川
剛
生
『
二
条
良
基
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
）

廣
瀬
憲
雄
「
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所
蔵
『
日
次
記
』
の
紹
介
」（『
日
本

歴
史
』
八
七
三
、
二
〇
二
一
年
）

廣
瀬
憲
雄
・
芝
田
早
希
「
二
条
家
本
系
『
日
次
記
』
諸
写
本
の
比
較
と

写
本
系
統
」（『
愛
大
史
学
―
日
本
史
学
・
世
界
史
学
・
地
理
学
―
』

三
〇
、
二
〇
二
一
年
）

橋
本
政
宣
「
即
位
灌
頂
と
二
条
家
」（『
近
世
公
家
社
会
の
研
究
』
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
初
出
（
上
）
一
九
九
八
年
・（
下
）
一
九

九
九
年
）

藤
實
久
美
子
「
紅
葉
山
文
庫
の
管
理
と
書
物
師
出
雲
寺
家
」（『
近
世
書

籍
文
化
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
一
九
九
三
年
）

吉
田
・
廣
瀬
・
木
村
・
手
嶋
・
松
薗
・
鳥
居
・
丸
山
・
浅
岡
・
芝
田

「
蓬
左
文
庫
本
『
日
次
記
』
の
基
礎
的
考
察
―
書
物
の
書
写
・
贈

与
・
相
続
を
め
ぐ
る
公
家
と
武
家
―
」（
名
古
屋
市
立
大
学
大
学
院

人
間
文
化
研
究
科
『
人
間
文
化
研
究
』
三
二
、
二
〇
一
九
年
）

【
付
記
】　

倉
持
隆
氏
を
初
め
と
す
る
慶
應
義
塾
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
・
ス
ペ
シ
ャ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
担
当
の
方
々
に
は
『
日
次

記
』
の
調
査
と
図
版
提
供
に
多
大
な
便
宜
を
計
ら
っ
て
い
た
だ
き
、

ま
た
吉
田
一
彦
氏
を
初
め
と
す
る
蓬
左
文
庫
典
籍
研
究
会
の
方
々
、

な
ら
び
に
臼
井
和
樹
氏
に
は
多
く
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
記

し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
稿
は
同
研
究
会
主
催
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
蓬
左
文
庫
本
『
日
次
記
』
を
め
ぐ
る
公
家
と
武
家

Ⅱ
―『
日
次
記
』
写
本
の
成
果
か
ら
―
」
に
お
け
る
口
頭
報
告
を
も

と
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
を
故
石
田
実
洋
氏
の
霊
前
に
捧
げ

る
。
石
田
氏
に
慶
應
本
を
お
見
せ
し
て
ご
意
見
を
賜
る
こ
と
が
叶

わ
な
か
っ
た
の
は
痛
恨
の
極
み
で
あ
る
。
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箱 冊 日次記目録による
書名 本体の書名等 日記名と内容 記録期間 墨付

丁数 刊　本 摘　要

甲 1
日次記〈自天曆元年正
月／至天德元年正月〉
師輔記　甲一

〈九条右丞相之
記／号九暦〉

九暦抄：日次記抄
出

天暦元（947）/正/～天徳 4
（960）/4/ 32 大日本古記録九暦 校訂あり、要目あり、朱筆で要目を傍書・勾点・脱字補書

甲 2 日次記　治曆四年七月　
師實記　甲二

江記：後三条院御
即位記 治暦 4（1068）/7/21・23 22 群書類従第 7 輯・公事

部 校訂あり（2 種 ?）

甲 3 日次記　寛治二年三月　
師通記　甲三

時範記（寛治二年
記）：石清水臨時
祭別記

寛治 2（1088）/3/23・24 7 歴代残闕日記巻 15、時
範記逸文集成 虫損あり、歴代残闕日記と字配りがほぼ同じ

甲 4 日次記　寛治二年十二
月　師通記　甲四

時範記（寛治二年
記 ）・ 為 房 卿 記

（ 大 府 記 ）・ 玄 記
（季仲卿記）

寛治 2（1088）/12/14・16・
17・21・25・27＝時範記、
同 9・14・16・21・25・
27＝為房卿記、同 20＝玄
記

29

歴代残闕日記巻 15（寛
治二年記・玄記）、群書
類従第 25 輯・雑部（寛治
二年記）、大日本史料三
之一（寛治二年記・為房
卿記）、時範記逸文集成

校訂あり、要目あり、「玄記」に墨勾点、歴代残闕日記と字配
りが（空白まで含めて）ほぼ同じ

甲 5 日次記　寛治八年四月　
經實記〈参議〉甲五

江 記（ 匡 房 卿
記）：師実・師通
賀茂詣別記

寛治 8（1094）/4/5・12・
13・14 14 歴代残闕日記巻 16（匡

房記（原註光俊記））

14 日条「右大弁・予・宰相中将〈保〉」「右大弁并予」から記主
は大江匡房、歴代残闕日記と字配りが（空白（行）まで含め
て）ほぼ同じ

甲 6 日次記　康和二年〈自
七月／至八月〉甲六 為房卿記 康和 2（1100）/7/1～8/3 17 大日本史料三之五 7/24 条に要目あり、巻首に「七月　八月　九月／十月　十一月　

十二月」

甲 7 日次記　康和五年〈自
七月／至十一月〉甲七

爲房記・（日記
名なし）

為房卿記・顕隆卿
記：立坊別記なら
びに関連日次記事
抄出

康和 5（1103）/7/1-4・15・
20-24・26、8/17・28-30、
8/1・4-7・9-12・14-22・
24-29、9/1・3・5・6、
10/1・3・9・12・21・22・
25・27-29、11/1・6・
8-11・13・18・23・29、
12/1・10・16・26・28・
30、8/17-19・27、10/12・
21

75 大日本史料三之七
為房卿記に朱筆で要目（大日本史料底本のものすべてに、さら
に相当数が加わる）、7/1・8/17・10/1 条に年月記、顕隆卿記冒
頭（墨付 66 丁表）8/17 条に年月記

甲 8 日次記　保安四年正月　
忠通記　甲八

法性寺関白記：日
次記抄出 保安 4（1123）/正/1・28 14

歴代残闕日記巻 20（法
性寺関白藤忠通記（玉
林））

巻首に記事目録（正/1・28 に加えて本文を欠く 12/25 も）、歴
代残闕日記と字配りが（巻首の記事目録まで含めて）不自然に
同じ

甲 9 日次記　保安四年二月　
忠通記　甲九

（日記名なし）・
師元記・入道右
府記・實親朝臣
記

法性寺関白記・師
元記・中右記・参
議平実親卿記：崇
徳天皇即位別記

保安 4（1123）/2/19 40

歴代残闕日記巻 20（師
元 記・ 参 議 平 実 親 卿
記）、増補史料大成中右
記 七・ 大 日 本 古 記 録

（中右記）

校訂あり（親本の字形を模写）、歴代残闕日記と字配りが（空
白（行）まで含めて）ほぼ同じ、歴代残闕日記刊本が中右記を
最終行のみ収めているのも本冊と同じ、1 丁裏 7 行目では脱字
を行末に記して挿入箇所を本文中に挿入符で指示

甲 10 日次記　天治元年正月　
甲十 師時卿記 長秋記：二条殿行

幸記事抄出 天治元（1124）/正/5 9 増補史料大成長秋記一
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箱 冊 日次記目録による
書名 本体の書名等 日記名と内容 記録期間 墨付

丁数 刊　本 摘　要

甲 1
日次記〈自天曆元年正
月／至天德元年正月〉
師輔記　甲一

〈九条右丞相之
記／号九暦〉

九暦抄：日次記抄
出

天暦元（947）/正/～天徳 4
（960）/4/ 32 大日本古記録九暦 校訂あり、要目あり、朱筆で要目を傍書・勾点・脱字補書

甲 2 日次記　治曆四年七月　
師實記　甲二

江記：後三条院御
即位記 治暦 4（1068）/7/21・23 22 群書類従第 7 輯・公事

部 校訂あり（2 種 ?）

甲 3 日次記　寛治二年三月　
師通記　甲三

時範記（寛治二年
記）：石清水臨時
祭別記

寛治 2（1088）/3/23・24 7 歴代残闕日記巻 15、時
範記逸文集成 虫損あり、歴代残闕日記と字配りがほぼ同じ

甲 4 日次記　寛治二年十二
月　師通記　甲四

時範記（寛治二年
記 ）・ 為 房 卿 記

（ 大 府 記 ）・ 玄 記
（季仲卿記）

寛治 2（1088）/12/14・16・
17・21・25・27＝時範記、
同 9・14・16・21・25・
27＝為房卿記、同 20＝玄
記

29

歴代残闕日記巻 15（寛
治二年記・玄記）、群書
類従第 25 輯・雑部（寛治
二年記）、大日本史料三
之一（寛治二年記・為房
卿記）、時範記逸文集成

校訂あり、要目あり、「玄記」に墨勾点、歴代残闕日記と字配
りが（空白まで含めて）ほぼ同じ

甲 5 日次記　寛治八年四月　
經實記〈参議〉甲五

江 記（ 匡 房 卿
記）：師実・師通
賀茂詣別記

寛治 8（1094）/4/5・12・
13・14 14 歴代残闕日記巻 16（匡

房記（原註光俊記））

14 日条「右大弁・予・宰相中将〈保〉」「右大弁并予」から記主
は大江匡房、歴代残闕日記と字配りが（空白（行）まで含め
て）ほぼ同じ

甲 6 日次記　康和二年〈自
七月／至八月〉甲六 為房卿記 康和 2（1100）/7/1～8/3 17 大日本史料三之五 7/24 条に要目あり、巻首に「七月　八月　九月／十月　十一月　

十二月」

甲 7 日次記　康和五年〈自
七月／至十一月〉甲七

爲房記・（日記
名なし）

為房卿記・顕隆卿
記：立坊別記なら
びに関連日次記事
抄出

康和 5（1103）/7/1-4・15・
20-24・26、8/17・28-30、
8/1・4-7・9-12・14-22・
24-29、9/1・3・5・6、
10/1・3・9・12・21・22・
25・27-29、11/1・6・
8-11・13・18・23・29、
12/1・10・16・26・28・
30、8/17-19・27、10/12・
21

75 大日本史料三之七
為房卿記に朱筆で要目（大日本史料底本のものすべてに、さら
に相当数が加わる）、7/1・8/17・10/1 条に年月記、顕隆卿記冒
頭（墨付 66 丁表）8/17 条に年月記

甲 8 日次記　保安四年正月　
忠通記　甲八

法性寺関白記：日
次記抄出 保安 4（1123）/正/1・28 14

歴代残闕日記巻 20（法
性寺関白藤忠通記（玉
林））

巻首に記事目録（正/1・28 に加えて本文を欠く 12/25 も）、歴
代残闕日記と字配りが（巻首の記事目録まで含めて）不自然に
同じ

甲 9 日次記　保安四年二月　
忠通記　甲九

（日記名なし）・
師元記・入道右
府記・實親朝臣
記

法性寺関白記・師
元記・中右記・参
議平実親卿記：崇
徳天皇即位別記

保安 4（1123）/2/19 40

歴代残闕日記巻 20（師
元 記・ 参 議 平 実 親 卿
記）、増補史料大成中右
記 七・ 大 日 本 古 記 録

（中右記）

校訂あり（親本の字形を模写）、歴代残闕日記と字配りが（空
白（行）まで含めて）ほぼ同じ、歴代残闕日記刊本が中右記を
最終行のみ収めているのも本冊と同じ、1 丁裏 7 行目では脱字
を行末に記して挿入箇所を本文中に挿入符で指示

甲 10 日次記　天治元年正月　
甲十 師時卿記 長秋記：二条殿行

幸記事抄出 天治元（1124）/正/5 9 増補史料大成長秋記一
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甲 11 日次記　大治二年七月　
甲十一

大外記師遠朝臣記
（ 鯨 珠 記・ 外 師
記）：鯨珠関係記
事抄出

大治 2（1127）/7/10、6/17、
6/7、6/1、5/26 16 歴代残闕日記巻 21 校訂あり、各日条に年月記、歴代残闕日記と字配りが（空白ま

で含めて）ほぼ同じ

甲 12 日次記　長承四年二月　
甲十二

頼長任大将記（知
信朝臣記）：頼長
任大将関係記事抄
出

長承 4（1135）/2/2・8・
13・15・17・25 21 増補史料大成台記別記

一・（続々群書類従五） イ本校訂あり、最初の 2/2 条の外に 2/13 条にも年月記

甲 13

日次記　康治元年〈自
正月／至十二月〉賴長
記〈内大臣正二位〉甲
十三

康 治 元 年〈 壬
戌〉／生年廿三 台記 康治元（1142）/正/ ～12/ 79 増補史料大成台記一

校訂・イ本校訂あり、5/22 条末尾「又有北斗拜」は史料大成本
になし、10/15 条に按文「今按實子後冷泉后」、本奥書「弘和三
年五月廿日於栄山行宮加一／見了、于時小雨灑／以自筆曆記寫
出之　小時建曆二年／十月四日巳刻書了　同廿八日深更／挍
了／建武五年後七月廿日加一見了／殊勝々々　権大納言（二条
良基？）／正平廿一年十月十三日一見了右大臣／此日住吉殿歸
参者也」

甲 14
日次記　康治元年　賴
長記〈内大臣正二位〉
甲十四

康治元 台記：大嘗会別記 康治元（1142）/11/16 31 増補史料大成台記別記
一 校訂あり、月記脱

甲 15

日次記　康治二年〈自
正月／至十二月〉賴長
記〈内大臣正二位〉甲
十五

康治二年暦記 台記 康治 2（1143）/正/ ～12/ 96 増補史料大成台記一 校訂あり、イ本校訂あり（少なくとも 2 種）

甲 16
日次記〈別記〉甲十
六／康治二年正月　賴
長記〈内大臣正二位〉

康 治 二 年 別 記
〈癸亥〉　生年廿
四

台記：賭弓別記 康治 2（1143）/正/18 12 増補史料大成台記別記
一 校訂あり、指図 1 丁半あり

甲 17

日次記　康治三年〈自
正月／至六月〉賴長記

〈内大臣正二位〉甲十
七

康 治 三 年〈 春
夏／甲子歳〉改
元天養　生年廿
五

台記 康治 3（1144）/正/ ～6/ 52 増補史料大成台記一 校訂あり

甲 18

日次記　天養元年〈自
七月／至十二月〉賴長
記〈内大臣正二位〉甲
十八

天養元年〈秋冬　
甲子歳　生年廿
五〉

台記 天養元（1144）/7/ ～12/ 48 増補史料大成台記一 前半 23 丁と後半 25 丁で筆跡が異なる、十一月を「十月」と誤
る

甲 19

日次記　天養二年〈自
正月／至六月〉賴長記

〈内大臣　正二位〉甲
十九

天 養 二 年 春 夏
〈七月廿二日改
元元久安／乙丑
歳〉　生年廿六

台記 天養 2（1145）/正/ ～6/ 57 増補史料大成台記一 校訂あり、2/4 条末尾「々」・3/23 条末尾「云々」・4/28 条末尾
「也」は史料大成本になし

甲 20

日次記　天養二年〈自
七月／至十二月〉賴長
記〈内大臣　正二位〉
甲二十

天 養 二 年 秋 冬
〈久安元年也〉 台記 天養 2（1145）/7/ ～12/ 45 増補史料大成台記一 校訂あり
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甲 11 日次記　大治二年七月　
甲十一

大外記師遠朝臣記
（ 鯨 珠 記・ 外 師
記）：鯨珠関係記
事抄出

大治 2（1127）/7/10、6/17、
6/7、6/1、5/26 16 歴代残闕日記巻 21 校訂あり、各日条に年月記、歴代残闕日記と字配りが（空白ま

で含めて）ほぼ同じ

甲 12 日次記　長承四年二月　
甲十二

頼長任大将記（知
信朝臣記）：頼長
任大将関係記事抄
出

長承 4（1135）/2/2・8・
13・15・17・25 21 増補史料大成台記別記

一・（続々群書類従五） イ本校訂あり、最初の 2/2 条の外に 2/13 条にも年月記

甲 13

日次記　康治元年〈自
正月／至十二月〉賴長
記〈内大臣正二位〉甲
十三

康 治 元 年〈 壬
戌〉／生年廿三 台記 康治元（1142）/正/ ～12/ 79 増補史料大成台記一

校訂・イ本校訂あり、5/22 条末尾「又有北斗拜」は史料大成本
になし、10/15 条に按文「今按實子後冷泉后」、本奥書「弘和三
年五月廿日於栄山行宮加一／見了、于時小雨灑／以自筆曆記寫
出之　小時建曆二年／十月四日巳刻書了　同廿八日深更／挍
了／建武五年後七月廿日加一見了／殊勝々々　権大納言（二条
良基？）／正平廿一年十月十三日一見了右大臣／此日住吉殿歸
参者也」

甲 14
日次記　康治元年　賴
長記〈内大臣正二位〉
甲十四

康治元 台記：大嘗会別記 康治元（1142）/11/16 31 増補史料大成台記別記
一 校訂あり、月記脱

甲 15

日次記　康治二年〈自
正月／至十二月〉賴長
記〈内大臣正二位〉甲
十五

康治二年暦記 台記 康治 2（1143）/正/ ～12/ 96 増補史料大成台記一 校訂あり、イ本校訂あり（少なくとも 2 種）

甲 16
日次記〈別記〉甲十
六／康治二年正月　賴
長記〈内大臣正二位〉

康 治 二 年 別 記
〈癸亥〉　生年廿
四

台記：賭弓別記 康治 2（1143）/正/18 12 増補史料大成台記別記
一 校訂あり、指図 1 丁半あり

甲 17

日次記　康治三年〈自
正月／至六月〉賴長記

〈内大臣正二位〉甲十
七

康 治 三 年〈 春
夏／甲子歳〉改
元天養　生年廿
五

台記 康治 3（1144）/正/ ～6/ 52 増補史料大成台記一 校訂あり

甲 18

日次記　天養元年〈自
七月／至十二月〉賴長
記〈内大臣正二位〉甲
十八

天養元年〈秋冬　
甲子歳　生年廿
五〉

台記 天養元（1144）/7/ ～12/ 48 増補史料大成台記一 前半 23 丁と後半 25 丁で筆跡が異なる、十一月を「十月」と誤
る

甲 19

日次記　天養二年〈自
正月／至六月〉賴長記

〈内大臣　正二位〉甲
十九

天 養 二 年 春 夏
〈七月廿二日改
元元久安／乙丑
歳〉　生年廿六

台記 天養 2（1145）/正/ ～6/ 57 増補史料大成台記一 校訂あり、2/4 条末尾「々」・3/23 条末尾「云々」・4/28 条末尾
「也」は史料大成本になし

甲 20

日次記　天養二年〈自
七月／至十二月〉賴長
記〈内大臣　正二位〉
甲二十

天 養 二 年 秋 冬
〈久安元年也〉 台記 天養 2（1145）/7/ ～12/ 45 増補史料大成台記一 校訂あり
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甲 21

日次記　久安二年〈自
正月／至六月〉賴長記

〈内大臣正二位〉甲廿
一

久安二年具注暦
曰　丙寅歳　生
年二十七

台記 久安 2（1146）/1/ ～6/ 44 増補史料大成台記一 校訂あり

甲 22

日次記　久安二年〈自
七月／至十二月〉賴長
記〈内大臣正二位〉甲
廿二

久安二年 台記 久安 2（1146）/7/ ～12/ 47 増補史料大成台記一 校訂あり、史料大成本にない 11/13 条行間補書「雅通宗成例先
駈失英雄之名乎」あり

甲 23

日次記　久安三年〈自
正月／至六月〉賴長記

〈内大臣正二位〉甲廿
三

久安三年暦　丁
卯歳　凡三百五
十五日／生年廿
八

台記 久安 3（1147）/正/ ～6/ 78 増補史料大成台記一

校訂・イ本校訂あり、1/11 条「十一日〈乙亥〉」（記事なし）は
史料大成本になし、2/3 条「法皇始熊野精進云々」を朱筆の

〔　〕で囲う（小中村本に倣うか、史料大成本参照）、2/13 条
「 此 人 而 不 長 壽 焉 」 と「 大 臣 平 生 語 曰 」 の 間 に
「ゝゝゝゝゝゝゝゝゝ亦」（史料大成本 199 頁下段 3 行目）、3/6
条と 3/7 条の間に「久安三年三月依小瘡久不出仕曰有申文着陣
叓」（もと要目？）、3/30 条に要目あり

甲 24
日次記〈別記〉甲廿
四／ 久 安 三 年〈 自 三
月／至十二月〉賴長記

久 安 三 年 別 記
〈丁卯〉　生年廿
八

台記：忠実七十賀
別記・官政別記・
官政別記・近衛天
皇読書始別記

久安 3（1147）/3/27・28、
4/1、10/2、12/12 77 増補史料大成台記別記

一
校訂・イ本校訂あり、読書始記（12/12 条）の史料大成本 12/11
条は誤り

甲 25

日次記　久安三年〈自
七月／至十二月〉賴長
記〈内大臣正二位〉甲
廿五

久安三年暦、丁
卯歳、凡三百五
十五日〈生年廿
八〉

台記 久安 3（1147）/7/ ～12/ 77 増補史料大成台記一
校訂・イ本校訂あり、7/8 条末尾は紅葉山文庫本・久松本・尊
経閣本・小中村本と同じ、刊本にない 10/29 条末尾「云々」あ
り

乙 1

日次記〈賴長記　于時
内大臣正二位〉乙一／

〈自久安四年正月／至
于六月〉

久安四年　戊辰
歳　凡三百八十
四日、生年二十
九

台記 久安 4（1148）/正/ ～閏 6/ 62 増補史料大成台記一 校訂・イ本校訂あり、正/2 条後半本文「記」を校訂した「訛
イ」は尊経閣本・小中村本が該当（紅葉山文庫本は「流」）

乙 2

日次記〈賴長記　于時
内大臣正二位〉乙二／

〈自久安四年七月／至
于八月〉

久安四年〈起七
月三日／盡八月
八日〉

台記：多子入内別
記 1

久安 4（1148）/7/3・
11-13・16-20・27-28、
8/1-3・7-8

32 増補史料大成台記別記
一 校訂・イ本校訂あり

乙 3

日次記〈賴長記　于時
内大臣正二位〉乙三／

〈自久安四年七月／至
十二月〉

久安四年暦　戊
辰歳　凡三百八
十四日／〈生年
廿九〉

台記 久安 4（1148）/7/ ～12/ 59 増補史料大成台記一 校訂・イ本校訂あり

乙 4

日次記〈賴長記　于時
内大臣正二位〉乙四／
婚記〈自久安四年八
月／至十二月〉

婚記卷第二／久
安四年〈起八月
九日／盡十二月
廿四〉

台記：多子入内別
記 2 久安 4（1148）/8/9～12/24 41 増補史料大成台記別記

一 校訂あり
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甲 21

日次記　久安二年〈自
正月／至六月〉賴長記

〈内大臣正二位〉甲廿
一

久安二年具注暦
曰　丙寅歳　生
年二十七

台記 久安 2（1146）/1/ ～6/ 44 増補史料大成台記一 校訂あり

甲 22

日次記　久安二年〈自
七月／至十二月〉賴長
記〈内大臣正二位〉甲
廿二

久安二年 台記 久安 2（1146）/7/ ～12/ 47 増補史料大成台記一 校訂あり、史料大成本にない 11/13 条行間補書「雅通宗成例先
駈失英雄之名乎」あり

甲 23

日次記　久安三年〈自
正月／至六月〉賴長記

〈内大臣正二位〉甲廿
三

久安三年暦　丁
卯歳　凡三百五
十五日／生年廿
八

台記 久安 3（1147）/正/ ～6/ 78 増補史料大成台記一

校訂・イ本校訂あり、1/11 条「十一日〈乙亥〉」（記事なし）は
史料大成本になし、2/3 条「法皇始熊野精進云々」を朱筆の

〔　〕で囲う（小中村本に倣うか、史料大成本参照）、2/13 条
「 此 人 而 不 長 壽 焉 」 と「 大 臣 平 生 語 曰 」 の 間 に
「ゝゝゝゝゝゝゝゝゝ亦」（史料大成本 199 頁下段 3 行目）、3/6
条と 3/7 条の間に「久安三年三月依小瘡久不出仕曰有申文着陣
叓」（もと要目？）、3/30 条に要目あり

甲 24
日次記〈別記〉甲廿
四／ 久 安 三 年〈 自 三
月／至十二月〉賴長記

久 安 三 年 別 記
〈丁卯〉　生年廿
八

台記：忠実七十賀
別記・官政別記・
官政別記・近衛天
皇読書始別記

久安 3（1147）/3/27・28、
4/1、10/2、12/12 77 増補史料大成台記別記

一
校訂・イ本校訂あり、読書始記（12/12 条）の史料大成本 12/11
条は誤り

甲 25

日次記　久安三年〈自
七月／至十二月〉賴長
記〈内大臣正二位〉甲
廿五

久安三年暦、丁
卯歳、凡三百五
十五日〈生年廿
八〉

台記 久安 3（1147）/7/ ～12/ 77 増補史料大成台記一
校訂・イ本校訂あり、7/8 条末尾は紅葉山文庫本・久松本・尊
経閣本・小中村本と同じ、刊本にない 10/29 条末尾「云々」あ
り

乙 1

日次記〈賴長記　于時
内大臣正二位〉乙一／

〈自久安四年正月／至
于六月〉

久安四年　戊辰
歳　凡三百八十
四日、生年二十
九

台記 久安 4（1148）/正/ ～閏 6/ 62 増補史料大成台記一 校訂・イ本校訂あり、正/2 条後半本文「記」を校訂した「訛
イ」は尊経閣本・小中村本が該当（紅葉山文庫本は「流」）

乙 2

日次記〈賴長記　于時
内大臣正二位〉乙二／

〈自久安四年七月／至
于八月〉

久安四年〈起七
月三日／盡八月
八日〉

台記：多子入内別
記 1

久安 4（1148）/7/3・
11-13・16-20・27-28、
8/1-3・7-8

32 増補史料大成台記別記
一 校訂・イ本校訂あり

乙 3

日次記〈賴長記　于時
内大臣正二位〉乙三／

〈自久安四年七月／至
十二月〉

久安四年暦　戊
辰歳　凡三百八
十四日／〈生年
廿九〉

台記 久安 4（1148）/7/ ～12/ 59 増補史料大成台記一 校訂・イ本校訂あり

乙 4

日次記〈賴長記　于時
内大臣正二位〉乙四／
婚記〈自久安四年八
月／至十二月〉

婚記卷第二／久
安四年〈起八月
九日／盡十二月
廿四〉

台記：多子入内別
記 2 久安 4（1148）/8/9～12/24 41 増補史料大成台記別記

一 校訂あり
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乙 5

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙五／
婚記〈自久安五年正
月／至同六年正月〉

婚記卷第三〈起
久安五年正月一
日／盡同六年正
月九日〉

台記：多子入内別
記 3 久安5（1149）/正/1～6/正/9 21 増補史料大成台記別記

一 正/6 条末尾「謹言」脱

乙 6 日次記〈自久安五年七
月／至十一月〉乙六

兵 範 記： 日 次 記
（師長元服記事を
含む）

久安 5（1149）/10/1～11/30 83 増補史料大成台記別記
二

校訂・イ本校訂あり、10/25 条冒頭に要目「成樂院西御堂供養
事　久安五年十月」、指図 2 点（罫紙 3 行分＋白紙 2 丁）あり

乙 7

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙七／
久安六年正月／冠記

〈有作法詳也〉

冠記中／久安六
年／正月小〈起
一日／四日〉

台記：近衛天皇元
服別記 久安 6（1150）/正/1-4 38 増補史料大成台記別記

二

校訂・イ本校訂あり、史料大成本にない行頭補書が墨付 1 丁裏
に「非它用巡方玉帯隨在可用也」（位置は刊本 29 頁上段 10-11
行）・8 丁表に「太相過南後不練歩」（刊本 31 頁上段 3-4 行）

「余自兩樹間不練歩」（同 4-5 行）・12 丁表に「時也座上無
人々」（刊本 32 頁上段 11 行）、指図 2 点（半丁＋1 丁）あり

乙 8

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙八／

〈自久安六年正月／至
三月〉

久安六年曆　庚
午歳　凡三百五
十四日／生年三
十一

台記 久安 6（1150）/正/ -3/ 71 増補史料大成台記二 校訂・イ本校訂あり

乙 9

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙九／
婚記〈自久安六年／正
月至三月〉

婚記卷第六／久
安六年〈起正月
十九／尽三月八
日〉

台記：多子入内別
記 4 久安 6（1150）/正/19～3/8 38 増補史料大成台記別記

一

校訂あり、2/28 条に行間補書「件几帳入内夜輦車具几帳也、無
此輦具几帳、仍用之」・3/10 条に同「今具輦車」（史料大成本に
なし）、日給簡ならびに袋の書様 3 丁（うち半丁空白）あり

乙 10

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十／

〈自久安六年四月／至
六月〉

台記 久安 6（1150）/4/ ～6/ 41 増補史料大成台記二 校訂・イ本校訂あり、6/22 条は 2 ヶ所の朱字校訂に墨書で
「イ」を加筆、東山御文庫本にある要目なし

乙 11

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
一／〈 自 久 安 六 年 七
月／至于九月〉

旧題箋？「日次
記〈自久安六年
七 月／ 至 于 九
月〉十一〈乙〉」

（墨付 1 丁目に
挟む）

台記 久安 6（1150）/7 ～9/ 37 増補史料大成台記二 校訂・イ本校訂あり

乙 12

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
二／〈 自 久 安 六 年 十
月／至十二月〉

台記 久安 6（1150）/10/ ～12/ 32 増補史料大成台記二 校訂・イ本校訂あり、12/25 条行間に要目「関白加冠事」
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乙 5

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙五／
婚記〈自久安五年正
月／至同六年正月〉

婚記卷第三〈起
久安五年正月一
日／盡同六年正
月九日〉

台記：多子入内別
記 3 久安5（1149）/正/1～6/正/9 21 増補史料大成台記別記

一 正/6 条末尾「謹言」脱

乙 6 日次記〈自久安五年七
月／至十一月〉乙六

兵 範 記： 日 次 記
（師長元服記事を
含む）

久安 5（1149）/10/1～11/30 83 増補史料大成台記別記
二

校訂・イ本校訂あり、10/25 条冒頭に要目「成樂院西御堂供養
事　久安五年十月」、指図 2 点（罫紙 3 行分＋白紙 2 丁）あり

乙 7

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙七／
久安六年正月／冠記

〈有作法詳也〉

冠記中／久安六
年／正月小〈起
一日／四日〉

台記：近衛天皇元
服別記 久安 6（1150）/正/1-4 38 増補史料大成台記別記

二

校訂・イ本校訂あり、史料大成本にない行頭補書が墨付 1 丁裏
に「非它用巡方玉帯隨在可用也」（位置は刊本 29 頁上段 10-11
行）・8 丁表に「太相過南後不練歩」（刊本 31 頁上段 3-4 行）

「余自兩樹間不練歩」（同 4-5 行）・12 丁表に「時也座上無
人々」（刊本 32 頁上段 11 行）、指図 2 点（半丁＋1 丁）あり

乙 8

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙八／

〈自久安六年正月／至
三月〉

久安六年曆　庚
午歳　凡三百五
十四日／生年三
十一

台記 久安 6（1150）/正/ -3/ 71 増補史料大成台記二 校訂・イ本校訂あり

乙 9

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙九／
婚記〈自久安六年／正
月至三月〉

婚記卷第六／久
安六年〈起正月
十九／尽三月八
日〉

台記：多子入内別
記 4 久安 6（1150）/正/19～3/8 38 増補史料大成台記別記

一

校訂あり、2/28 条に行間補書「件几帳入内夜輦車具几帳也、無
此輦具几帳、仍用之」・3/10 条に同「今具輦車」（史料大成本に
なし）、日給簡ならびに袋の書様 3 丁（うち半丁空白）あり

乙 10

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十／

〈自久安六年四月／至
六月〉

台記 久安 6（1150）/4/ ～6/ 41 増補史料大成台記二 校訂・イ本校訂あり、6/22 条は 2 ヶ所の朱字校訂に墨書で
「イ」を加筆、東山御文庫本にある要目なし

乙 11

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
一／〈 自 久 安 六 年 七
月／至于九月〉

旧題箋？「日次
記〈自久安六年
七 月／ 至 于 九
月〉十一〈乙〉」

（墨付 1 丁目に
挟む）

台記 久安 6（1150）/7 ～9/ 37 増補史料大成台記二 校訂・イ本校訂あり

乙 12

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
二／〈 自 久 安 六 年 十
月／至十二月〉

台記 久安 6（1150）/10/ ～12/ 32 増補史料大成台記二 校訂・イ本校訂あり、12/25 条行間に要目「関白加冠事」
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乙 13

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
三／〈 自 久 安 六 年 十
月／ 至 仁 平 元 年 八
月〉／春日詣事

春日詣部類記巻
第 十　宇 治 左
府／ 宇 治 左 府

〈仁平元年十日
（月カ）内覧〉／
仁平元年八月十
日丁丑／槐御記

〈委細〉右入省
略／同三年十一
月廿八日辛亥／
槐御記

台記・「槐御記」：
頼長春日詣別記

久安 6（1150）/10/12・13・
17・22・28、11/3、仁平元

（1151）/4/23、6/20・26、
7/5・18・26・27、
8/5-11、仁平元

（1151）/8/10・11 

71 増補史料大成台記別記
二

校訂・イ本校訂あり、久安 6/10/12・13・22 に要目、史料大成
本にない久安 6/10/12 条末尾「日」あり、史料大成本にない行
頭補書が仁平元 /6/10 条に「若宮神宝／一長樻神馬／一疋同引
参」（位置は刊本 70 頁下段 5-6 行）、行列図 9 丁（うち半丁白
紙）あり、「槐御記」仁平元 /8/10 条に年月記

乙 14
日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
四／久安七年正月

台記 久安 7（1151）/正/ 51 増補史料大成台記二

校訂・イ本校訂あり、6 日条に「久安七年」と傍注、史料大成
本にない 16 日条末尾「別記／内覽後始見吉叓申慶叓置文殿叓」
～17 日条本文「十七日己丑　未時直衣参院、依召入簾中良久談
語、及昏退下、詣統子内親王家、次参内、夜深退出、法皇賜笏
五枚仰曰、爲亥（實イ）子息之用所賜也、又賜手書、禪閤曰、
左大臣無隨身徒然見給者、禪閤奏恐悦由」あり

乙 15
日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
五／仁平元年別記

仁平元年別記／
隆長元服

台記：隆長元服別
記・同春日祭使別
記

仁平元（1151）/正/5・21・
2/16・21・10/9・15・29・
11/1・8～15

75 増補史料大成台記別記
二 校訂・イ本校訂あり

乙 16

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
六／〈 自 仁 平 元 年 二
月／至三月〉

台記 仁平元（1151）/2/　～3/　 35 増補史料大成台記二 校訂・イ本校訂あり

乙 17
日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
七／仁平二年正月

（イ「巻首闕」） 台記：頼長正月大
臣大饗別記

仁平 2（1152）/正/11・15・
19・24～27 72 増補史料大成台記二

校訂・イ本校訂あり、史料大成本にない巻頭部分末尾（割書の
うち「久兼」の後）「不」あり、史料大成本にない正/25 条末尾

「亥刻許高陽院臨幸為覧明日儀也」あり

乙 18

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
八／〈 自 仁 平 三 年 四
月／至十二月〉

台記：頼長春日詣
別記

仁平 3（1153）/4/28・5/7・
6/7・8/8・17・9/8・10・
15・11/4・11・12・14・
15・17・21-29・12/1

94 増補史料大成台記別記
二

校訂あり、史料大成本にない 11/29 条「廿九日〈甲寅〉入夜降
雨」あり、行列図等 12 丁余あり

乙 19

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
九／〈 自 仁 平 三 年 四
月／至九月〉／穢事

台記 仁平 4（1154）/4/1～9/29 64 増補史料大成台記二

校訂あり、欠損多（祖本上部破損か）、各月記の下に史料大成
本にない干支あり、5/25 条冒頭 1 行欠落で前日条に追い込む、
7 月記の前に「仁平四年」とあって祖本は夏記・秋記が別冊、
7/4 条末尾に史料大成本にない「云々」、8/24 条（1 行）欠落、
8/29 条末尾に史料大成本にない「皇后宮」の 3 字あり、8/16
条を 8/17 条と誤る

乙 20

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙二
十／〈 自 仁 平 三 年 七
月／至九月〉

台記 仁平 3（1153）/7/ ～9/ 36 増補史料大成台記二

校訂・イ本校訂あり、7/1 条を 7/3 条と誤る、本奥書「正和四
年三月九日於中 [ 阝 + 宛 ]（院イ）蓬屋／抄出ー爲子孫也、於
小僧者／光明真言之外不可有／他念歟員（矣イ）／弟子圓 [ 宀＋
里 ]（宜）」
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乙 13

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
三／〈 自 久 安 六 年 十
月／ 至 仁 平 元 年 八
月〉／春日詣事

春日詣部類記巻
第 十　宇 治 左
府／ 宇 治 左 府

〈仁平元年十日
（月カ）内覧〉／
仁平元年八月十
日丁丑／槐御記

〈委細〉右入省
略／同三年十一
月廿八日辛亥／
槐御記

台記・「槐御記」：
頼長春日詣別記

久安 6（1150）/10/12・13・
17・22・28、11/3、仁平元

（1151）/4/23、6/20・26、
7/5・18・26・27、
8/5-11、仁平元

（1151）/8/10・11 

71 増補史料大成台記別記
二

校訂・イ本校訂あり、久安 6/10/12・13・22 に要目、史料大成
本にない久安 6/10/12 条末尾「日」あり、史料大成本にない行
頭補書が仁平元 /6/10 条に「若宮神宝／一長樻神馬／一疋同引
参」（位置は刊本 70 頁下段 5-6 行）、行列図 9 丁（うち半丁白
紙）あり、「槐御記」仁平元 /8/10 条に年月記

乙 14
日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
四／久安七年正月

台記 久安 7（1151）/正/ 51 増補史料大成台記二

校訂・イ本校訂あり、6 日条に「久安七年」と傍注、史料大成
本にない 16 日条末尾「別記／内覽後始見吉叓申慶叓置文殿叓」
～17 日条本文「十七日己丑　未時直衣参院、依召入簾中良久談
語、及昏退下、詣統子内親王家、次参内、夜深退出、法皇賜笏
五枚仰曰、爲亥（實イ）子息之用所賜也、又賜手書、禪閤曰、
左大臣無隨身徒然見給者、禪閤奏恐悦由」あり

乙 15
日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
五／仁平元年別記

仁平元年別記／
隆長元服

台記：隆長元服別
記・同春日祭使別
記

仁平元（1151）/正/5・21・
2/16・21・10/9・15・29・
11/1・8～15

75 増補史料大成台記別記
二 校訂・イ本校訂あり

乙 16

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
六／〈 自 仁 平 元 年 二
月／至三月〉

台記 仁平元（1151）/2/　～3/　 35 増補史料大成台記二 校訂・イ本校訂あり

乙 17
日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
七／仁平二年正月

（イ「巻首闕」） 台記：頼長正月大
臣大饗別記

仁平 2（1152）/正/11・15・
19・24～27 72 増補史料大成台記二

校訂・イ本校訂あり、史料大成本にない巻頭部分末尾（割書の
うち「久兼」の後）「不」あり、史料大成本にない正/25 条末尾

「亥刻許高陽院臨幸為覧明日儀也」あり

乙 18

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
八／〈 自 仁 平 三 年 四
月／至十二月〉

台記：頼長春日詣
別記

仁平 3（1153）/4/28・5/7・
6/7・8/8・17・9/8・10・
15・11/4・11・12・14・
15・17・21-29・12/1

94 増補史料大成台記別記
二

校訂あり、史料大成本にない 11/29 条「廿九日〈甲寅〉入夜降
雨」あり、行列図等 12 丁余あり

乙 19

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙十
九／〈 自 仁 平 三 年 四
月／至九月〉／穢事

台記 仁平 4（1154）/4/1～9/29 64 増補史料大成台記二

校訂あり、欠損多（祖本上部破損か）、各月記の下に史料大成
本にない干支あり、5/25 条冒頭 1 行欠落で前日条に追い込む、
7 月記の前に「仁平四年」とあって祖本は夏記・秋記が別冊、
7/4 条末尾に史料大成本にない「云々」、8/24 条（1 行）欠落、
8/29 条末尾に史料大成本にない「皇后宮」の 3 字あり、8/16
条を 8/17 条と誤る

乙 20

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙二
十／〈 自 仁 平 三 年 七
月／至九月〉

台記 仁平 3（1153）/7/ ～9/ 36 増補史料大成台記二

校訂・イ本校訂あり、7/1 条を 7/3 条と誤る、本奥書「正和四
年三月九日於中 [ 阝 + 宛 ]（院イ）蓬屋／抄出ー爲子孫也、於
小僧者／光明真言之外不可有／他念歟員（矣イ）／弟子圓 [ 宀＋
里 ]（宜）」
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乙 21
日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙廿
一／仁平四年正月

仁平四年　甲戌
歳　凡三百五十
五日　未年三十
五

台記 仁平 4（1154）/正/ 39 増補史料大成台記二

校訂・イ本校訂あり、「正月大」に「十月廿八日改元久壽」と
傍注、1/4 条に要目、1/5 条日付に「仁平四年」と傍注、1/5 条
末尾は史料大成本のような欠損なし、1/14 条本文にイ本の表記
を取り込む

乙 22

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙廿
二／〈 自 久 壽 元 年 四
月／至六月〉

久壽元年夏 台記 仁平 4（1154）/4/ ～6/ 34 増補史料大成台記二 校訂・イ本校訂あり、5/24 条（1 行）欠落、6/8 条に朱棒線、
6/21 条末尾に史料大成本にない「祗」あり

乙 23

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙廿三
終／〈 自 久 壽 元 年 七
月／至九月〉

久壽元年秋 台記 仁平 4（1154）/7/ ～9/ 30 増補史料大成台記二
校 訂・ イ 本 校 訂 あ り、8/21 条 に 朱 筆 校 訂 あ り、7/25-30・
8/1-3・5-7 条に要目、8/29 条末尾に大成本にない「皇后宮」
の 3 字あり

丙 1
日 次 記 目 録　丙 一／

〈自久壽元年十月／至
于十二月〉賴長記

台記 仁平 4（久寿元）
（1154）/10/11～12/ 57 増補史料大成台記二

校訂・イ本校訂あり、10/21 条後半「無諷誦過夜半事訖」に傍
注「佛眼眞之表白讀願文揚新寫論題歸命」（史料大成本にな
し）、史料大成本と同じく 11/16 条の前に月記「十一月小」、
11/19 条の日付に傍書で年月記「久壽元十一」

丙 2
日 次 記 目 録　丙 二／

〈久壽二年／四月〉賴
長記

台記：頼長賀茂詣
別記

久寿 2（1155）/4/3・5・
13・17～20 36 増補史料大成台記別記

二 校訂・イ本校訂あり

丙 3
日 次 記 目 録　丙 三／

〈自久壽二年四月／至
六月〉賴長記

台記 久寿 2（1155）/4/ ～6/ 51 増補史料大成台記二 校訂・イ本校訂あり

丙 4
日 次 記 目 録　丙 四／

〈自久壽二年七月／至
十二月〉

台記 久寿 2（1155）/7/ ～12/ 46 増補史料大成台記二

校訂・イ本校訂あり、7/28 条末尾に大成本にない「　　　　忠
追候」あり、「九月大」の下の干支を「丙巳」と誤る、9/1 条の
干支を「丙巳」と誤る、「十一月小」の下の干支が史料大成本
と異なる「戊子」、11/27 条の干支を「辛申」と誤る、12/3 条
の日付を「二日」と誤る

丙 5

日次記目（録脱）　丙
五／〈長寛二年十月／
仁安二年自正月至十二
月〉兼實記

玉葉：日次記抄出

長寛 2（1164）/ 閏 10/17・
仁安元（1166）/10/10・
11/3・12/5・22・2（1167）/
正/16・20・28・2/8・11・
3/23・4/4・5・18・19・
30・5/1・3・5・15-17・
21・23-26・6/5・6・16・
22・26・7/13・14・
16-19・21-24・26・27・閏
7/14-16・19・24・26・
8/15・27・9/9・15・21・
26・27・30・10/1・6・8・
9-11・13・15・18・21・
25-30・11/1・3・6・
8-12・15・16・27・29・
12/4・6・8-10・25

100
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉一

校訂・イ本校訂あり
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乙 21
日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙廿
一／仁平四年正月

仁平四年　甲戌
歳　凡三百五十
五日　未年三十
五

台記 仁平 4（1154）/正/ 39 増補史料大成台記二

校訂・イ本校訂あり、「正月大」に「十月廿八日改元久壽」と
傍注、1/4 条に要目、1/5 条日付に「仁平四年」と傍注、1/5 条
末尾は史料大成本のような欠損なし、1/14 条本文にイ本の表記
を取り込む

乙 22

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙廿
二／〈 自 久 壽 元 年 四
月／至六月〉

久壽元年夏 台記 仁平 4（1154）/4/ ～6/ 34 増補史料大成台記二 校訂・イ本校訂あり、5/24 条（1 行）欠落、6/8 条に朱棒線、
6/21 条末尾に史料大成本にない「祗」あり

乙 23

日次記〈賴長記　于時
左大臣從一位〉乙廿三
終／〈 自 久 壽 元 年 七
月／至九月〉

久壽元年秋 台記 仁平 4（1154）/7/ ～9/ 30 増補史料大成台記二
校 訂・ イ 本 校 訂 あ り、8/21 条 に 朱 筆 校 訂 あ り、7/25-30・
8/1-3・5-7 条に要目、8/29 条末尾に大成本にない「皇后宮」
の 3 字あり

丙 1
日 次 記 目 録　丙 一／

〈自久壽元年十月／至
于十二月〉賴長記

台記 仁平 4（久寿元）
（1154）/10/11～12/ 57 増補史料大成台記二

校訂・イ本校訂あり、10/21 条後半「無諷誦過夜半事訖」に傍
注「佛眼眞之表白讀願文揚新寫論題歸命」（史料大成本にな
し）、史料大成本と同じく 11/16 条の前に月記「十一月小」、
11/19 条の日付に傍書で年月記「久壽元十一」

丙 2
日 次 記 目 録　丙 二／

〈久壽二年／四月〉賴
長記

台記：頼長賀茂詣
別記

久寿 2（1155）/4/3・5・
13・17～20 36 増補史料大成台記別記

二 校訂・イ本校訂あり

丙 3
日 次 記 目 録　丙 三／

〈自久壽二年四月／至
六月〉賴長記

台記 久寿 2（1155）/4/ ～6/ 51 増補史料大成台記二 校訂・イ本校訂あり

丙 4
日 次 記 目 録　丙 四／

〈自久壽二年七月／至
十二月〉

台記 久寿 2（1155）/7/ ～12/ 46 増補史料大成台記二

校訂・イ本校訂あり、7/28 条末尾に大成本にない「　　　　忠
追候」あり、「九月大」の下の干支を「丙巳」と誤る、9/1 条の
干支を「丙巳」と誤る、「十一月小」の下の干支が史料大成本
と異なる「戊子」、11/27 条の干支を「辛申」と誤る、12/3 条
の日付を「二日」と誤る

丙 5

日次記目（録脱）　丙
五／〈長寛二年十月／
仁安二年自正月至十二
月〉兼實記

玉葉：日次記抄出

長寛 2（1164）/ 閏 10/17・
仁安元（1166）/10/10・
11/3・12/5・22・2（1167）/
正/16・20・28・2/8・11・
3/23・4/4・5・18・19・
30・5/1・3・5・15-17・
21・23-26・6/5・6・16・
22・26・7/13・14・
16-19・21-24・26・27・閏
7/14-16・19・24・26・
8/15・27・9/9・15・21・
26・27・30・10/1・6・8・
9-11・13・15・18・21・
25-30・11/1・3・6・
8-12・15・16・27・29・
12/4・6・8-10・25

100
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉一

校訂・イ本校訂あり



史
　
　
　
学

　
第
九
〇
巻

　
第
二
・
三
号

）

二
六　
（
一
五
六

丙 6
日 次 記 目 録　丙 六／

〈自仁安三年正月／至
十二月〉兼實記

玉葉

仁安 3（1168）/正/1-4・6・
14・16・28・2/2・7-9・
11・15-17・19・21-23・
26-29・3/1・2・4・8・9・
11-16・8/4・11/24・
12/25-30

72
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉一

校訂・イ本校訂あり、正/1・14・16・2/7・8 条に朱書で合点・
要目、指図 2 点（半丁 +1 丁）あり、刊本にある 11/13・14 条
なし（→丙 8）

丙 7 日 次 記 目 録　丙 七／
〈仁安四年／二月〉 兵範記 仁安 4（1169）/2/ 53

増 補 史 料 大 成 兵 範 記
四、陽明叢書人車記四

（自筆本写真）

校訂あり、2/5 条に朱書で要目、2/14 条裏書に墨書で要目、2/1
条の自筆本に残る 7 字を「虫損歟」と表現（刊本もハコ）、19
日条（76 字）に無改行で 20 日条を追い込む

丙 8 日 次 記 目 録　丙 八／
〈仁安／三年〉 玉葉：日次記抄出 仁安 3（1168）/11/13・14 8

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉一

両日条ともに年月記あり

丙 9
日 次 記 目 録　丙 九／

〈自嘉應元年正月／至
十二月〉兼實記

玉葉：日次記抄出

嘉応元（仁安 4）（1169）/
正/1・2-4・7・4/10・
6/17・11/19・12/23-25・
28・29

29
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉一

校訂・イ本校訂あり

丙 10
日 次 記 目 録　丙 十／

〈嘉應元年／十月〉兼
實記

兵範記 嘉応元（1169）/10/ 53 増補史料大成兵範記五 校訂あり

丙 11
日次記目録　丙十一／

〈自嘉應二年正月／至
三月〉

玉葉 嘉応 2（1170）/正/ -3/ 62
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉一

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点・要目（冒頭～正/16 条、
2/12～21 条、2 月の要目は 1 行ドリ）、墨書で要目（正/28 条
～2/8 条）、正/19 条に無改行で正/20 条を追い込む、正/23 条

（廿一日と誤記）に正/24 条を追い込む、3/11 条に無改行で日
付脱の 3/12 条を追い込む、3/29 条欠

丙 12
日次記目録　丙十二／

〈自嘉應二年四月／至
十二月〉兼實記

玉葉 嘉応 2（1170）/4/ -12/ 72
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉一

校訂・イ本校訂あり、4/4・11-13・17・22・24-28・閏 4/1-2・
5-11・13-14・18・21-22・24-26・28-5/4・7-9・12・22・24・
30-6/1・5・8・15（ 九 条 家 本 の み ）-16・21・24-25・28・7/ 
2・7・11・18-19・21・8/1-2・6・11・13・16-18・22・9/2・
4・12・16・22・24・10/1・3・10・14・26・28・11/2・8-12・
14・17-19・21・28・12/1-3・5-8・12-13・15-16・18（九条家
本のみ）・24-25 条（記事はいずれもごく簡略）欠、4/21 条欠

（該当箇所に空白 1 行）、閏 4/12・15・16 の最初の 2 行弱を重
複して筆写、5/25 条末尾「酉刻事了云々」脱、10/6 条末尾「的
云々／公舜法印・長光朝臣等来談、入夜参女院御方」脱、10/7
条末尾 1 行「今夜中御門中納言宗家来、借与除目秘書也」脱、
10/13 条記事冒頭「晴、不出行、昨今物忌也」脱、10/17 条記
事冒頭「晴、不出行」脱、10/18 条末尾「入夜月明」脱、10/24
条記事冒頭 1 行「朝小雨、午後晴、長光朝臣来談」脱、10/27
条末尾 1 行「清輔朝臣来談」脱、九条家本の 10/30 条記事冒頭

「晴、不出行、公舜法印来談」脱、九条家本の 12/23 条記事冒
頭「不出行」脱、12/22 条を 21 日条と誤る
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丙 6
日 次 記 目 録　丙 六／

〈自仁安三年正月／至
十二月〉兼實記

玉葉

仁安 3（1168）/正/1-4・6・
14・16・28・2/2・7-9・
11・15-17・19・21-23・
26-29・3/1・2・4・8・9・
11-16・8/4・11/24・
12/25-30

72
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉一

校訂・イ本校訂あり、正/1・14・16・2/7・8 条に朱書で合点・
要目、指図 2 点（半丁 +1 丁）あり、刊本にある 11/13・14 条
なし（→丙 8）

丙 7 日 次 記 目 録　丙 七／
〈仁安四年／二月〉 兵範記 仁安 4（1169）/2/ 53

増 補 史 料 大 成 兵 範 記
四、陽明叢書人車記四

（自筆本写真）

校訂あり、2/5 条に朱書で要目、2/14 条裏書に墨書で要目、2/1
条の自筆本に残る 7 字を「虫損歟」と表現（刊本もハコ）、19
日条（76 字）に無改行で 20 日条を追い込む

丙 8 日 次 記 目 録　丙 八／
〈仁安／三年〉 玉葉：日次記抄出 仁安 3（1168）/11/13・14 8

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉一

両日条ともに年月記あり

丙 9
日 次 記 目 録　丙 九／

〈自嘉應元年正月／至
十二月〉兼實記

玉葉：日次記抄出

嘉応元（仁安 4）（1169）/
正/1・2-4・7・4/10・
6/17・11/19・12/23-25・
28・29

29
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉一

校訂・イ本校訂あり

丙 10
日 次 記 目 録　丙 十／

〈嘉應元年／十月〉兼
實記

兵範記 嘉応元（1169）/10/ 53 増補史料大成兵範記五 校訂あり

丙 11
日次記目録　丙十一／

〈自嘉應二年正月／至
三月〉

玉葉 嘉応 2（1170）/正/ -3/ 62
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉一

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点・要目（冒頭～正/16 条、
2/12～21 条、2 月の要目は 1 行ドリ）、墨書で要目（正/28 条
～2/8 条）、正/19 条に無改行で正/20 条を追い込む、正/23 条

（廿一日と誤記）に正/24 条を追い込む、3/11 条に無改行で日
付脱の 3/12 条を追い込む、3/29 条欠

丙 12
日次記目録　丙十二／

〈自嘉應二年四月／至
十二月〉兼實記

玉葉 嘉応 2（1170）/4/ -12/ 72
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉一

校訂・イ本校訂あり、4/4・11-13・17・22・24-28・閏 4/1-2・
5-11・13-14・18・21-22・24-26・28-5/4・7-9・12・22・24・
30-6/1・5・8・15（ 九 条 家 本 の み ）-16・21・24-25・28・7/ 
2・7・11・18-19・21・8/1-2・6・11・13・16-18・22・9/2・
4・12・16・22・24・10/1・3・10・14・26・28・11/2・8-12・
14・17-19・21・28・12/1-3・5-8・12-13・15-16・18（九条家
本のみ）・24-25 条（記事はいずれもごく簡略）欠、4/21 条欠

（該当箇所に空白 1 行）、閏 4/12・15・16 の最初の 2 行弱を重
複して筆写、5/25 条末尾「酉刻事了云々」脱、10/6 条末尾「的
云々／公舜法印・長光朝臣等来談、入夜参女院御方」脱、10/7
条末尾 1 行「今夜中御門中納言宗家来、借与除目秘書也」脱、
10/13 条記事冒頭「晴、不出行、昨今物忌也」脱、10/17 条記
事冒頭「晴、不出行」脱、10/18 条末尾「入夜月明」脱、10/24
条記事冒頭 1 行「朝小雨、午後晴、長光朝臣来談」脱、10/27
条末尾 1 行「清輔朝臣来談」脱、九条家本の 10/30 条記事冒頭

「晴、不出行、公舜法印来談」脱、九条家本の 12/23 条記事冒
頭「不出行」脱、12/22 条を 21 日条と誤る
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丙 13
日次記目録　丙十三／

〈自嘉應三年正月／至
三月〉兼實記

嘉應三年〈歳次
辛卯〉二月廿一
日改元〈承安〉

玉葉 嘉応 3（1171）/正/ -3/ 71
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉一

校訂・イ本校訂あり、朱筆で要目、正/9-12・15・17・20-21・
23-2/1・4・6-7・12-13・20・22・28-29・3/4・10-13・
17-19・21-22・24・27 条（記事はいずれもごく簡略）欠

丙 14

日次記目録　丙十四／
〈自嘉應三年四月／至
承安元年十二月〉兼實
記〈于時右大臣）

嘉應三年　四月
廿一日改元承安 玉葉 嘉応 3（1171）/4/ - 承安

元 /12/ 75
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉一

校訂・イ本校訂あり、墨書で合点（12/14 条）、4/1-4・6-7・9・
13・15・18-19・28-5/3・6・8・12-13・15・17-18・6/1-4・
6-7・9・11・14-19・23-24・27・7/1-2 条（記事はいずれもご
く簡略）欠、4/26・6/29・7/16・10/14 条（記事はいずれも短
い）脱、4/10 条末尾「今日甚雨」脱、4/24 条（記事なし）を
改行なしで 4/23 条に追い込む、4/27 条末尾割註「韻陽唐也」
脱、8/25 条天候・末尾「良久談帰了」脱、10/18 末尾「邦綱卿
煩二禁云々、仍訪、返報云、（以下九条家本のみ）医師重長・
憲基等申無殊事之由、仍療治微々之間有小増、仍加灸治了
云々」脱、10/21 条末尾「今夕高松院還給白川殿云々、今日所
労頗宜、仍可方違参女院御方御桟敷屋」脱、11/24 条冒頭「今
日家中有犯土事、仍参女院御所、資長卿参上、余相逢、談衆
事、良久退出了」脱

丙 15
日次記目録　丙十五／

〈自承安二年正月／至
三月〉兼實記

玉葉 承安 2（1172）/正/ -3/ 73
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉二

校訂・イ本校訂あり、1/2 条末尾「指図在別」2/11 後半「御堂
図在別」として九条家本の指図を欠く、本奥書「正平十一年六
月五日一見了／関白在判」

丙 16
日次記目録　丙十六／

〈自承安二年四月／至
六月〉兼實記

承安二年夏　歳
次壬辰 玉葉 承安 2（1172）/4/ -6/ 47

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉二

校訂あり、4/28 条に墨書で要目、九条家本の 4/15 条末尾「於
他家者～入夜歸了」脱、九条家本と同じく 6/22・23 条をそれ
ぞれ廿一日・廿二日と誤る

丙 17
日次記目録　丙十七／

〈自承安二年七月／至
十二月〉兼實記

玉葉 承安 2（1172）/7/ -12/4 85
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉二

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点・要目、8/30・9/7 条（いず
れも記事は短い）欠、9/16 条末尾「不憚之故也」脱、10/4 条
を五日庚子と誤る、10/7 条の後に「乾道八年」、10/8 条に年月
記あり、刊本にない10/16条あり（記事は「今日参内」のみ）、
11/19 条と年月記のある 11/19 条（本来は別記？）の間に「承
安二年十一月廿一日」、12/1-4 条は国書双書刊行会本第 2 本・
九条家本系統

丙 18 日次記目録　丙十八／
〈自承安二年／十二月〉

承安二年冬〈十
二 月／ 閏 十 二
月〉

玉葉 承安 2（1172）/12/ - 閏 12/ 78
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉二

校訂・イ本校訂あり、12/1-4 条は国書双書刊行会本所収第 1 本
系統、12/11 条の日付の前に「一」、12/13 条は九条家本系統、
12/27 条脱（国書双書刊行会本に同じ）、閏 12/12 条を「廿二
日」と誤る

丙 19
日次記目録　丙十九／

〈自承安三年正月／至
六月〉兼實記

玉葉 承安 3（1173）/正/ -6/ 78
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉二

校訂・イ本校訂あり、墨書で合点、正/1 条冒頭「鶏鳴拝天地四
方〈如恒〉」脱、刊本にない正/13 条末尾「如例」あり、刊本が

「廿一日」と誤る 2/20 条を正しく「廿日」と表記、3/3 条末尾
「摂政昨日相共室家被向宇治、依一切経会也」脱、5/9 条欠（記
事はごく簡略）、刊本にない 5/13 条末尾「也」あり、九条家本
にある 6/14 条欠、6/15 条を「十四日」と誤る、6/29 条を「廿
八日戊子」と誤る

丙 20
日 次 記 目 録　丙 二 十
終／〈自承安三年／至
九月〉兼實記

承安三年秋 玉葉 承安 3（1173）/7 -9/ 56
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉二

校訂あり、7/19 条に肩書で年月記、9/13 条を「廿三日」と誤
る
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丙 13
日次記目録　丙十三／

〈自嘉應三年正月／至
三月〉兼實記

嘉應三年〈歳次
辛卯〉二月廿一
日改元〈承安〉

玉葉 嘉応 3（1171）/正/ -3/ 71
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉一

校訂・イ本校訂あり、朱筆で要目、正/9-12・15・17・20-21・
23-2/1・4・6-7・12-13・20・22・28-29・3/4・10-13・
17-19・21-22・24・27 条（記事はいずれもごく簡略）欠

丙 14

日次記目録　丙十四／
〈自嘉應三年四月／至
承安元年十二月〉兼實
記〈于時右大臣）

嘉應三年　四月
廿一日改元承安 玉葉 嘉応 3（1171）/4/ - 承安

元 /12/ 75
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉一

校訂・イ本校訂あり、墨書で合点（12/14 条）、4/1-4・6-7・9・
13・15・18-19・28-5/3・6・8・12-13・15・17-18・6/1-4・
6-7・9・11・14-19・23-24・27・7/1-2 条（記事はいずれもご
く簡略）欠、4/26・6/29・7/16・10/14 条（記事はいずれも短
い）脱、4/10 条末尾「今日甚雨」脱、4/24 条（記事なし）を
改行なしで 4/23 条に追い込む、4/27 条末尾割註「韻陽唐也」
脱、8/25 条天候・末尾「良久談帰了」脱、10/18 末尾「邦綱卿
煩二禁云々、仍訪、返報云、（以下九条家本のみ）医師重長・
憲基等申無殊事之由、仍療治微々之間有小増、仍加灸治了
云々」脱、10/21 条末尾「今夕高松院還給白川殿云々、今日所
労頗宜、仍可方違参女院御方御桟敷屋」脱、11/24 条冒頭「今
日家中有犯土事、仍参女院御所、資長卿参上、余相逢、談衆
事、良久退出了」脱

丙 15
日次記目録　丙十五／

〈自承安二年正月／至
三月〉兼實記

玉葉 承安 2（1172）/正/ -3/ 73
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉二

校訂・イ本校訂あり、1/2 条末尾「指図在別」2/11 後半「御堂
図在別」として九条家本の指図を欠く、本奥書「正平十一年六
月五日一見了／関白在判」

丙 16
日次記目録　丙十六／

〈自承安二年四月／至
六月〉兼實記

承安二年夏　歳
次壬辰 玉葉 承安 2（1172）/4/ -6/ 47

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉二

校訂あり、4/28 条に墨書で要目、九条家本の 4/15 条末尾「於
他家者～入夜歸了」脱、九条家本と同じく 6/22・23 条をそれ
ぞれ廿一日・廿二日と誤る

丙 17
日次記目録　丙十七／

〈自承安二年七月／至
十二月〉兼實記

玉葉 承安 2（1172）/7/ -12/4 85
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉二

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点・要目、8/30・9/7 条（いず
れも記事は短い）欠、9/16 条末尾「不憚之故也」脱、10/4 条
を五日庚子と誤る、10/7 条の後に「乾道八年」、10/8 条に年月
記あり、刊本にない10/16条あり（記事は「今日参内」のみ）、
11/19 条と年月記のある 11/19 条（本来は別記？）の間に「承
安二年十一月廿一日」、12/1-4 条は国書双書刊行会本第 2 本・
九条家本系統

丙 18 日次記目録　丙十八／
〈自承安二年／十二月〉

承安二年冬〈十
二 月／ 閏 十 二
月〉

玉葉 承安 2（1172）/12/ - 閏 12/ 78
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉二

校訂・イ本校訂あり、12/1-4 条は国書双書刊行会本所収第 1 本
系統、12/11 条の日付の前に「一」、12/13 条は九条家本系統、
12/27 条脱（国書双書刊行会本に同じ）、閏 12/12 条を「廿二
日」と誤る

丙 19
日次記目録　丙十九／

〈自承安三年正月／至
六月〉兼實記

玉葉 承安 3（1173）/正/ -6/ 78
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉二

校訂・イ本校訂あり、墨書で合点、正/1 条冒頭「鶏鳴拝天地四
方〈如恒〉」脱、刊本にない正/13 条末尾「如例」あり、刊本が

「廿一日」と誤る 2/20 条を正しく「廿日」と表記、3/3 条末尾
「摂政昨日相共室家被向宇治、依一切経会也」脱、5/9 条欠（記
事はごく簡略）、刊本にない 5/13 条末尾「也」あり、九条家本
にある 6/14 条欠、6/15 条を「十四日」と誤る、6/29 条を「廿
八日戊子」と誤る

丙 20
日 次 記 目 録　丙 二 十
終／〈自承安三年／至
九月〉兼實記

承安三年秋 玉葉 承安 3（1173）/7 -9/ 56
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉二

校訂あり、7/19 条に肩書で年月記、9/13 条を「廿三日」と誤
る
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丁 1

日 次 記 目 録　丁 一／
〈自承安三年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
從一位／右大臣〉

承安三年冬 玉葉 承安 3（1173）/10/ -12/ 46
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉二

校訂あり、朱筆で合点、10/21 条に年月記、12/16 条に指図半
丁あり、九条家本に欠く 12/19 条冒頭「女院御方舎利講如恒」
あり

丁 2

日 次 記 目 録　丁 二／
〈承安四年正月〉兼實
記〈于時從一位／右大
臣〉

承 安 四 年 春 上　
歳次甲午 玉葉 承安 4（1174）/正/1 6

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉三

校訂あり、1/1 条中途（国書双書刊行会本 339 頁上段 8 行目、
九条家本 11 頁 9 行目）の文章途中で記事中絶

丁 3

日 次 記 目 録　丁 三／
〈自承安四年二月／至
于三月〉兼實記〈于時
從一位／右大臣〉

玉葉 承安 4（1174）/2/ -3/ 37
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉三

校訂あり、各日条すべて年月記あり（記事内容に即して分割掲
出の場合は分割する毎に年月日）＝史書編纂準備の切り分け作
業？、2/1 条冒頭「天晴、知詮阿闍梨来」脱、2/6 条記事を 3
分割で掲出、2/12 条 3 分割、2/16 条 4 分割、2/17 条 2 分割、
2/18 条 2 分割、2/19 条 3 分割、2/21 条 2 分割・刊本にある末
尾「余謁女房退出了」脱、2/23 条 2 分割、2/24 条 4 分割・刊
本にある第 2 部分末尾～第 3 部分冒頭「賜雑例二巻、立部注加
近例等、可進之由仰之了、頼業退出了、次」脱、2/25 条 2 分
割、2/26 条 4 分割・再構成、2/27 条 3 分割・刊本にある第 1
部分末尾「清輔来、暫談話退出了」脱、2/28 条 2 分割、2/29
条冒頭部分を重複掲出、2/30 条 2 分割、3/1 条冒頭「参女院御
所」脱、3/2 条を「承安四年三月廿日」と誤る、3/7 条 2 分割、
3/8 条 2 分割、3/9 条 2 分割、3/10 条 2 分割、3/13 条 3 分割、
3/19 条 4 分割、3/26 条 2 分割

丁 4

日 次 記 目 録　丁 四／
〈自承安四年四月／至
九月〉兼實記〈于時從
一位／右大臣〉

承安四年夏 玉葉 承安 4（1174）/4/ -10/1 61
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉三

校訂・イ本校訂あり、刊本にある 5/24・6/22 条欠（いずれも
記事はごく簡略）、刊本にない 6/1・3・7/9・11 条末尾「也」
あり、9/13 条記事の順序相違、9/21 条末尾「鬱之云々」脱、
10/1 条は 9/25 以来の念誦三十万遍終功の記事のみ本冊に収録

丁 5

日 次 記 目 録　丁 五／
〈自承安四年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
右大臣〉

承安四年冬 玉葉 承安 4（1174）/10/1-12/ 70
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉三

校訂あり、12/1・4 条に朱筆で合点・要目、10/1 条は前冊に収
めた「三十万遍終功了」と末尾「不出行」脱、刊本にある
10/4・12 条欠（いずれも刊本では記事数行あり）、刊本にある
10/17 条冒頭「為方違参女院御所」脱、刊本にある 11/8 条末尾

「今日還御大内云々」脱、11/13 条に刊本 11/12・13 両条を収
載、12/21 条に年月記（皇嘉門院新造御所御渡記事）

丁 6

日 次 記 目 録　丁 六／
〈自承安五年正月／至
于三月〉兼實記〈于時
右大臣〉

承安五年春　歳
次乙未 玉葉 承安 5（1175）/正/ -3/ 79

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉三

校訂あり、朱筆で合点・要目、正/4 条記事の順序相違、正/17
条末尾に翌日条冒頭「長光朝臣参来」を重複掲出、3/7 条末尾
に指図 2 丁



慶
應
義
塾
図
書
館
所
蔵
『
日
次
記
』
と
徳
川
吉
宗

）

三
一　
（
一
六
一

丁 1

日 次 記 目 録　丁 一／
〈自承安三年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
從一位／右大臣〉

承安三年冬 玉葉 承安 3（1173）/10/ -12/ 46
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉二

校訂あり、朱筆で合点、10/21 条に年月記、12/16 条に指図半
丁あり、九条家本に欠く 12/19 条冒頭「女院御方舎利講如恒」
あり

丁 2

日 次 記 目 録　丁 二／
〈承安四年正月〉兼實
記〈于時從一位／右大
臣〉

承 安 四 年 春 上　
歳次甲午 玉葉 承安 4（1174）/正/1 6

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉三

校訂あり、1/1 条中途（国書双書刊行会本 339 頁上段 8 行目、
九条家本 11 頁 9 行目）の文章途中で記事中絶

丁 3

日 次 記 目 録　丁 三／
〈自承安四年二月／至
于三月〉兼實記〈于時
從一位／右大臣〉

玉葉 承安 4（1174）/2/ -3/ 37
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉三

校訂あり、各日条すべて年月記あり（記事内容に即して分割掲
出の場合は分割する毎に年月日）＝史書編纂準備の切り分け作
業？、2/1 条冒頭「天晴、知詮阿闍梨来」脱、2/6 条記事を 3
分割で掲出、2/12 条 3 分割、2/16 条 4 分割、2/17 条 2 分割、
2/18 条 2 分割、2/19 条 3 分割、2/21 条 2 分割・刊本にある末
尾「余謁女房退出了」脱、2/23 条 2 分割、2/24 条 4 分割・刊
本にある第 2 部分末尾～第 3 部分冒頭「賜雑例二巻、立部注加
近例等、可進之由仰之了、頼業退出了、次」脱、2/25 条 2 分
割、2/26 条 4 分割・再構成、2/27 条 3 分割・刊本にある第 1
部分末尾「清輔来、暫談話退出了」脱、2/28 条 2 分割、2/29
条冒頭部分を重複掲出、2/30 条 2 分割、3/1 条冒頭「参女院御
所」脱、3/2 条を「承安四年三月廿日」と誤る、3/7 条 2 分割、
3/8 条 2 分割、3/9 条 2 分割、3/10 条 2 分割、3/13 条 3 分割、
3/19 条 4 分割、3/26 条 2 分割

丁 4

日 次 記 目 録　丁 四／
〈自承安四年四月／至
九月〉兼實記〈于時從
一位／右大臣〉

承安四年夏 玉葉 承安 4（1174）/4/ -10/1 61
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉三

校訂・イ本校訂あり、刊本にある 5/24・6/22 条欠（いずれも
記事はごく簡略）、刊本にない 6/1・3・7/9・11 条末尾「也」
あり、9/13 条記事の順序相違、9/21 条末尾「鬱之云々」脱、
10/1 条は 9/25 以来の念誦三十万遍終功の記事のみ本冊に収録

丁 5

日 次 記 目 録　丁 五／
〈自承安四年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
右大臣〉

承安四年冬 玉葉 承安 4（1174）/10/1-12/ 70
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉三

校訂あり、12/1・4 条に朱筆で合点・要目、10/1 条は前冊に収
めた「三十万遍終功了」と末尾「不出行」脱、刊本にある
10/4・12 条欠（いずれも刊本では記事数行あり）、刊本にある
10/17 条冒頭「為方違参女院御所」脱、刊本にある 11/8 条末尾

「今日還御大内云々」脱、11/13 条に刊本 11/12・13 両条を収
載、12/21 条に年月記（皇嘉門院新造御所御渡記事）

丁 6

日 次 記 目 録　丁 六／
〈自承安五年正月／至
于三月〉兼實記〈于時
右大臣〉

承安五年春　歳
次乙未 玉葉 承安 5（1175）/正/ -3/ 79

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉三

校訂あり、朱筆で合点・要目、正/4 条記事の順序相違、正/17
条末尾に翌日条冒頭「長光朝臣参来」を重複掲出、3/7 条末尾
に指図 2 丁
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丁 7

日 次 記 目 録　丁 七／
〈自承安五年四月／至
于六月〉兼實記〈于時
右大臣〉

承安五年夏 玉葉 承安 5（1175）/4/ -6/ 47
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉三

校訂あり、4/20 条末尾「信季参上、申侍従拝賀之間事」脱、刊
本にない 5/18 条末尾「状」あり、刊本にない 6/13 条行頭補書

「可重問有子妾妻先亡者如何」あり、6/26 条末尾「可参陣者」
脱、6/28 条末尾「了」の前約 1 行分脱、本奥書「建武五年六月
十日加一見了　権大納言良基／正平十一年九月十四日重加一見
了　關白教基／正平十一年四月廿五日一見了　内大臣教賴／元
中元年六月八日進一見了　關白長／正平九年四月廿六日加一見
了　左近大将教基」

丁 8

日 次 記 目 録　丁 八／
〈自承安五年七月／至
于安元元年九月〉兼實
記〈于時右大臣〉

承 安 五 年 秋　
〈八月廿九日改
元／安元々年〉

玉葉 承安 5（1175）/7/ - 安元元 /
閏 9/ 66

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉三

校訂あり、7/4-6 条に朱字で要目・合点

丁 9

日 次 記 目 録　丁 九／
〈自安元元年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
右大臣〉

安元元年冬　歳
次乙未 玉葉 安元元（1175）/10/ -12/ 55

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉三

校訂あり、12/8 条に年月記（京官除目記事）、12/27 条末尾「昨
日奏報」脱

丁 10
日 次 記 目 録　丁 十／

〈安元二年正月〉兼實
記〈于時右大臣〉

安元二年　歳次
丙申 玉葉 安元 2（1176）/正/ 99

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉四

校訂あり、1/11 条に年月記（女叙位記事）・指図 1 丁 +3 行分
あり、1/27 条には本条と別に年月記を伴う条あり（春除目執筆
関連記事、1/28-30 条及び兼実自身による奥書と合わせた春除
目別記の一部か）、1/28 条に指図 3 行分あり、月末の兼実によ
る春除目別記奥書末尾には刊本が載せる「在判」欠

丁 11

日次記目録　丁十一／
〈自安元二年二月／至
于三月〉兼實記〈于時
右大臣〉

安 元 二 年 春 中
〈二月〉　歳次丙
申（ ※ 三 月 記
冒頭に「安元二
年／三月上」）

玉葉 安元 2（1176）/2/ -3/10 89
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉四

校訂・イ本校訂あり、2 月の記事に朱筆・3 月に墨書で合点、
2/21 条に年月記（後白河院御賀試楽記事）、3/4 条に年月記

（3/4-6 後白河院五十御賀別記か）、刊本にない 3/4 条末尾「賀
宴装束〈東山御所南殿／世謂之法住寺殿〉」あり、本奥書「正
平十九年十一月廿日重披見了」

丁 12
日次記目録　丁十二／

〈安元二年三月〉兼實
記〈于時右大臣〉

安 元 二 年 春 下　
歳次丙申 玉葉 安元 2（1176）/3/11-3/ 48

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉四

校訂・イ本校訂あり、刊本にある 3/16 条末尾「中宮御方御出
〈二色〉」なし、3/25 条に年月記（官奏記事）、刊本にある 3/25
条の指図を欠く

丁 13

日次記目録　丁十三／
〈自安元二年四月／至
六月〉兼實記〈于時右
大臣〉

安元二年夏　歳
次丙申 玉葉 安元 2（1176）/4/ -6/ 39

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉四

校訂・イ本校訂あり、6/30 条に朱筆で合点、刊本にある 4/15
条欠（記事はごく簡略）、刊本にない 5/27 条あり（「辛未今日
結願也」+ 刊本 5/26 条前半にあたる「早旦覚乗得業来、明日
朝座問者也、無殊失云々、同夕座問者証兼〈三井寺〉所作之間
万人含咲云々、去年又如此、此人自今以後不可被召歟」）

丁 14

日次記目録　丁十四／
〈自安元二年七月／至
九月〉兼實記〈于時右
大臣〉

安元二年龝　歳
次丙申 玉葉 安元 2（1176）/7/ -9/ 60

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉四

校訂あり、朱筆で合点・要目、7/11 条を「二日」と誤る、九条
家本の 7/24 条末尾「被定初七日御誦経御使云々〈上卿實國卿
云々〉」を 7/25 条冒頭に

丁 15

日次記目録　丁十五／
〈自安元二年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
右大臣〉

安元二年冬 玉葉 安元 2（1176）/10/ -12/ 103
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉四

校訂・イ本校訂あり、12/17・27 条に朱筆で要目、11/30 条の
途中 8 行分の脱落を末尾に補う、12/16 条に続けて改行せずに
12/18 条を追い込んだ後から 12/17 条を行間補書
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丁 7

日 次 記 目 録　丁 七／
〈自承安五年四月／至
于六月〉兼實記〈于時
右大臣〉

承安五年夏 玉葉 承安 5（1175）/4/ -6/ 47
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉三

校訂あり、4/20 条末尾「信季参上、申侍従拝賀之間事」脱、刊
本にない 5/18 条末尾「状」あり、刊本にない 6/13 条行頭補書

「可重問有子妾妻先亡者如何」あり、6/26 条末尾「可参陣者」
脱、6/28 条末尾「了」の前約 1 行分脱、本奥書「建武五年六月
十日加一見了　権大納言良基／正平十一年九月十四日重加一見
了　關白教基／正平十一年四月廿五日一見了　内大臣教賴／元
中元年六月八日進一見了　關白長／正平九年四月廿六日加一見
了　左近大将教基」

丁 8

日 次 記 目 録　丁 八／
〈自承安五年七月／至
于安元元年九月〉兼實
記〈于時右大臣〉

承 安 五 年 秋　
〈八月廿九日改
元／安元々年〉

玉葉 承安 5（1175）/7/ - 安元元 /
閏 9/ 66

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉三

校訂あり、7/4-6 条に朱字で要目・合点

丁 9

日 次 記 目 録　丁 九／
〈自安元元年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
右大臣〉

安元元年冬　歳
次乙未 玉葉 安元元（1175）/10/ -12/ 55

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉三

校訂あり、12/8 条に年月記（京官除目記事）、12/27 条末尾「昨
日奏報」脱

丁 10
日 次 記 目 録　丁 十／

〈安元二年正月〉兼實
記〈于時右大臣〉

安元二年　歳次
丙申 玉葉 安元 2（1176）/正/ 99

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉四

校訂あり、1/11 条に年月記（女叙位記事）・指図 1 丁 +3 行分
あり、1/27 条には本条と別に年月記を伴う条あり（春除目執筆
関連記事、1/28-30 条及び兼実自身による奥書と合わせた春除
目別記の一部か）、1/28 条に指図 3 行分あり、月末の兼実によ
る春除目別記奥書末尾には刊本が載せる「在判」欠

丁 11

日次記目録　丁十一／
〈自安元二年二月／至
于三月〉兼實記〈于時
右大臣〉

安 元 二 年 春 中
〈二月〉　歳次丙
申（ ※ 三 月 記
冒頭に「安元二
年／三月上」）

玉葉 安元 2（1176）/2/ -3/10 89
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉四

校訂・イ本校訂あり、2 月の記事に朱筆・3 月に墨書で合点、
2/21 条に年月記（後白河院御賀試楽記事）、3/4 条に年月記

（3/4-6 後白河院五十御賀別記か）、刊本にない 3/4 条末尾「賀
宴装束〈東山御所南殿／世謂之法住寺殿〉」あり、本奥書「正
平十九年十一月廿日重披見了」

丁 12
日次記目録　丁十二／

〈安元二年三月〉兼實
記〈于時右大臣〉

安 元 二 年 春 下　
歳次丙申 玉葉 安元 2（1176）/3/11-3/ 48

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉四

校訂・イ本校訂あり、刊本にある 3/16 条末尾「中宮御方御出
〈二色〉」なし、3/25 条に年月記（官奏記事）、刊本にある 3/25
条の指図を欠く

丁 13

日次記目録　丁十三／
〈自安元二年四月／至
六月〉兼實記〈于時右
大臣〉

安元二年夏　歳
次丙申 玉葉 安元 2（1176）/4/ -6/ 39

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉四

校訂・イ本校訂あり、6/30 条に朱筆で合点、刊本にある 4/15
条欠（記事はごく簡略）、刊本にない 5/27 条あり（「辛未今日
結願也」+ 刊本 5/26 条前半にあたる「早旦覚乗得業来、明日
朝座問者也、無殊失云々、同夕座問者証兼〈三井寺〉所作之間
万人含咲云々、去年又如此、此人自今以後不可被召歟」）

丁 14

日次記目録　丁十四／
〈自安元二年七月／至
九月〉兼實記〈于時右
大臣〉

安元二年龝　歳
次丙申 玉葉 安元 2（1176）/7/ -9/ 60

国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉四

校訂あり、朱筆で合点・要目、7/11 条を「二日」と誤る、九条
家本の 7/24 条末尾「被定初七日御誦経御使云々〈上卿實國卿
云々〉」を 7/25 条冒頭に

丁 15

日次記目録　丁十五／
〈自安元二年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
右大臣〉

安元二年冬 玉葉 安元 2（1176）/10/ -12/ 103
国書双書刊行会編玉葉
第一、図書寮叢刊九条
家本玉葉四

校訂・イ本校訂あり、12/17・27 条に朱筆で要目、11/30 条の
途中 8 行分の脱落を末尾に補う、12/16 条に続けて改行せずに
12/18 条を追い込んだ後から 12/17 条を行間補書
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丁 16

日次記目録　丁十六／
〈自安元三年正月／至
三月〉兼實記〈于時右
大臣〉

安元三年春　歳
次丁酉 玉葉 安元 3（1177）/正/ -3/ 76

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉五

校訂あり、正/12 条に朱筆で合点・要目、2/11 条 1 行分脱落を
行間補書

丁 17

日次記目録　丁十七／
〈自安元三年四月／至
于六月〉兼實記〈于時
右大臣〉

安 元 三 年　夏　
歳次丁酉 玉葉 安元 3（1177）/4/ -6/24 93

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉五

校訂あり、朱筆で合点・要目、刊本にある5/29条冒頭「天晴、
人伝云、大衆奪取明雲之後、近日有沙汰事等」脱、6/24 条冒頭
6 行のみで以下欠

丁 18

日次記目録　丁十八／
〈自安元三年七月／至
于九月〉兼實記〈于時
右大臣〉

安 元 三 年 秋 下
〈治承元年也〉
丁酉

玉葉 安元 3（1177）/7/16- 治承
元 /9/ 40

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉五

校訂あり、朱筆で合点・要目・校訂、7/15 条までを欠く

丁 19

日次記目録　丁十九／
〈自治承元年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
右大臣〉

治承元年冬　丁
酉歳 玉葉 治承元（1177）/10-12/ 64

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉五

校訂あり、朱筆で合点・要目、11/28 条を「廿四日」と誤る、
12/26 条の脱落部分を行間補書

戊 1

日 次 記 目 録　戊 一／
〈自治承二年正月／至
于三月〉兼實記〈于時
右大臣〉

治承二年春　歳
次戊戌 玉葉 治承 2（1178）/正/ -3/ 97

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉五

校訂あり、朱筆で合点・要目、第 1 丁裏は記事目録（表は記入
なし）、正/5 条一部朱筆（九条家本に同じ）、正/23 条の冒頭記
事の後に年月日・干支・天候（24-28 と合わせて除目別記か）、
本奥書「應永十三年八月十三日夜〈丑一點〉於燈本書寫之
畢、／内大臣／可校合」

戊 2

日 次 記 目 録　戊 二／
〈自治承二年五月／至
六月〉兼實記〈于時右
大臣〉

山槐記 治承 2（1178）/5/ - 閏 6/ 65 増補史料大成山槐記二 校訂あり？、墨書で要目、6/17 条の日付・干支に続けて年月
日・天候（厳島社奉幣使発遣記事）

戊 3

日 次 記 目 録　戊 三／
〈自治承二年十月／至
十一月〉兼實記〈于時
右大臣〉

治承二年冬 玉葉 治承 2（1178）/10/ -11/ 120
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉六

校訂・イ本校訂あり、10/29（晦日）条に年月記（九条良通春
日祭使出立記事）、11/30 条末尾「内議可尋記也」脱

戊 4
日 次 記 目 録　戊 四／

〈治承二年／十二月〉
兼實記〈于時右大臣〉

治 承 二 年 冬 下　
戊戌 玉葉 治承 2（1178）/12/ 53

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉六

校訂あり、12/4 条に墨書で要目、12/15 条に朱筆で合点・要
目、12/15 条に年月記（言仁親王立坊記事）、12/28 条に年月記

（九条良通叙三位拝賀記事）

戊 5
日 次 記 目 録　戊 五／

〈治承／二年〉兼實記
〈于時右大臣〉

山槐記 治承 2（1178）/正/ 86 増補史料大成山槐記二 校訂あり、正/20・30 条に墨書で要目、正/1 条欠

戊 6

日 次 記 目 録　戊 六／
〈自治承三年正月／至
于三月〉兼實記〈于時
右大臣〉

治承三年　己亥
（※二月記冒頭
に「治承三年春
下〈 二 三 月 〉　
歳次己亥」）

玉葉 治承 3（1179）/正/ -3/ 103
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉六

校訂あり、正/17 条に朱筆で要目、正/17-19 条に墨書で要目、
正/17 条に指図 2 行分、正/18・19 条途中にそれぞれ空白行、
刊本にない「題之以學文」が 2/9 条末尾に
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丁 16

日次記目録　丁十六／
〈自安元三年正月／至
三月〉兼實記〈于時右
大臣〉

安元三年春　歳
次丁酉 玉葉 安元 3（1177）/正/ -3/ 76

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉五

校訂あり、正/12 条に朱筆で合点・要目、2/11 条 1 行分脱落を
行間補書

丁 17

日次記目録　丁十七／
〈自安元三年四月／至
于六月〉兼實記〈于時
右大臣〉

安 元 三 年　夏　
歳次丁酉 玉葉 安元 3（1177）/4/ -6/24 93

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉五

校訂あり、朱筆で合点・要目、刊本にある5/29条冒頭「天晴、
人伝云、大衆奪取明雲之後、近日有沙汰事等」脱、6/24 条冒頭
6 行のみで以下欠

丁 18

日次記目録　丁十八／
〈自安元三年七月／至
于九月〉兼實記〈于時
右大臣〉

安 元 三 年 秋 下
〈治承元年也〉
丁酉

玉葉 安元 3（1177）/7/16- 治承
元 /9/ 40

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉五

校訂あり、朱筆で合点・要目・校訂、7/15 条までを欠く

丁 19

日次記目録　丁十九／
〈自治承元年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
右大臣〉

治承元年冬　丁
酉歳 玉葉 治承元（1177）/10-12/ 64

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉五

校訂あり、朱筆で合点・要目、11/28 条を「廿四日」と誤る、
12/26 条の脱落部分を行間補書

戊 1

日 次 記 目 録　戊 一／
〈自治承二年正月／至
于三月〉兼實記〈于時
右大臣〉

治承二年春　歳
次戊戌 玉葉 治承 2（1178）/正/ -3/ 97

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉五

校訂あり、朱筆で合点・要目、第 1 丁裏は記事目録（表は記入
なし）、正/5 条一部朱筆（九条家本に同じ）、正/23 条の冒頭記
事の後に年月日・干支・天候（24-28 と合わせて除目別記か）、
本奥書「應永十三年八月十三日夜〈丑一點〉於燈本書寫之
畢、／内大臣／可校合」

戊 2

日 次 記 目 録　戊 二／
〈自治承二年五月／至
六月〉兼實記〈于時右
大臣〉

山槐記 治承 2（1178）/5/ - 閏 6/ 65 増補史料大成山槐記二 校訂あり？、墨書で要目、6/17 条の日付・干支に続けて年月
日・天候（厳島社奉幣使発遣記事）

戊 3

日 次 記 目 録　戊 三／
〈自治承二年十月／至
十一月〉兼實記〈于時
右大臣〉

治承二年冬 玉葉 治承 2（1178）/10/ -11/ 120
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉六

校訂・イ本校訂あり、10/29（晦日）条に年月記（九条良通春
日祭使出立記事）、11/30 条末尾「内議可尋記也」脱

戊 4
日 次 記 目 録　戊 四／

〈治承二年／十二月〉
兼實記〈于時右大臣〉

治 承 二 年 冬 下　
戊戌 玉葉 治承 2（1178）/12/ 53

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉六

校訂あり、12/4 条に墨書で要目、12/15 条に朱筆で合点・要
目、12/15 条に年月記（言仁親王立坊記事）、12/28 条に年月記

（九条良通叙三位拝賀記事）

戊 5
日 次 記 目 録　戊 五／

〈治承／二年〉兼實記
〈于時右大臣〉

山槐記 治承 2（1178）/正/ 86 増補史料大成山槐記二 校訂あり、正/20・30 条に墨書で要目、正/1 条欠

戊 6

日 次 記 目 録　戊 六／
〈自治承三年正月／至
于三月〉兼實記〈于時
右大臣〉

治承三年　己亥
（※二月記冒頭
に「治承三年春
下〈 二 三 月 〉　
歳次己亥」）

玉葉 治承 3（1179）/正/ -3/ 103
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉六

校訂あり、正/17 条に朱筆で要目、正/17-19 条に墨書で要目、
正/17 条に指図 2 行分、正/18・19 条途中にそれぞれ空白行、
刊本にない「題之以學文」が 2/9 条末尾に
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戊 7

日 次 記 目 録　戊 七／
〈自治承三年四月／至
于六月〉兼實記〈于時
右大臣〉

治承三年夏 玉葉 治承 3（1179）/4/ -6/ 33
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉六

刊本にある 4/8 条行頭補書欠、刊本にある 5・6 月清原頼業記
冒頭の「頼業記／治承三年」脱

戊 8

日 次 記 目 録　戊 八／
〈自治承三年七月／至
九月〉兼實記〈于時右
大臣〉

治承三年秋　歳
次己亥 玉葉 治承 3（1179）/7/ -9/ 26

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉六

校訂あり

戊 9

日 次 記 目 録　戊 九／
〈自治承三年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
右大臣〉

治承三年冬〈十
月・十一日（月
カ ）〉　己 亥 歳　

（※十二月記冒
頭に「治承三年
冬 下　歳 次 己
亥」）

玉葉 治承 3（1179）/10/ -12/ 100
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉六

校訂あり、11/13・19 条に墨書で合点、九条家本にある 10/25
条指図欠、11/5 条に年月記（九条良経任侍従拝賀記事）、12/14
条に年月記（九条良通右大将拝賀記事）、九条家本にある 12/14
条の指図欠（途中の 1 行空白の位置にあるもの）、刊本 12/21
条末尾の「此日関白初度上表云々～又有官奏云々〈左大臣〉」
脱、12/26 条に年月記（内裏穢中行幸勘例記事）

戊 10
日 次 記 目 録　戊 十／

〈治承四年／正月〉兼
實記〈于時右大臣〉

治 承 四 年 春 上
〈正月〉　歳次庚
子

玉葉 治承 4（1180）/正/ 82
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉七

校訂あり、朱筆で合点

戊 11

日次記目録　戊十一／
〈自治承四年二月／至
于三月〉兼實記〈于時
右大臣〉

治 承 四 年 春 下　
歳次庚子 玉葉 治承 4（1180/2/ -3/ 73

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉七

校訂あり、2/21 条に年月記（譲位記事）、刊本にある 2/21 条の
指図欠、3/5 条に傍書で年月記（行間補書「攝政言（宇？）治
入事」、近衛基通宇治下向記事）、刊本にある 3/8 条 1 行目末尾

「明日定左府…」～3/11 条「先上皇報書勅答、源大納言為上卿、
即為勅使参院」脱

戊 12

日次記目録　戊十二／
〈自治承四年四月／至
六月〉兼實記〈于時右
大臣〉

治 承 四 年 夏
〈上〉　歳次庚子
（※五月記冒頭
に年記、六月記
冒頭に「治承四
年夏下　歳次庚
子」）

玉葉 治承 4（1180）/4/ -6/ 87
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉七

校訂あり、刊本にない 4/6 条末尾「了」あり、刊本にある
4/14・5/29 条欠（いずれも記事は簡略）、4/22 条に年月記（安
徳天皇即位記事）

戊 13

日次記目録　戊十三／
〈自治承四年七月／至
十二月〉兼實記〈于時
右大臣〉

治承四年龝　歳
次 庚 子（ ※ 十
月記冒頭に「治
承四年冬　歳次
庚子」、十二月
記冒頭に「治承
四年冬下」」、

玉葉 治承 4（1180）/7/ -12/ 112
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉七

校訂・イ本校訂あり、巻首に目録あり、朱筆で合点・要目、
8/28 条を「十八日」と誤る、刊本にある 9/22 条欠、刊本の
10/3 条後半「九月十五日被始、今年延引也」脱・「傳聞、熊野
合戰謬説云々」が 10/4 条・「又」脱・「傳聞関東事已及大事」
が 10/5 条、刊本の 11/25 条末尾「木津殿云々…」～11/26 日条
冒頭「…仍不着御」脱、刊本の 12/1 条末尾「又追落甲賀入道
～」脱

戊 14

日次記目録　戊十四／
〈自治承五年二月／至
三月〉兼實記〈于時右
大臣〉

※ 三 月 記 冒 頭
に「治承五年春
下　辛丑」

玉葉 治承 5（1181）/2/ -3/ 76
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉七

校訂・イ本校訂あり、3 月記の前に目録あり
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戊 7

日 次 記 目 録　戊 七／
〈自治承三年四月／至
于六月〉兼實記〈于時
右大臣〉

治承三年夏 玉葉 治承 3（1179）/4/ -6/ 33
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉六

刊本にある 4/8 条行頭補書欠、刊本にある 5・6 月清原頼業記
冒頭の「頼業記／治承三年」脱

戊 8

日 次 記 目 録　戊 八／
〈自治承三年七月／至
九月〉兼實記〈于時右
大臣〉

治承三年秋　歳
次己亥 玉葉 治承 3（1179）/7/ -9/ 26

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉六

校訂あり

戊 9

日 次 記 目 録　戊 九／
〈自治承三年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
右大臣〉

治承三年冬〈十
月・十一日（月
カ ）〉　己 亥 歳　

（※十二月記冒
頭に「治承三年
冬 下　歳 次 己
亥」）

玉葉 治承 3（1179）/10/ -12/ 100
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉六

校訂あり、11/13・19 条に墨書で合点、九条家本にある 10/25
条指図欠、11/5 条に年月記（九条良経任侍従拝賀記事）、12/14
条に年月記（九条良通右大将拝賀記事）、九条家本にある 12/14
条の指図欠（途中の 1 行空白の位置にあるもの）、刊本 12/21
条末尾の「此日関白初度上表云々～又有官奏云々〈左大臣〉」
脱、12/26 条に年月記（内裏穢中行幸勘例記事）

戊 10
日 次 記 目 録　戊 十／

〈治承四年／正月〉兼
實記〈于時右大臣〉

治 承 四 年 春 上
〈正月〉　歳次庚
子

玉葉 治承 4（1180）/正/ 82
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉七

校訂あり、朱筆で合点

戊 11

日次記目録　戊十一／
〈自治承四年二月／至
于三月〉兼實記〈于時
右大臣〉

治 承 四 年 春 下　
歳次庚子 玉葉 治承 4（1180/2/ -3/ 73

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉七

校訂あり、2/21 条に年月記（譲位記事）、刊本にある 2/21 条の
指図欠、3/5 条に傍書で年月記（行間補書「攝政言（宇？）治
入事」、近衛基通宇治下向記事）、刊本にある 3/8 条 1 行目末尾

「明日定左府…」～3/11 条「先上皇報書勅答、源大納言為上卿、
即為勅使参院」脱

戊 12

日次記目録　戊十二／
〈自治承四年四月／至
六月〉兼實記〈于時右
大臣〉

治 承 四 年 夏
〈上〉　歳次庚子
（※五月記冒頭
に年記、六月記
冒頭に「治承四
年夏下　歳次庚
子」）

玉葉 治承 4（1180）/4/ -6/ 87
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉七

校訂あり、刊本にない 4/6 条末尾「了」あり、刊本にある
4/14・5/29 条欠（いずれも記事は簡略）、4/22 条に年月記（安
徳天皇即位記事）

戊 13

日次記目録　戊十三／
〈自治承四年七月／至
十二月〉兼實記〈于時
右大臣〉

治承四年龝　歳
次 庚 子（ ※ 十
月記冒頭に「治
承四年冬　歳次
庚子」、十二月
記冒頭に「治承
四年冬下」」、

玉葉 治承 4（1180）/7/ -12/ 112
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉七

校訂・イ本校訂あり、巻首に目録あり、朱筆で合点・要目、
8/28 条を「十八日」と誤る、刊本にある 9/22 条欠、刊本の
10/3 条後半「九月十五日被始、今年延引也」脱・「傳聞、熊野
合戰謬説云々」が 10/4 条・「又」脱・「傳聞関東事已及大事」
が 10/5 条、刊本の 11/25 条末尾「木津殿云々…」～11/26 日条
冒頭「…仍不着御」脱、刊本の 12/1 条末尾「又追落甲賀入道
～」脱

戊 14

日次記目録　戊十四／
〈自治承五年二月／至
三月〉兼實記〈于時右
大臣〉

※ 三 月 記 冒 頭
に「治承五年春
下　辛丑」

玉葉 治承 5（1181）/2/ -3/ 76
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉七

校訂・イ本校訂あり、3 月記の前に目録あり
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戊 15

日次記目録　戊十五／
〈自治承五年四月／至
九月〉兼實記〈于時右
大臣〉

治 承 五 年　夏　
辛 丑（ ※ 七 月
記冒頭に「治承
五 年 秋　辛 丑
歳」

玉葉 治承 5（1181）/4/ - 養和
元 /9/ 83

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉七・八

校訂・イ本校訂あり、朱点・朱線あり、朱筆で合点、巻首に目
録あり、刊本にある 7/5 条冒頭「～令祈大将」脱で以下の記事
を 7/4 条に追い込む、8/21 条を「十七日」と誤る

戊 16

日次記目録　戊十六／
〈自養和元年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
右大臣〉

養和元年冬　歳
次辛丑 玉葉 養和元（1181）/10/ -12/ 48

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉八

朱筆で合点・要目、刊本にある 12/24・26-28 条（いずれも記
事なし）欠、

戊 17

日次記目録　戊十七／
〈自養和二年正月／至
寿永元年九月〉兼實記

〈于時右大臣〉

養和二年春　歳
次 壬 寅（ ※ 四
月記冒頭に「壽
永元年夏秋」）

玉葉 養和 2（1182）/正/ - 寿永
元 /9/ 81

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉八

校訂・イ本校訂あり、5/5 条に朱筆で合点、正/2・4・6・8・
10-11・13・19・27-28・2/1・14・21・27-28・3/2・7・10・
13-14・16-18・27-28・6/12・22・8/10 条欠（いずれも記事は
比較的簡略）、刊本にある 2/6 条末尾「依不奉幣不神斎」脱、
3/11 条干支を「辛丑」と誤る、刊本にある 3/11 条冒頭「亥刻
衣始」末尾「今夕被行下名云々」脱、4/18 条を「廿八日」と誤
る、5/5 条の干支を国書双書刊行会本と同じく「甲寅」と誤
る、7/6 条を「廿日」と誤る、9/7 条の干支を「乙丑」と誤る

己 1
日 次 記 目 録　己 一／

〈自壽永元年十月／至
十二月〉兼實記

壽永元年冬 玉葉 寿永元（1182）/10/ -12/ 34
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉八

校訂・イ本校訂あり、10/18 条に墨書で要目、10/17・25・
29-30・11/8・21・12/4・12・30 条欠、刊本にある 11/17 条末
尾「云々〈余申云～可有沙汰歟〉」脱、12/6 条に傍書で年月記

（慈円受結縁灌頂記事）、12/13 条を「十二日〈己酉〉」と誤る

己 2
日 次 記 目 録　己 二／

〈自壽永二年正月／至
六月〉兼實記

壽永二年　歳次
癸 卯（ ※ 四 月
記冒頭に「壽永
二年夏　歳次癸
卯卅五」）

玉葉 寿永 2（1183）/正/ -6/ 53
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉八

校訂・イ本校訂あり、九条家本と同じく 4/4 条を「五日〈己
亥〉」と誤る、4/8・6/7-8・20 条欠

己 3
日 次 記 目 録　己 三／

〈自壽永二年七月／至
九月〉兼實記

壽永二年秋　歳
次癸卯卅五（※
九条兼実の生年
と 一 致、 以 下
同）

玉葉 寿永 2（1183）/7/ -9/ 74
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉八

校訂・イ本校訂あり、巻首に目録、7/12・18・8/8・10・12-13
条欠（いずれも記事は簡略）、8/20 条に年月記（後鳥羽天皇践
祚記事）

己 4
日 次 記 目 録　己 四／

〈壽永二年十月〉兼實
記

壽永二年冬記上
〈癸卯〉卅五 玉葉 寿永 2（1183）/10/ - 閏 10/ 45

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉八

校訂・イ本校訂あり、10/11・25 条欠（いずれも記事は簡略）

己 5

日 次 記 目 録　己 五／
〈自壽永二年十一月／
至十二月〉兼實記〈于
時右大臣〉

壽永二年冬記下　
歳次癸卯卅五 玉葉 寿永 2（1183）/11/ -12/ 51

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉八

校訂・イ本校訂あり、巻首に目録、11/1 条に指図半丁

己 6

日 次 記 目 録　己 六／
〈自壽永三年正月／至
六月〉兼實記〈于時右
大臣〉

壽永三年春夏 玉葉 寿永 3（1184）/正/ - 元暦
元 /6/ 75

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉九

表紙から墨付 12 丁まで左下に汚損、校訂・イ本校訂あり、朱
筆で合点、刊本にある 3/3 条末尾「之手云々」脱、刊本 3/15
条末尾「為聴行向」を「為勤行」と誤る、4/16 条に年月記（同
日の改元による？）、4/26 条の干支を「癸子」と誤る
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戊 15

日次記目録　戊十五／
〈自治承五年四月／至
九月〉兼實記〈于時右
大臣〉

治 承 五 年　夏　
辛 丑（ ※ 七 月
記冒頭に「治承
五 年 秋　辛 丑
歳」

玉葉 治承 5（1181）/4/ - 養和
元 /9/ 83

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉七・八

校訂・イ本校訂あり、朱点・朱線あり、朱筆で合点、巻首に目
録あり、刊本にある 7/5 条冒頭「～令祈大将」脱で以下の記事
を 7/4 条に追い込む、8/21 条を「十七日」と誤る

戊 16

日次記目録　戊十六／
〈自養和元年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
右大臣〉

養和元年冬　歳
次辛丑 玉葉 養和元（1181）/10/ -12/ 48

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉八

朱筆で合点・要目、刊本にある 12/24・26-28 条（いずれも記
事なし）欠、

戊 17

日次記目録　戊十七／
〈自養和二年正月／至
寿永元年九月〉兼實記

〈于時右大臣〉

養和二年春　歳
次 壬 寅（ ※ 四
月記冒頭に「壽
永元年夏秋」）

玉葉 養和 2（1182）/正/ - 寿永
元 /9/ 81

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉八

校訂・イ本校訂あり、5/5 条に朱筆で合点、正/2・4・6・8・
10-11・13・19・27-28・2/1・14・21・27-28・3/2・7・10・
13-14・16-18・27-28・6/12・22・8/10 条欠（いずれも記事は
比較的簡略）、刊本にある 2/6 条末尾「依不奉幣不神斎」脱、
3/11 条干支を「辛丑」と誤る、刊本にある 3/11 条冒頭「亥刻
衣始」末尾「今夕被行下名云々」脱、4/18 条を「廿八日」と誤
る、5/5 条の干支を国書双書刊行会本と同じく「甲寅」と誤
る、7/6 条を「廿日」と誤る、9/7 条の干支を「乙丑」と誤る

己 1
日 次 記 目 録　己 一／

〈自壽永元年十月／至
十二月〉兼實記

壽永元年冬 玉葉 寿永元（1182）/10/ -12/ 34
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉八

校訂・イ本校訂あり、10/18 条に墨書で要目、10/17・25・
29-30・11/8・21・12/4・12・30 条欠、刊本にある 11/17 条末
尾「云々〈余申云～可有沙汰歟〉」脱、12/6 条に傍書で年月記

（慈円受結縁灌頂記事）、12/13 条を「十二日〈己酉〉」と誤る

己 2
日 次 記 目 録　己 二／

〈自壽永二年正月／至
六月〉兼實記

壽永二年　歳次
癸 卯（ ※ 四 月
記冒頭に「壽永
二年夏　歳次癸
卯卅五」）

玉葉 寿永 2（1183）/正/ -6/ 53
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉八

校訂・イ本校訂あり、九条家本と同じく 4/4 条を「五日〈己
亥〉」と誤る、4/8・6/7-8・20 条欠

己 3
日 次 記 目 録　己 三／

〈自壽永二年七月／至
九月〉兼實記

壽永二年秋　歳
次癸卯卅五（※
九条兼実の生年
と 一 致、 以 下
同）

玉葉 寿永 2（1183）/7/ -9/ 74
国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉八

校訂・イ本校訂あり、巻首に目録、7/12・18・8/8・10・12-13
条欠（いずれも記事は簡略）、8/20 条に年月記（後鳥羽天皇践
祚記事）

己 4
日 次 記 目 録　己 四／

〈壽永二年十月〉兼實
記

壽永二年冬記上
〈癸卯〉卅五 玉葉 寿永 2（1183）/10/ - 閏 10/ 45

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉八

校訂・イ本校訂あり、10/11・25 条欠（いずれも記事は簡略）

己 5

日 次 記 目 録　己 五／
〈自壽永二年十一月／
至十二月〉兼實記〈于
時右大臣〉

壽永二年冬記下　
歳次癸卯卅五 玉葉 寿永 2（1183）/11/ -12/ 51

国書双書刊行会編玉葉
第二、図書寮叢刊九条
家本玉葉八

校訂・イ本校訂あり、巻首に目録、11/1 条に指図半丁

己 6

日 次 記 目 録　己 六／
〈自壽永三年正月／至
六月〉兼實記〈于時右
大臣〉

壽永三年春夏 玉葉 寿永 3（1184）/正/ - 元暦
元 /6/ 75

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉九

表紙から墨付 12 丁まで左下に汚損、校訂・イ本校訂あり、朱
筆で合点、刊本にある 3/3 条末尾「之手云々」脱、刊本 3/15
条末尾「為聴行向」を「為勤行」と誤る、4/16 条に年月記（同
日の改元による？）、4/26 条の干支を「癸子」と誤る
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己 7
日 次 記 目 録　己 七／

〈元曆元年七月〉兼實
記

山槐記 元暦元（1184）/7/ 23 増補史料大成山槐記三 校訂あり、墨書で要目

己 8
日 次 記 目 録　己 八／

〈自元曆元年七月／至
十二月〉兼實記〉

元曆元年秋（※
十 月 記 冒 頭 に

「元曆元年冬」）
玉葉 元暦元（1184）/7/ -12/ 92

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉九

校訂あり、12/7 条所引文書を刊本と同様に写した後に校訂で改
変

己 9
日 次 記 目 録　己 九／

〈元曆元年八月〉兼實
記

山槐記 元暦元（1184）/8/ 82 増補史料大成山槐記三 墨書で要目

己 10
日 次 記 目 録　己 十／

〈元曆元年九月〉兼實
記

山槐記 元暦元（1184）/9/ 37 増補史料大成山槐記三 墨書で要目、9/11 条の干支を「丁亥」と誤る

己 11

日次記目録　己十一／
〈自元曆二年正月／至
于六月〉兼實記〈于時
右大臣〉

元曆二春夏〈文
治元年〉 玉葉 元暦 2（1185）/1/ -6/ 74

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉九

校訂・イ本校訂あり、刊本の 4/21 条最終行「退出之次参八条
院、深更退出了」脱、刊本の 6/27 条最終行「問占之処、申無
殊事之由、今日又加灸治三所」脱

己 12
日次記目録　己十二／

〈自元曆二年七月／至
于七月〉兼實記

玉葉 元暦 2（1185）/7/ - 文治
元 /9/ 37

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉九

校訂・イ本校訂あり、刊本にある 8/7 条末尾「之其一也」脱、
同じく 8/23 条後半「大将可参御方違行幸之由～令申了」脱

己 13
日次記目録　己十三／

〈自文治元年十月／至
于十二月〉

文治元年冬　乙
巳　生年卅七 玉葉 文治元（1185）/10/ -12/ 86

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉九

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点、10/18-19 条を「廿八日」
「廿九日」と誤る

己 14
日次記目録　己十四／

〈文治二年四月〉兼實
記

文 治 二 年 夏 上　
歳次丙午　卅八 玉葉 文治 2（1186）/4/ 45

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

校訂・イ本校訂あり

己 15
日次記目録　己十五／

〈文治二年五月〉兼實
記〈于時右大臣〉

文 治 二 年 夏 中　
丙午　卅八 玉葉 文治 2（1186）/5/ 41

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

校訂・イ本校訂あり、刊本にない 5/3 条冒頭「天」あり

己 16
日次記目録　己十六／

〈文治二年六月〉兼實
記〈于時右大臣〉

文 治 二 年 夏 下　
丙午歳　卅八 玉葉 文治 2（1186）/6/ 45

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

校訂・イ本校訂あり、刊本にある 6/16 条末尾割書「隆房卿等
也、已上八人也」脱、刊本にない 6/20 条冒頭「天」あり

己 17

日次記目録　己十七／
〈自文治二年七月／至
于九月〉兼實記〈于時
攝政從／一位右大臣〉

玉葉 文治 2（1186）/7/ -9/ 125
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点・フリガナ・返り点等、8/22
条を「廿一日」と誤る

己 18
日次記目録　己十八／

〈文治二年十月〉兼實
記〈于時右大臣〉

文 治 二 年〈 十
月／ 冬 上 〉　歳
次丙午　卅八

玉葉 文治 2（1186）/10/ 53
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点、10/7 条に年月記（九条兼実
摂政詔後初着陣記事）、10/20 条に年月記（九条良通任大臣兼宣
旨記事）、10/21 条に年月記（宇佐和気使発遣記事）、10/29 条
に年月記（九条良通任大臣記事）
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己 7
日 次 記 目 録　己 七／

〈元曆元年七月〉兼實
記

山槐記 元暦元（1184）/7/ 23 増補史料大成山槐記三 校訂あり、墨書で要目

己 8
日 次 記 目 録　己 八／

〈自元曆元年七月／至
十二月〉兼實記〉

元曆元年秋（※
十 月 記 冒 頭 に

「元曆元年冬」）
玉葉 元暦元（1184）/7/ -12/ 92

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉九

校訂あり、12/7 条所引文書を刊本と同様に写した後に校訂で改
変

己 9
日 次 記 目 録　己 九／

〈元曆元年八月〉兼實
記

山槐記 元暦元（1184）/8/ 82 増補史料大成山槐記三 墨書で要目

己 10
日 次 記 目 録　己 十／

〈元曆元年九月〉兼實
記

山槐記 元暦元（1184）/9/ 37 増補史料大成山槐記三 墨書で要目、9/11 条の干支を「丁亥」と誤る

己 11

日次記目録　己十一／
〈自元曆二年正月／至
于六月〉兼實記〈于時
右大臣〉

元曆二春夏〈文
治元年〉 玉葉 元暦 2（1185）/1/ -6/ 74

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉九

校訂・イ本校訂あり、刊本の 4/21 条最終行「退出之次参八条
院、深更退出了」脱、刊本の 6/27 条最終行「問占之処、申無
殊事之由、今日又加灸治三所」脱

己 12
日次記目録　己十二／

〈自元曆二年七月／至
于七月〉兼實記

玉葉 元暦 2（1185）/7/ - 文治
元 /9/ 37

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉九

校訂・イ本校訂あり、刊本にある 8/7 条末尾「之其一也」脱、
同じく 8/23 条後半「大将可参御方違行幸之由～令申了」脱

己 13
日次記目録　己十三／

〈自文治元年十月／至
于十二月〉

文治元年冬　乙
巳　生年卅七 玉葉 文治元（1185）/10/ -12/ 86

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉九

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点、10/18-19 条を「廿八日」
「廿九日」と誤る

己 14
日次記目録　己十四／

〈文治二年四月〉兼實
記

文 治 二 年 夏 上　
歳次丙午　卅八 玉葉 文治 2（1186）/4/ 45

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

校訂・イ本校訂あり

己 15
日次記目録　己十五／

〈文治二年五月〉兼實
記〈于時右大臣〉

文 治 二 年 夏 中　
丙午　卅八 玉葉 文治 2（1186）/5/ 41

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

校訂・イ本校訂あり、刊本にない 5/3 条冒頭「天」あり

己 16
日次記目録　己十六／

〈文治二年六月〉兼實
記〈于時右大臣〉

文 治 二 年 夏 下　
丙午歳　卅八 玉葉 文治 2（1186）/6/ 45

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

校訂・イ本校訂あり、刊本にある 6/16 条末尾割書「隆房卿等
也、已上八人也」脱、刊本にない 6/20 条冒頭「天」あり

己 17

日次記目録　己十七／
〈自文治二年七月／至
于九月〉兼實記〈于時
攝政從／一位右大臣〉

玉葉 文治 2（1186）/7/ -9/ 125
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点・フリガナ・返り点等、8/22
条を「廿一日」と誤る

己 18
日次記目録　己十八／

〈文治二年十月〉兼實
記〈于時右大臣〉

文 治 二 年〈 十
月／ 冬 上 〉　歳
次丙午　卅八

玉葉 文治 2（1186）/10/ 53
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点、10/7 条に年月記（九条兼実
摂政詔後初着陣記事）、10/20 条に年月記（九条良通任大臣兼宣
旨記事）、10/21 条に年月記（宇佐和気使発遣記事）、10/29 条
に年月記（九条良通任大臣記事）
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己 19

日次記目録　己十九／
〈自文治二年十一月／
至十二月〉兼實記〈于
時右大臣〉

文治二年　歳次
丙午　（※十二
月記冒頭に「文
治二年冬下　歳
次丙午〈卅八〉」）

玉葉 文治 2（1186）/11/ -12/ 63
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点等、墨書で要目

己 20
日次記目録　己二十／

〈文治三年正月〉兼實
記〈于時右大臣〉

文治三年　歳次
丁未　卅九 玉葉 文治 3（1187）/正/ 36

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

校訂あり、朱筆で合点、正/3 条に指図 1 丁あり

庚 1

日 次 記 目 録　庚 一／
〈文治三年二月〉兼實
記〈 于 時 右 大 臣／ 攝
政〉

文治三年　歳次
丁未　卅九 玉葉 文治 3（1187）/2/ 51

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

虫損あり、校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点・フリガナ、2/2-3
条に墨書で要目、2/9 条に指図 1 丁、2/11 条に指図 1 丁

庚 2

日 次 記 目 録　庚 二／
〈文治三年三月〉兼實
記〈 于 時 右 大 臣／ 攝
政〉

文治三年　歳次
丁未　卅九 玉葉 文治 3（1187）/3/ 26

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

表紙に虫損、校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点・フリガナ、
3/15 条に墨書で要目

庚 3

日 次 記 目 録　庚 三／
〈自文治三年四月／至
六月〉兼實記〈于時攝
政〉

文治三年　四月　
丁未　卅九（※
五 月 記 冒 頭 に

「文治三年　歳
次 丁 未　卅
九」、六月記冒
頭に「文治三年　
歳 次 丁 未　卅
九」）

玉葉 文治 3（1187）/4/ -6/ 91
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一

校訂・イ本校訂あり、4/12 条に朱筆あり、墨書でフリガナ、刊
本にある 4/18 条欠、5/16 条を「十七日」と誤る

庚 4
日次記目録／〈自文治
三年七月／至八月〉兼
實記〈于時攝政〉

文治三年　丁未　
卅九 玉葉 文治 3（1187）/7/ -8/ 55

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一

校訂・イ本校訂あり、墨書でフリガナ、8/21 条に年月記（兼実
氏長者以後始参平等院記事）、刊本にある 8/23 条末尾の指図脱

（半丁空白）

庚 5
日 次 記 目 録　庚 五／

〈文治三年九月〉兼實
記〈于時攝政〉

文治三年　丁未　
卅九 玉葉 文治 3（1187）/9/ 50

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一

校訂あり、朱筆で合点・フリガナ等、9/14-15 条に墨書で合点
等、九条家本と同じく 9/18 条に年月記（潔子内親王群行記
事）、9/18 条に指図 1 丁あり、刊本にある 9/29 条末尾「近例之
故、憖随之耳」脱

庚 6
日 次 記 目 録　庚 六／

〈文治三年十月〉兼實
記〈于時攝政〉

玉葉 文治 3（1187）/10/ 47
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一

祖本に虫損多、校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点・フリガナ
等、10/1-3・6-10・17 条本文にイ本の表記を取り込む

庚 7

日 次 記 目 録　庚 七／
〈自文治三年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
攝政〉

玉葉：日次記抄出

文治 3（1187）/10/1-4・
6-10・12-13・15-11/9・
11-18・22-23・25-12/5・
7-10・13・15-16・18-20・
22-26 

75
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一

虫損あり、祖本に虫損あり、校訂・イ本校訂あり、墨書で合点
あり、巻首に前欠の目録、各日の記事は抄出、複数の抄出本を
合体させたものか（10/3 条など）、10/5・11・14・11/10・19・
21・24・12/6・11-12・14・27-29 条 を 欠 く、12/24 条 末 尾 に
12/27 条記事ならびに刊本にない注記（故実書に由来？）、10
月条冒頭に「一見了」
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日次記目録　己十九／
〈自文治二年十一月／
至十二月〉兼實記〈于
時右大臣〉

文治二年　歳次
丙午　（※十二
月記冒頭に「文
治二年冬下　歳
次丙午〈卅八〉」）

玉葉 文治 2（1186）/11/ -12/ 63
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点等、墨書で要目

己 20
日次記目録　己二十／

〈文治三年正月〉兼實
記〈于時右大臣〉

文治三年　歳次
丁未　卅九 玉葉 文治 3（1187）/正/ 36

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

校訂あり、朱筆で合点、正/3 条に指図 1 丁あり

庚 1

日 次 記 目 録　庚 一／
〈文治三年二月〉兼實
記〈 于 時 右 大 臣／ 攝
政〉

文治三年　歳次
丁未　卅九 玉葉 文治 3（1187）/2/ 51

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

虫損あり、校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点・フリガナ、2/2-3
条に墨書で要目、2/9 条に指図 1 丁、2/11 条に指図 1 丁

庚 2

日 次 記 目 録　庚 二／
〈文治三年三月〉兼實
記〈 于 時 右 大 臣／ 攝
政〉

文治三年　歳次
丁未　卅九 玉葉 文治 3（1187）/3/ 26

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十

表紙に虫損、校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点・フリガナ、
3/15 条に墨書で要目

庚 3

日 次 記 目 録　庚 三／
〈自文治三年四月／至
六月〉兼實記〈于時攝
政〉

文治三年　四月　
丁未　卅九（※
五 月 記 冒 頭 に

「文治三年　歳
次 丁 未　卅
九」、六月記冒
頭に「文治三年　
歳 次 丁 未　卅
九」）

玉葉 文治 3（1187）/4/ -6/ 91
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一

校訂・イ本校訂あり、4/12 条に朱筆あり、墨書でフリガナ、刊
本にある 4/18 条欠、5/16 条を「十七日」と誤る

庚 4
日次記目録／〈自文治
三年七月／至八月〉兼
實記〈于時攝政〉

文治三年　丁未　
卅九 玉葉 文治 3（1187）/7/ -8/ 55

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一

校訂・イ本校訂あり、墨書でフリガナ、8/21 条に年月記（兼実
氏長者以後始参平等院記事）、刊本にある 8/23 条末尾の指図脱

（半丁空白）

庚 5
日 次 記 目 録　庚 五／

〈文治三年九月〉兼實
記〈于時攝政〉

文治三年　丁未　
卅九 玉葉 文治 3（1187）/9/ 50

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一

校訂あり、朱筆で合点・フリガナ等、9/14-15 条に墨書で合点
等、九条家本と同じく 9/18 条に年月記（潔子内親王群行記
事）、9/18 条に指図 1 丁あり、刊本にある 9/29 条末尾「近例之
故、憖随之耳」脱

庚 6
日 次 記 目 録　庚 六／

〈文治三年十月〉兼實
記〈于時攝政〉

玉葉 文治 3（1187）/10/ 47
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一

祖本に虫損多、校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点・フリガナ
等、10/1-3・6-10・17 条本文にイ本の表記を取り込む

庚 7

日 次 記 目 録　庚 七／
〈自文治三年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
攝政〉

玉葉：日次記抄出

文治 3（1187）/10/1-4・
6-10・12-13・15-11/9・
11-18・22-23・25-12/5・
7-10・13・15-16・18-20・
22-26 

75
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一

虫損あり、祖本に虫損あり、校訂・イ本校訂あり、墨書で合点
あり、巻首に前欠の目録、各日の記事は抄出、複数の抄出本を
合体させたものか（10/3 条など）、10/5・11・14・11/10・19・
21・24・12/6・11-12・14・27-29 条 を 欠 く、12/24 条 末 尾 に
12/27 条記事ならびに刊本にない注記（故実書に由来？）、10
月条冒頭に「一見了」
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庚 8
日 次 記 目 録　庚 八／

〈文治三年十一月〉兼
實記〈于時攝政〉

文治三年　丁未　
卅九 玉葉 文治 3（1187）/11/ 91

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一

虫損あり、校訂・イ本校訂あり、11/7・8 条に年月記（後鳥羽
天皇初度石清水行幸・同還幸並朝覲記事）、11/14 条に年月記

（後鳥羽天皇初度賀茂行幸記事）、11/19 条は干支・天候のみで
豊明宴記事脱、11/21 条脱（空白行あり）、11/24 条に年月記

（賀茂臨時祭記事）・指図 3 丁（各丁裏は空白）

庚 9
日 次 記 目 録　庚 九／

〈文治三年十二月〉兼
實記〈于時攝政〉

文治三年　丁未　
卅九 玉葉 文治 3（1187）/12/ 31

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点・フリガナ・注記等、12/13
条に年月記（後鳥羽天皇初度弓場始記事）、刊本に干支のみあ
る 12/28・29 条脱

庚 10

日 次 記 目 録　庚 十／
〈自文治四年正月／至
十二月〉兼實記〈于時
攝政〉

玉葉：日次記抄出

文治 4（1188）/正/1-6・
8-15・19・25-2/6・8・
10・16-17・3/1・3・
19-21・4/4・13・18-20・
22・5/2・4-7・9・11・
13-14・16-17・20-22・
24・27-6/3・5-6・10・
12-13・15・18・20・23・
30-7/3・6-11・13-14・
22・8/4・15-16・30-9/1・
3・10-11・14-16・10/1・
3・5-6・12/22・25

88
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一・十二

枠外虫損あり、校訂あり、各日の記事は抄出（「已下略之」な
どの注記がある場合もあり）、巻頭に年月記なし、正/5 条に刊
本にない注記（故実書由来？）、正/27 条に年月記（兼実氏長者
以後始参詣春日社記事）、正/27-28 条末尾に「此後叓不（書）
記之」、正/29 条に年月記（興福寺金堂・南円堂等棟上記事）、
2/1 条に刊本にない天候「天陰」あり、4/18 条を「十四日、丙
申」と誤る、4/9 条の干支を「丙辰」と誤る、4/14 条は 4/18
条の誤り、6/2 条「依穢月次神今食可被行七月事」はモト要
目？、9/16 条に年月記（四天王寺如法経十種供養記事）、同条
冒頭天候記事に刊本にない「天」あり

庚 11

日次記目録　庚十一／
〈自文治四年正月／至
三月〉兼實記〈于時攝
政〉

玉葉 文治 4（1188）/正/ -3/ 94
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一

枠外虫損あり、校訂・イ本校訂あり、正/27 条に年月記（兼実
氏長者以後始参詣春日社記事）、正/29 条に年月記（興福寺金
堂・南円堂棟上記事）、刊本にある 2/17 条末尾「内々所問也」
脱、3/21 条干支「丁巳」を「甲巳」と誤る

庚 12

日次記目録　庚十二／
〈自文治四年四月／至
十二月〉兼實記〈于時
攝政〉

文治四年夏秋冬
戊申 玉葉 文治（1188）/4/ -12/ 83

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二

虫損あり、校訂・イ本校訂あり、4/1-2 条に朱筆で合点

庚 13
日次記目録　庚十三／

〈文治五年正月〉兼實
記〈于時攝政〉

玉葉：日次記抄出

文治 5（1189）/正/1-5・
8-9・12・16-18・2/3・7・
11・14・16・19-20・
25-26・3/3・16・20・
4/3・5/3

14
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二

枠外虫損あり、各日条すべて年月記あり（記事内容に即して分
割掲出の場合は分割する毎に年月日、ただし除目記事として
正/16 条とセットの正/17-18 条は年月記なし）＝史書編纂準備
の切り分け作業？、正/16・3/16 条冒頭天候記事に刊本にない

「天」あり、2/20 条は冒頭「朝雨午後止此日故内府周關正日
也」と末尾「此外有他佛叓等了始月忌永代可行也、於九条堂修
之」が刊本と相違

庚 14

日次記目録　庚十四／
〈自文治五年正月／至
九月〉兼實記〈于時攝
政〉

玉葉 文治 5（1189）/正/ -9/ 63
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点等・フリガナ・要目、2/20 条
は刊本と同系統、刊本が異本から採る 2/26 条脱、7 月記欠、刊
本にない 8/6 条末尾「也」あり、8/10 条末尾「任先例可有沙汰
云々」～8/14 条中途「右大臣・堀川大納言申云」脱

庚 15

日次記目録　庚十五／
〈文治五年七月／建久
五年九月〉兼實記〈于
時攝政〉

玉 葉： 日 次 記 抄
出・後鳥羽天皇元
服別記

文治 5（1189）/7/10・6
（1190）/正/3・建久 5
（1194）/9/22・6/10/1-2・
11/4

8
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二・十四

校訂あり、文治 5/7/10 条に年月記（任大臣節会記事）、文治 6/
正/3 条に年月記（後鳥羽天皇元服別記）、建久 5/9/22 条を廿三
日と誤る、同条は玉葉諸本になく他の記録か、建久 6/11/4 条
に年月記（九条良経任大臣兼宣旨記事）
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庚 8
日 次 記 目 録　庚 八／

〈文治三年十一月〉兼
實記〈于時攝政〉

文治三年　丁未　
卅九 玉葉 文治 3（1187）/11/ 91

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一

虫損あり、校訂・イ本校訂あり、11/7・8 条に年月記（後鳥羽
天皇初度石清水行幸・同還幸並朝覲記事）、11/14 条に年月記

（後鳥羽天皇初度賀茂行幸記事）、11/19 条は干支・天候のみで
豊明宴記事脱、11/21 条脱（空白行あり）、11/24 条に年月記

（賀茂臨時祭記事）・指図 3 丁（各丁裏は空白）

庚 9
日 次 記 目 録　庚 九／

〈文治三年十二月〉兼
實記〈于時攝政〉

文治三年　丁未　
卅九 玉葉 文治 3（1187）/12/ 31

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点・フリガナ・注記等、12/13
条に年月記（後鳥羽天皇初度弓場始記事）、刊本に干支のみあ
る 12/28・29 条脱

庚 10

日 次 記 目 録　庚 十／
〈自文治四年正月／至
十二月〉兼實記〈于時
攝政〉

玉葉：日次記抄出

文治 4（1188）/正/1-6・
8-15・19・25-2/6・8・
10・16-17・3/1・3・
19-21・4/4・13・18-20・
22・5/2・4-7・9・11・
13-14・16-17・20-22・
24・27-6/3・5-6・10・
12-13・15・18・20・23・
30-7/3・6-11・13-14・
22・8/4・15-16・30-9/1・
3・10-11・14-16・10/1・
3・5-6・12/22・25

88
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一・十二

枠外虫損あり、校訂あり、各日の記事は抄出（「已下略之」な
どの注記がある場合もあり）、巻頭に年月記なし、正/5 条に刊
本にない注記（故実書由来？）、正/27 条に年月記（兼実氏長者
以後始参詣春日社記事）、正/27-28 条末尾に「此後叓不（書）
記之」、正/29 条に年月記（興福寺金堂・南円堂等棟上記事）、
2/1 条に刊本にない天候「天陰」あり、4/18 条を「十四日、丙
申」と誤る、4/9 条の干支を「丙辰」と誤る、4/14 条は 4/18
条の誤り、6/2 条「依穢月次神今食可被行七月事」はモト要
目？、9/16 条に年月記（四天王寺如法経十種供養記事）、同条
冒頭天候記事に刊本にない「天」あり

庚 11

日次記目録　庚十一／
〈自文治四年正月／至
三月〉兼實記〈于時攝
政〉

玉葉 文治 4（1188）/正/ -3/ 94
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十一

枠外虫損あり、校訂・イ本校訂あり、正/27 条に年月記（兼実
氏長者以後始参詣春日社記事）、正/29 条に年月記（興福寺金
堂・南円堂棟上記事）、刊本にある 2/17 条末尾「内々所問也」
脱、3/21 条干支「丁巳」を「甲巳」と誤る

庚 12

日次記目録　庚十二／
〈自文治四年四月／至
十二月〉兼實記〈于時
攝政〉

文治四年夏秋冬
戊申 玉葉 文治（1188）/4/ -12/ 83

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二

虫損あり、校訂・イ本校訂あり、4/1-2 条に朱筆で合点

庚 13
日次記目録　庚十三／

〈文治五年正月〉兼實
記〈于時攝政〉

玉葉：日次記抄出

文治 5（1189）/正/1-5・
8-9・12・16-18・2/3・7・
11・14・16・19-20・
25-26・3/3・16・20・
4/3・5/3

14
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二

枠外虫損あり、各日条すべて年月記あり（記事内容に即して分
割掲出の場合は分割する毎に年月日、ただし除目記事として
正/16 条とセットの正/17-18 条は年月記なし）＝史書編纂準備
の切り分け作業？、正/16・3/16 条冒頭天候記事に刊本にない

「天」あり、2/20 条は冒頭「朝雨午後止此日故内府周關正日
也」と末尾「此外有他佛叓等了始月忌永代可行也、於九条堂修
之」が刊本と相違

庚 14

日次記目録　庚十四／
〈自文治五年正月／至
九月〉兼實記〈于時攝
政〉

玉葉 文治 5（1189）/正/ -9/ 63
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点等・フリガナ・要目、2/20 条
は刊本と同系統、刊本が異本から採る 2/26 条脱、7 月記欠、刊
本にない 8/6 条末尾「也」あり、8/10 条末尾「任先例可有沙汰
云々」～8/14 条中途「右大臣・堀川大納言申云」脱

庚 15

日次記目録　庚十五／
〈文治五年七月／建久
五年九月〉兼實記〈于
時攝政〉

玉 葉： 日 次 記 抄
出・後鳥羽天皇元
服別記

文治 5（1189）/7/10・6
（1190）/正/3・建久 5
（1194）/9/22・6/10/1-2・
11/4

8
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二・十四

校訂あり、文治 5/7/10 条に年月記（任大臣節会記事）、文治 6/
正/3 条に年月記（後鳥羽天皇元服別記）、建久 5/9/22 条を廿三
日と誤る、同条は玉葉諸本になく他の記録か、建久 6/11/4 条
に年月記（九条良経任大臣兼宣旨記事）
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庚 16

日次記目録　庚十六／
〈自文治五年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
攝政〉

玉葉：日次記・九
条任子入内定大原
野参詣別記

文治 5（1189）/10/ -12/ 73
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点等・要目、10/29 条に年月記
（後鳥羽天皇初度春日行幸記事）、2 つ目の 11/15 条に年月記
（九条任子入内定・大原野参詣別記）、刊本にある 11/15 条末尾
「親光」脱、九条家本にない 11/17 条あり（日付のみ）、刊本に
ない 11/20 条末尾「入夜光綱申條々叓」あり、12/6 条に朱筆で
年月記を肩書（九条兼実太政大臣兼宣旨記事）、刊本にある
12/6 条末尾「追可注之也」脱、12/14 条に年月記あり（九条兼
実任太政大臣節会記事）、刊本にある 12/14 条末尾「此後事不
被記也」脱

庚 17

日次記目録　庚十七／
〈自文治六年正月至／
四月建久元年五月〉兼
實記〈于時太政大臣〉

玉葉：日次記・九
条 任 子 入 内 別 記

（正/3・5・7-8・
11・14・16・17・
22-24 条は非兼実
記？）

文治 6（1190）/正/ ・3/ - 建
久元（1190）/5/  85

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点等・要目・フリガナ、墨書で
合点、刊本にある正/3 条末尾「記、今日大将拝賀也～昼御座御
剣」脱、正/11 条は国書双書刊行会本所収日次記と同系統 + 九
条任子入内別記（九条家本に同じ）後半「御衾事」から末尾ま
でを収録、正/11 条に指図 1 丁あり、国書双書刊行会本にある
非兼実記？正/3 条に年月記、刊本にある正/27 条末尾「此後事
不被記也」脱、正/11 条に年記（九条任子入内別記）、同条は冒
頭から「御帳間并妻戸間小給之、但今夜依下格子出南面也」の
割書までの前半部を収録、刊本にある正/16 条末尾「又官奏、
政始也」脱、刊本にある 3/5 条末尾「主上聊御風気御坐、然而
殊事不御」脱、4/26-28 条は刊本収録の別記と異なる日次記

「廿六日〈己／酉〉天晴此日冊命立后也以女御從三位任子爲中
宮職子細在別記」「廿七日〈庚／戌〉立后第二日也盃酌如常」

「廿八日〈辛／亥〉立后第三日也又御書使〈實明朝／臣〉啓陣
還禄氏院参賀　奉幣定〈来月／三日〉所宛等也又請奏付職事

〈三通大夫／加署〉又四通給中務職是例也」、4/30 条天気は刊本
と異なり「天陰不雨」

庚 18

日次記目録　庚十八／
〈自建久元年正月／至
十二月〉兼實記〈辤相
國攝政／如本〉

玉葉：日次記抄出

文治 6（1190）/正/1-2・
3/1・3・15-18・25-26・
4/1-2・6・8・10・建久元

（1190）/4/15・19-22・
5/1-2・8/4・20・22・
9/5-6・11・23・29-10/1・
4-6・8-11・14-20・22・
27・11/1・6・8-9・11・
20・23-25・30-12/6・8・
11・15・17・22・29

30
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二

虫損あり、校訂あり、3/16 条を「六日」と誤る、4/6 条を「二
日」と誤る
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庚 16

日次記目録　庚十六／
〈自文治五年十月／至
十二月〉兼實記〈于時
攝政〉

玉葉：日次記・九
条任子入内定大原
野参詣別記

文治 5（1189）/10/ -12/ 73
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点等・要目、10/29 条に年月記
（後鳥羽天皇初度春日行幸記事）、2 つ目の 11/15 条に年月記
（九条任子入内定・大原野参詣別記）、刊本にある 11/15 条末尾
「親光」脱、九条家本にない 11/17 条あり（日付のみ）、刊本に
ない 11/20 条末尾「入夜光綱申條々叓」あり、12/6 条に朱筆で
年月記を肩書（九条兼実太政大臣兼宣旨記事）、刊本にある
12/6 条末尾「追可注之也」脱、12/14 条に年月記あり（九条兼
実任太政大臣節会記事）、刊本にある 12/14 条末尾「此後事不
被記也」脱

庚 17

日次記目録　庚十七／
〈自文治六年正月至／
四月建久元年五月〉兼
實記〈于時太政大臣〉

玉葉：日次記・九
条 任 子 入 内 別 記

（正/3・5・7-8・
11・14・16・17・
22-24 条は非兼実
記？）

文治 6（1190）/正/ ・3/ - 建
久元（1190）/5/  85

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点等・要目・フリガナ、墨書で
合点、刊本にある正/3 条末尾「記、今日大将拝賀也～昼御座御
剣」脱、正/11 条は国書双書刊行会本所収日次記と同系統 + 九
条任子入内別記（九条家本に同じ）後半「御衾事」から末尾ま
でを収録、正/11 条に指図 1 丁あり、国書双書刊行会本にある
非兼実記？正/3 条に年月記、刊本にある正/27 条末尾「此後事
不被記也」脱、正/11 条に年記（九条任子入内別記）、同条は冒
頭から「御帳間并妻戸間小給之、但今夜依下格子出南面也」の
割書までの前半部を収録、刊本にある正/16 条末尾「又官奏、
政始也」脱、刊本にある 3/5 条末尾「主上聊御風気御坐、然而
殊事不御」脱、4/26-28 条は刊本収録の別記と異なる日次記

「廿六日〈己／酉〉天晴此日冊命立后也以女御從三位任子爲中
宮職子細在別記」「廿七日〈庚／戌〉立后第二日也盃酌如常」

「廿八日〈辛／亥〉立后第三日也又御書使〈實明朝／臣〉啓陣
還禄氏院参賀　奉幣定〈来月／三日〉所宛等也又請奏付職事

〈三通大夫／加署〉又四通給中務職是例也」、4/30 条天気は刊本
と異なり「天陰不雨」

庚 18

日次記目録　庚十八／
〈自建久元年正月／至
十二月〉兼實記〈辤相
國攝政／如本〉

玉葉：日次記抄出

文治 6（1190）/正/1-2・
3/1・3・15-18・25-26・
4/1-2・6・8・10・建久元

（1190）/4/15・19-22・
5/1-2・8/4・20・22・
9/5-6・11・23・29-10/1・
4-6・8-11・14-20・22・
27・11/1・6・8-9・11・
20・23-25・30-12/6・8・
11・15・17・22・29

30
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二

虫損あり、校訂あり、3/16 条を「六日」と誤る、4/6 条を「二
日」と誤る
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庚 19

日次記目録　庚十九／
〈自建久元年七月／至
十二月〉兼實記〈于時
攝政〉

※ 十 月 記 の 前
に「 建 久 元 年
冬」

玉葉 建久元（1190）/7/ -12/ 67
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二

虫損あり、校訂・イ本校訂あり、刊本にある 8/4 条末尾「今日
雨下」脱、刊本の 8/5 条末尾「雨下」が同条冒頭に、8/13 条を

「十二日」と誤る、九条家本の 8/29 条末尾「右中弁親経～」を
国書刊行会本と同じく「八月卅日」として肩書「正本有之」、
9/9 条末尾「家實申事」に肩書「正本」、刊本にある 9/18 条末
尾「今日雨降」脱、10/26 条に年月記（京官除目記事）、10/26
条冒頭「昨今物忌也」脱、10/26 条に指図 1 丁あり、11/1 条に
年月記（新制議定記事）、11/4 条後半「四日右大臣有示叓～」
を行間補筆、11/9 条後半頼朝との謁談記事の冒頭にも日付、
11/16 条末尾に刊本にない「五獻也」、11/17 条冒頭「此日童女
御覧也」脱、刊本にある 11/27 条末尾「子細在別」脱、刊本に
ある 12/11 条末尾「前将軍示事等～不能具記也」脱、12/20 条
を「十日」と誤る、刊本にない 12/27 条冒頭「天時」あり

庚 20

日 次 記 目 録　庚 二 十
〈終〉／〈建久元年十二
月／建久六年十月別
記〉兼實記〈于時攝政

〈此年〉／改攝政爲關
白〉

後京極摂政良経公
記（殿記）・伝玉
葉：守貞親王御書
始別記（玉葉）・
伊勢公卿敕使別記

（後京極摂政記）・
昇子内親王御五十
日儀別記（後京極
摂政記）・藤原俊
成九十賀別記（後
京極摂政記）

建久元（1190）/12/26・建久
6（1195）/2/12-14・16-18・
20-24・10/7・建仁 3

（1203）/11/23

21

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十四、改定史
籍集覧廿四

虫損あり、校訂・イ本校訂あり

辛 1

日 次 記 目 録　辛 一／
〈自建久二年正月／至
三月〉兼實記〈于時關
白〉

建久二年　歳次
辛亥 玉葉 建久 2（1191）/正/ -3/ 82

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点、刊本にある正/19 条冒頭
「十九日〈戊辰〉恒例舎利講也」脱で前日条末尾に追い込む、
刊本にある正/26 条末尾「奇思不少、奏其旨了」脱、正/30 条
を「廿九日」と誤る、刊本にある 3/4-10 条脱

辛 2
日 次 記 目 録　辛 二／

〈自建久二年四月／至
五月〉兼實記

玉葉 建久 2（1191）/4/ -5/ 94
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十三

校訂・イ本校訂あり、刊本にある 4/5 条末尾「或人云、頼朝卿
女子来十月可入内云々～今日巳剋聞此事」脱、刊本にない 5/11
条冒頭「天」あり、3/27 条に指図 1 丁

辛 3
日 次 記 目 録　辛 三／

〈自建久二年六月／至
于九月〉兼實記

玉葉 建久 2（1191）/6/ -9/ 71
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十三

校訂あり、刊本にある 6/20 条末尾「法皇之御果報～非殊御事
云々」脱、刊本にある 7/17-18 条脱、7/19 条は冒頭のみで刊本
にある「今日兼親早参院～冥加也云々」脱、刊本にある 7/30
条後半「宗頼来申条々事～不能左右事也」脱、8/2 条脱、刊本
にある 8/26 条末尾「明旦修七座泰山府君御祭」脱、刊本にあ
る8/30条前半「遣書札於院女房二品許～静賢法印来談世上事、
如余案」脱、刊本にある 9/2 条脱、刊本にある 9/3 条末尾「宗
頼朝臣申条々事」脱、刊本にある 9/9 条前半「宗頼為奏聞条々
事～退出了云々」脱、9/27 条に年月記（中宮御祈記事）

辛 4
日 次 記 目 録　辛 四／

〈建久二年十月〉兼實
記

建久二年冬 玉葉 建久 2（1191）/10/ -11/ 46
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十三

次冊と同一の日次記（ただし 11 月記は天候の「晴」の前に
「天」をほとんど入れない系統）、校訂・イ本校訂あり、10/16
条を十五日と誤る、11/16 条を十五日と誤る
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庚 19

日次記目録　庚十九／
〈自建久元年七月／至
十二月〉兼實記〈于時
攝政〉

※ 十 月 記 の 前
に「 建 久 元 年
冬」

玉葉 建久元（1190）/7/ -12/ 67
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二

虫損あり、校訂・イ本校訂あり、刊本にある 8/4 条末尾「今日
雨下」脱、刊本の 8/5 条末尾「雨下」が同条冒頭に、8/13 条を

「十二日」と誤る、九条家本の 8/29 条末尾「右中弁親経～」を
国書刊行会本と同じく「八月卅日」として肩書「正本有之」、
9/9 条末尾「家實申事」に肩書「正本」、刊本にある 9/18 条末
尾「今日雨降」脱、10/26 条に年月記（京官除目記事）、10/26
条冒頭「昨今物忌也」脱、10/26 条に指図 1 丁あり、11/1 条に
年月記（新制議定記事）、11/4 条後半「四日右大臣有示叓～」
を行間補筆、11/9 条後半頼朝との謁談記事の冒頭にも日付、
11/16 条末尾に刊本にない「五獻也」、11/17 条冒頭「此日童女
御覧也」脱、刊本にある 11/27 条末尾「子細在別」脱、刊本に
ある 12/11 条末尾「前将軍示事等～不能具記也」脱、12/20 条
を「十日」と誤る、刊本にない 12/27 条冒頭「天時」あり

庚 20

日 次 記 目 録　庚 二 十
〈終〉／〈建久元年十二
月／建久六年十月別
記〉兼實記〈于時攝政

〈此年〉／改攝政爲關
白〉

後京極摂政良経公
記（殿記）・伝玉
葉：守貞親王御書
始別記（玉葉）・
伊勢公卿敕使別記

（後京極摂政記）・
昇子内親王御五十
日儀別記（後京極
摂政記）・藤原俊
成九十賀別記（後
京極摂政記）

建久元（1190）/12/26・建久
6（1195）/2/12-14・16-18・
20-24・10/7・建仁 3

（1203）/11/23

21

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十四、改定史
籍集覧廿四

虫損あり、校訂・イ本校訂あり

辛 1

日 次 記 目 録　辛 一／
〈自建久二年正月／至
三月〉兼實記〈于時關
白〉

建久二年　歳次
辛亥 玉葉 建久 2（1191）/正/ -3/ 82

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十二

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点、刊本にある正/19 条冒頭
「十九日〈戊辰〉恒例舎利講也」脱で前日条末尾に追い込む、
刊本にある正/26 条末尾「奇思不少、奏其旨了」脱、正/30 条
を「廿九日」と誤る、刊本にある 3/4-10 条脱

辛 2
日 次 記 目 録　辛 二／

〈自建久二年四月／至
五月〉兼實記

玉葉 建久 2（1191）/4/ -5/ 94
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十三

校訂・イ本校訂あり、刊本にある 4/5 条末尾「或人云、頼朝卿
女子来十月可入内云々～今日巳剋聞此事」脱、刊本にない 5/11
条冒頭「天」あり、3/27 条に指図 1 丁

辛 3
日 次 記 目 録　辛 三／

〈自建久二年六月／至
于九月〉兼實記

玉葉 建久 2（1191）/6/ -9/ 71
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十三

校訂あり、刊本にある 6/20 条末尾「法皇之御果報～非殊御事
云々」脱、刊本にある 7/17-18 条脱、7/19 条は冒頭のみで刊本
にある「今日兼親早参院～冥加也云々」脱、刊本にある 7/30
条後半「宗頼来申条々事～不能左右事也」脱、8/2 条脱、刊本
にある 8/26 条末尾「明旦修七座泰山府君御祭」脱、刊本にあ
る8/30条前半「遣書札於院女房二品許～静賢法印来談世上事、
如余案」脱、刊本にある 9/2 条脱、刊本にある 9/3 条末尾「宗
頼朝臣申条々事」脱、刊本にある 9/9 条前半「宗頼為奏聞条々
事～退出了云々」脱、9/27 条に年月記（中宮御祈記事）

辛 4
日 次 記 目 録　辛 四／

〈建久二年十月〉兼實
記

建久二年冬 玉葉 建久 2（1191）/10/ -11/ 46
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十三

次冊と同一の日次記（ただし 11 月記は天候の「晴」の前に
「天」をほとんど入れない系統）、校訂・イ本校訂あり、10/16
条を十五日と誤る、11/16 条を十五日と誤る
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辛 5
日 次 記 目 録　辛 五／

〈自建久二年十月／至
十一月〉兼實記

玉葉 建久 2（1191）/10/ -11/ 51
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十三

前冊と同一の日次記（ただし 11 月記は天候の「晴」の前に
「天」を入れる系統）、校訂・イ本校訂あり、10/16 条の干支を
庚卯と誤る、11/13 条冒頭「今夜丹後浄土寺家渡云々～三ヶ夜
夫婦不離之儀歟」脱、11/26 条に年月記（九条兼実復辟初度上
表記事）

辛 6
日 次 記 目 録　辛 六／

〈建久二年十二月〉兼
實記

玉葉 建久 2（1191）/12/ - 閏 12/ 76
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十三

校訂・イ本校訂あり、閏 12/20-21・29 条に朱筆で合点、12/8
条に年月記（松尾社行幸記事）、12/13 条に年月記（北野行幸記
事）、12/16 条に年月記（後白河法皇法住寺殿渡御記事）、12/17
条に年月記（九条兼実摂政第五度上表記事）、12/21 条の干支乙
未を「乙丑」と誤る、12/26 条に年月記（守貞親王元服記事）

辛 7
日 次 記 目 録　辛 七／

〈自建久三年正月／至
十一月〉兼實記

玉葉 建久 3（1192）/正/ -11/ 119
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十三

校訂・イ本校訂あり、3/19・26・4/1-2・5/2 条に朱筆で合点、
正/28 条最終行に頭書「入夜有他叓叓」（九条家本にのみあり）

辛 8
日 次 記 目 録　辛 八／

〈自建久四年正月／至
十二月〉兼實記

玉葉 建久 4（1193）/正/ -12/ 115
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十四

校訂・イ本校訂あり、刊本にない 4/1 条末尾「歟」あり、刊本
にある 4/29 条後半「内、舁居中門外祓之際云々～可悦々々」
脱

辛 9
日 次 記 目 録　辛 九／

〈自建久五年正月／至
于四月〉兼實記

玉葉 建久 5（1194）/正/ -4/ 78
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十四

校訂あり、朱筆で合点、墨書で要目・フリガナ等、2/7 条干支
を「己巳」と誤る、2/17 条干支脱、2/25 条干支を「丁子」と
誤る、3/7 条干支を「戊丑」と誤る

辛 10
日 次 記 目 録　辛 十／

〈自建久五年七月／至
于九月〉兼實記

玉葉 建久 5（1194）/7/ -9/ 29
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十四

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点、九条家本にある閏 8/15 条
頭書脱、九条家本と同様に 9/16 条を「十八日」と誤る、九条
家本にある9/22条末尾の九条道教筆の注記「此後事不被記也」
あり

辛 11
日次記目録　辛十一／

〈自建久六年正月／至
于九月〉兼實記

建久六年　歳次
乙卯 玉葉 建久 6（1195）/正/ -9/ 47

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十四

校訂・イ本校訂あり、九条家本のみにある記事を正/13 条末尾
行間に加筆

辛 12
日次記目録　辛十二／

〈自建久七年正月／至
十一月〉兼實記

玉葉 建久 7（1196）/正/ -11/  43
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十四

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点・フリガナ等、九条家本と同
じく正/24 条の干支を「甲卯」と誤る

辛 13
日次記目録　辛十三／

〈自建久八年正月／至
正治二年十二月〉

※ 建 久 九 年 記
冒頭に「建久九
年　歳 次 戊
午」、同十年記
冒頭に「建久十
年　歳 次 己 未

〈三百五十五日〉」

玉葉

建久 8（1197）/正/1-7・
3/16・20-21・28・4/1・建
久 9（1198）/正/1-11・
6/16・建久 10（1199）/
正/1-6・正治 2（1200）/
正/1-2/18・閏 2/8・
6/28-7/1・9/7-8・11・
22・27-10/7・11-12・14・
17・19-20・11/13・
15-16・21-22・28・12/8・
15・19-21・23・26-29

51
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十四

校訂・イ本校訂あり、墨書で要目、国書刊行会本にある建久
8/3/13 条脱、九条家本所引一本にある建久 8/3/22 条脱、正治
2/6/28 条に年月記あり（宜秋門院院号宣下記事）
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辛 5
日 次 記 目 録　辛 五／

〈自建久二年十月／至
十一月〉兼實記

玉葉 建久 2（1191）/10/ -11/ 51
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十三

前冊と同一の日次記（ただし 11 月記は天候の「晴」の前に
「天」を入れる系統）、校訂・イ本校訂あり、10/16 条の干支を
庚卯と誤る、11/13 条冒頭「今夜丹後浄土寺家渡云々～三ヶ夜
夫婦不離之儀歟」脱、11/26 条に年月記（九条兼実復辟初度上
表記事）

辛 6
日 次 記 目 録　辛 六／

〈建久二年十二月〉兼
實記

玉葉 建久 2（1191）/12/ - 閏 12/ 76
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十三

校訂・イ本校訂あり、閏 12/20-21・29 条に朱筆で合点、12/8
条に年月記（松尾社行幸記事）、12/13 条に年月記（北野行幸記
事）、12/16 条に年月記（後白河法皇法住寺殿渡御記事）、12/17
条に年月記（九条兼実摂政第五度上表記事）、12/21 条の干支乙
未を「乙丑」と誤る、12/26 条に年月記（守貞親王元服記事）

辛 7
日 次 記 目 録　辛 七／

〈自建久三年正月／至
十一月〉兼實記

玉葉 建久 3（1192）/正/ -11/ 119
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十三

校訂・イ本校訂あり、3/19・26・4/1-2・5/2 条に朱筆で合点、
正/28 条最終行に頭書「入夜有他叓叓」（九条家本にのみあり）

辛 8
日 次 記 目 録　辛 八／

〈自建久四年正月／至
十二月〉兼實記

玉葉 建久 4（1193）/正/ -12/ 115
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十四

校訂・イ本校訂あり、刊本にない 4/1 条末尾「歟」あり、刊本
にある 4/29 条後半「内、舁居中門外祓之際云々～可悦々々」
脱

辛 9
日 次 記 目 録　辛 九／

〈自建久五年正月／至
于四月〉兼實記

玉葉 建久 5（1194）/正/ -4/ 78
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十四

校訂あり、朱筆で合点、墨書で要目・フリガナ等、2/7 条干支
を「己巳」と誤る、2/17 条干支脱、2/25 条干支を「丁子」と
誤る、3/7 条干支を「戊丑」と誤る

辛 10
日 次 記 目 録　辛 十／

〈自建久五年七月／至
于九月〉兼實記

玉葉 建久 5（1194）/7/ -9/ 29
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十四

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点、九条家本にある閏 8/15 条
頭書脱、九条家本と同様に 9/16 条を「十八日」と誤る、九条
家本にある9/22条末尾の九条道教筆の注記「此後事不被記也」
あり

辛 11
日次記目録　辛十一／

〈自建久六年正月／至
于九月〉兼實記

建久六年　歳次
乙卯 玉葉 建久 6（1195）/正/ -9/ 47

国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十四

校訂・イ本校訂あり、九条家本のみにある記事を正/13 条末尾
行間に加筆

辛 12
日次記目録　辛十二／

〈自建久七年正月／至
十一月〉兼實記

玉葉 建久 7（1196）/正/ -11/  43
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十四

校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点・フリガナ等、九条家本と同
じく正/24 条の干支を「甲卯」と誤る

辛 13
日次記目録　辛十三／

〈自建久八年正月／至
正治二年十二月〉

※ 建 久 九 年 記
冒頭に「建久九
年　歳 次 戊
午」、同十年記
冒頭に「建久十
年　歳 次 己 未

〈三百五十五日〉」

玉葉

建久 8（1197）/正/1-7・
3/16・20-21・28・4/1・建
久 9（1198）/正/1-11・
6/16・建久 10（1199）/
正/1-6・正治 2（1200）/
正/1-2/18・閏 2/8・
6/28-7/1・9/7-8・11・
22・27-10/7・11-12・14・
17・19-20・11/13・
15-16・21-22・28・12/8・
15・19-21・23・26-29

51
国書双書刊行会編玉葉
第三、図書寮叢刊九条
家本玉葉十四

校訂・イ本校訂あり、墨書で要目、国書刊行会本にある建久
8/3/13 条脱、九条家本所引一本にある建久 8/3/22 条脱、正治
2/6/28 条に年月記あり（宜秋門院院号宣下記事）
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辛 14 日次記目録　辛十四／
朝覲行幸

三長記（三中記・
東進記）：後鳥羽
天皇・土御門天皇
朝覲行幸記

建久 8（1197）/4/22・正治
元（1199）/11/27・建仁元

（1201）/正/23
26

続群書類従第 4 輯上・
帝王部、大日本史料第
四編之五・六

校訂・イ本校訂あり、癸 24・27 とともに朝覲行幸部類の一部

辛 15
日次記目録　辛十五／

〈自建久九年正月／至
二月〉

明月記 建久 9（1198）/正/ -2/ 69
国書刊行会刊明月記第
一・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記一

辛 16
日次記目録　辛十六／

〈自正治二年四月／至
建永元年六月〉

東 進 記（ 三 長
記 ?）： 日 次 記 抄
出（ 東 宮 関 係 記
事）

正治 2（1200）/4/20-24・
26-5/1・3・5・正治 3

（1201）/正/23-24・26・
29・2/2-4・建仁元

（1201）/2/22-23・3/3-4・
25-26・29・4/8・18・
5/25・28-6/1・14・7/12・
27・8/19・9/1・5・26・
28・10/1・30-11/2・9・
16-17・12/18-19・21・
26・建仁 2（1202）/正/1・
5・2/8・3/16・4/1・
10-11・14・23・5/16・
30・8/28・11/20・12/29・
建仁 3（1203）/正/1-2・6・
19・28・2/6-7・18-20・
30・3/13・29-4/1・14・
23・27・5/4・7・23・
6/4・8・14・22・25・
27-28・7/2・10・9/24・
10/1・24・11/5・12/10・
25・建仁 4（1204）/正/1・
14・2/1・12・元久元

（1204）/3/3-4・21・23・
25-26・4/1・4・7-8・14・
16・11/2・12/28・元久 2

（1205）/4/22・6/3・10・
8/29・11/1・元久 3（建永
元）（1206）/2/1・3/22・
4/3・22・6/16・12/21・29

74

歴代残闕日記巻 33、大
日本史料第四編之六 -
九、増補史料大成三長
記

校訂あり、歴代残闕日記と字配りが（空白（行）まで含めて）
不自然に同じ、正治 2/4/20 条を「正月」と誤る、正治 2/4/26
条を「廿八日」と誤る、歴代残闕日記と同じく正治 2/5/5 条の
日付を欠き 5/3 条に続けて追い込む、歴代残闕日記と同じく正
治 3/正/23 条の冒頭「正治三年正月廿三日、甲戌、天晴、風
静、今日天子臨幸于上皇御所～自余所々委不能記、見指図」を
欠く、続く正治 3/正/24 条にも歴代残闕日記と同じく年月付な
し、歴代残闕日記と同じく建仁元 /5/28 条を「十八日」と誤
る、歴代残闕日記と同じく建仁元 /7/27 条を「廿六日」と誤
る、歴代残闕日記と同じく建仁元 /8/19・10/30・12/26・建仁
3/10/1・24 条の干支をそれぞれ「丙午」「丁亥」「癸寅」「丙
午」「癸未」と誤る、建仁 2/12/29 条に年月記（東宮傅拝賀記
事）、元久元 /3/25 条に年月記（中納言中将拝賀記事）、歴代残
闕日記と同じく元久 2/4/22 条に年月付を欠く、元久元 /11/2・
12/28 条が元久 2 年記に混入、歴代残闕日記が追加で収める長
兼卿記承元 4/12/5・8・13・23 条欠

辛 17
日次記目録　辛十七／

〈承元三年三月〉道家
記

玉蘂：九条立子入
宮別記 承元 3（1209）/3/23-27 36 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり？、3/23・24 条に年月記

辛 18
日次記目録　辛十八／

〈自承元三年五月／至
八月〉

玉蘂：九条竴子湯
殿始別記

承元 3（1209）/5/23・
25-6/6・8/3・11・13-17 16 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、1 丁表に標題「小兒湯殿始之事」、刊本

6/3 条の□を疊に作る、8/3 条を 17 日条の後に置き年月記
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辛 14 日次記目録　辛十四／
朝覲行幸

三長記（三中記・
東進記）：後鳥羽
天皇・土御門天皇
朝覲行幸記

建久 8（1197）/4/22・正治
元（1199）/11/27・建仁元

（1201）/正/23
26

続群書類従第 4 輯上・
帝王部、大日本史料第
四編之五・六

校訂・イ本校訂あり、癸 24・27 とともに朝覲行幸部類の一部

辛 15
日次記目録　辛十五／

〈自建久九年正月／至
二月〉

明月記 建久 9（1198）/正/ -2/ 69
国書刊行会刊明月記第
一・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記一

辛 16
日次記目録　辛十六／

〈自正治二年四月／至
建永元年六月〉

東 進 記（ 三 長
記 ?）： 日 次 記 抄
出（ 東 宮 関 係 記
事）

正治 2（1200）/4/20-24・
26-5/1・3・5・正治 3

（1201）/正/23-24・26・
29・2/2-4・建仁元

（1201）/2/22-23・3/3-4・
25-26・29・4/8・18・
5/25・28-6/1・14・7/12・
27・8/19・9/1・5・26・
28・10/1・30-11/2・9・
16-17・12/18-19・21・
26・建仁 2（1202）/正/1・
5・2/8・3/16・4/1・
10-11・14・23・5/16・
30・8/28・11/20・12/29・
建仁 3（1203）/正/1-2・6・
19・28・2/6-7・18-20・
30・3/13・29-4/1・14・
23・27・5/4・7・23・
6/4・8・14・22・25・
27-28・7/2・10・9/24・
10/1・24・11/5・12/10・
25・建仁 4（1204）/正/1・
14・2/1・12・元久元

（1204）/3/3-4・21・23・
25-26・4/1・4・7-8・14・
16・11/2・12/28・元久 2

（1205）/4/22・6/3・10・
8/29・11/1・元久 3（建永
元）（1206）/2/1・3/22・
4/3・22・6/16・12/21・29

74

歴代残闕日記巻 33、大
日本史料第四編之六 -
九、増補史料大成三長
記

校訂あり、歴代残闕日記と字配りが（空白（行）まで含めて）
不自然に同じ、正治 2/4/20 条を「正月」と誤る、正治 2/4/26
条を「廿八日」と誤る、歴代残闕日記と同じく正治 2/5/5 条の
日付を欠き 5/3 条に続けて追い込む、歴代残闕日記と同じく正
治 3/正/23 条の冒頭「正治三年正月廿三日、甲戌、天晴、風
静、今日天子臨幸于上皇御所～自余所々委不能記、見指図」を
欠く、続く正治 3/正/24 条にも歴代残闕日記と同じく年月付な
し、歴代残闕日記と同じく建仁元 /5/28 条を「十八日」と誤
る、歴代残闕日記と同じく建仁元 /7/27 条を「廿六日」と誤
る、歴代残闕日記と同じく建仁元 /8/19・10/30・12/26・建仁
3/10/1・24 条の干支をそれぞれ「丙午」「丁亥」「癸寅」「丙
午」「癸未」と誤る、建仁 2/12/29 条に年月記（東宮傅拝賀記
事）、元久元 /3/25 条に年月記（中納言中将拝賀記事）、歴代残
闕日記と同じく元久 2/4/22 条に年月付を欠く、元久元 /11/2・
12/28 条が元久 2 年記に混入、歴代残闕日記が追加で収める長
兼卿記承元 4/12/5・8・13・23 条欠

辛 17
日次記目録　辛十七／

〈承元三年三月〉道家
記

玉蘂：九条立子入
宮別記 承元 3（1209）/3/23-27 36 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり？、3/23・24 条に年月記

辛 18
日次記目録　辛十八／

〈自承元三年五月／至
八月〉

玉蘂：九条竴子湯
殿始別記

承元 3（1209）/5/23・
25-6/6・8/3・11・13-17 16 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、1 丁表に標題「小兒湯殿始之事」、刊本

6/3 条の□を疊に作る、8/3 条を 17 日条の後に置き年月記
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辛 19
日次記目録　辛十九／

〈自承元四年二月／至
于三月〉道家記

承元四年春下 玉蘂 承元 4（1210）/2/1-3/8 26 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、2/19 条末尾勘文年月日・差出「承元四年二月十九日
主税助安倍泰基」あり（刊本はもう一つの十九日条に誤る）

辛 20

日次記目録　辛二十／
〈自承元四年九月／至
十一月〉道家記〈于時
權大納言〉

承 元 四 年〈 九
月〉　歳次庚午　
十 八（ ※ 九 条
道家の生年と一
致、以下同）

玉蘂：日次記・践
祚別記

承元 4（1210）/9/1-7・
13-16・23-10/3・15・
17-20・25・27・11/23-25

29 思文閣出版刊玉蘂

校訂あり、10/15 条に年月記（弓場始記事）、10/17 条の前行に
年月記（軒廊御卜・弓場始記事）、10/25 条に年月記（彗星御祈
南殿御読経記事）、11/23 条の前々行に標題「踐祚別記」・前行
に年月記

辛 21
日次記目録　辛廿一／

〈自承元五年三月／至
建曆元年三月〉道家記

承元五年〈三月
九日改元／為建
曆 〉 歳 次 辛 未　
十九

玉蘂 承元 5（建暦元）（1211）/3/ 36 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、3/9 条に年月記（建暦改元記事）、刊本にない 3/13
条末尾「之」あり

壬 1

日次記　壬一／〈自建
曆元年五月／至六月〉
道家記〈于時權大納／
言左大將〉

玉蘂 建暦元（1211）/5/ -6/ 27 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、墨書で要目（刊本にもあるもの）、付箋（朱筆）「初
度官奏」

壬 2

日次記　壬二／〈自建
曆元年七月／至于九
月〉道家記〈大納言／
左大將〉

建曆元年　歳次
辛未 玉蘂 建暦元（1211）/7/ -9/ 32 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、刊本にない 8/16 条末尾「也」あり、本

奥書「巻了」

壬 3

日次記　壬三／〈自建
曆元年十月／至十一
月〉道家記〈于時權大
納言／左大將〉

建 曆 元 年 冬 上
（※十一月記冒
頭に「建曆元年
冬下」）

玉蘂 建暦元（1211）/10/ -11/8 41 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり

壬 4
日次記　壬四／〈自建
曆二年二月／至于三
月〉道家記

玉蘂 建暦 2（1212）/2/ -3/ 46 思文閣出版刊玉蘂
校訂あり、朱筆で合点・校訂、刊本にある最初の 3/22 条冒頭

（新制本文の前）「廿二日、此日又被下新制宣旨廿一ヶ条云々、
追可尋入有真名仮名新制、可書入」脱

壬 5

日次記　壬五／〈自建
曆二年四月／至六月〉
道家記〈于時權大納／
言左大將〉

建暦二年夏 玉蘂 建暦 2（1212）/4/ -6/ 17 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、朱筆で合点、5/21 条が重複

壬 6

日次記　壬六／〈自建
曆二年八月／至九月〉
道 家 記〈 于 時／ 内 大
臣〉

建曆二年秋下 玉蘂 建暦 2（1212）/8/ -9/ 35 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点、9/18 条最初の 2 行の後に
10 行空白で丁裏から記事の続き

壬 7
日次記　壬七／〈自建
曆二年十月／至十一
月〉道家記

玉蘂 建暦 2（1212）/10/ -11/ 70 思文閣出版刊玉蘂
校訂あり、10/23・28 条に朱筆で合点、11/11 条に墨書で合点、
11/6-10 条の干支を「己申」「庚酉」「辛戌」「壬亥」「癸子」と
誤る、11/29 条に指図半丁あり

壬 8
日次記　壬八／〈建曆
二年十二月〉道家記

〈于時／内大臣〉

建 曆 二 年 冬 下
（ ※ 12/11 条 の
前に「自是冬下
十二月」）

玉蘂 建暦 2（1212）/12/ 36 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、12/10 条の後に指図半丁あり
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辛 19
日次記目録　辛十九／

〈自承元四年二月／至
于三月〉道家記

承元四年春下 玉蘂 承元 4（1210）/2/1-3/8 26 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、2/19 条末尾勘文年月日・差出「承元四年二月十九日
主税助安倍泰基」あり（刊本はもう一つの十九日条に誤る）

辛 20

日次記目録　辛二十／
〈自承元四年九月／至
十一月〉道家記〈于時
權大納言〉

承 元 四 年〈 九
月〉　歳次庚午　
十 八（ ※ 九 条
道家の生年と一
致、以下同）

玉蘂：日次記・践
祚別記

承元 4（1210）/9/1-7・
13-16・23-10/3・15・
17-20・25・27・11/23-25

29 思文閣出版刊玉蘂

校訂あり、10/15 条に年月記（弓場始記事）、10/17 条の前行に
年月記（軒廊御卜・弓場始記事）、10/25 条に年月記（彗星御祈
南殿御読経記事）、11/23 条の前々行に標題「踐祚別記」・前行
に年月記

辛 21
日次記目録　辛廿一／

〈自承元五年三月／至
建曆元年三月〉道家記

承元五年〈三月
九日改元／為建
曆 〉 歳 次 辛 未　
十九

玉蘂 承元 5（建暦元）（1211）/3/ 36 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、3/9 条に年月記（建暦改元記事）、刊本にない 3/13
条末尾「之」あり

壬 1

日次記　壬一／〈自建
曆元年五月／至六月〉
道家記〈于時權大納／
言左大將〉

玉蘂 建暦元（1211）/5/ -6/ 27 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、墨書で要目（刊本にもあるもの）、付箋（朱筆）「初
度官奏」

壬 2

日次記　壬二／〈自建
曆元年七月／至于九
月〉道家記〈大納言／
左大將〉

建曆元年　歳次
辛未 玉蘂 建暦元（1211）/7/ -9/ 32 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、刊本にない 8/16 条末尾「也」あり、本

奥書「巻了」

壬 3

日次記　壬三／〈自建
曆元年十月／至十一
月〉道家記〈于時權大
納言／左大將〉

建 曆 元 年 冬 上
（※十一月記冒
頭に「建曆元年
冬下」）

玉蘂 建暦元（1211）/10/ -11/8 41 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり

壬 4
日次記　壬四／〈自建
曆二年二月／至于三
月〉道家記

玉蘂 建暦 2（1212）/2/ -3/ 46 思文閣出版刊玉蘂
校訂あり、朱筆で合点・校訂、刊本にある最初の 3/22 条冒頭

（新制本文の前）「廿二日、此日又被下新制宣旨廿一ヶ条云々、
追可尋入有真名仮名新制、可書入」脱

壬 5

日次記　壬五／〈自建
曆二年四月／至六月〉
道家記〈于時權大納／
言左大將〉

建暦二年夏 玉蘂 建暦 2（1212）/4/ -6/ 17 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、朱筆で合点、5/21 条が重複

壬 6

日次記　壬六／〈自建
曆二年八月／至九月〉
道 家 記〈 于 時／ 内 大
臣〉

建曆二年秋下 玉蘂 建暦 2（1212）/8/ -9/ 35 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、朱筆で合点、9/18 条最初の 2 行の後に
10 行空白で丁裏から記事の続き

壬 7
日次記　壬七／〈自建
曆二年十月／至十一
月〉道家記

玉蘂 建暦 2（1212）/10/ -11/ 70 思文閣出版刊玉蘂
校訂あり、10/23・28 条に朱筆で合点、11/11 条に墨書で合点、
11/6-10 条の干支を「己申」「庚酉」「辛戌」「壬亥」「癸子」と
誤る、11/29 条に指図半丁あり

壬 8
日次記　壬八／〈建曆
二年十二月〉道家記

〈于時／内大臣〉

建 曆 二 年 冬 下
（ ※ 12/11 条 の
前に「自是冬下
十二月」）

玉蘂 建暦 2（1212）/12/ 36 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、12/10 条の後に指図半丁あり
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壬 9
日次記　壬九／〈承久
二年正月〉道家記〈于
時左大臣／生年廿八〉

玉蘂 承久 2（1220）/正/1-14 25 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、正/10 条に続けて正/11 条を追い込む

壬 10 日次記　壬十／〈承久
二年三月上〉道家記

※ 日 記 冒 頭 に
「承久二年〈三
月上〉」

玉蘂 承久 2（1220）/3/1-15 47 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、巻首に記事目録あり

壬 11 日次記　壬十一／〈承
久二年三月下〉道家記

承久二年〈三月
下〉 玉蘂 承久 2（1220）/3/22- 33 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり

壬 12
日次記　壬十二／〈承
久二年四月上〉道家記

〈于時／左大臣〉

承久二年〈四月
上〉 玉蘂 承久 2（1220）/4/1-15 35 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり

壬 13 日次記　壬十三／〈承
久二年四月下〉道家記

承久二年四月下
〈御記〉玉蘂 玉蘂 承久 2（1220）/4/16-30 39 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、4/16 条後半に刊本にない行頭補書「一献

大進端献盃蔵人取瓶也」

壬 14

日次記　御記玉蘂　壬
十四／〈自承久二年五
月／于至八月〉道家記

〈于時左大臣〉

承 久 二 年 五 月　
御 記 玉 蘂（ ※
八 月 記 冒 頭 に

「承久二年　御
記〈 玉 蘂 〉 秋
中」）

玉蘂 承久 2（1220）/5/ ・8/1-6 35 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、刊本にある 8/2 条末尾「被問人々」脱

壬 15
日次記　壬十五／〈承
久二年十一月〉道家記

〈于時／左大臣〉
玉蘂 承久 2（1220）/11/5-23 45 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、巻首に記事目録あり

壬 16

日次記　壬十六／〈自
承久二年十月／至于十
二月〉道家記〈于時／
左大臣〉

承久二年冬 玉蘂 承久 2（1220）/10/1-15・
12/1-20 31 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり

壬 17
日次記　壬十七／〈承
久三年正月〉道家記

〈于時攝政〉

承 久 三 年〈 春
上 〉 歳 次 辛 丑　
廿九

玉蘂 承久 3（1221）/正/ 67 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、刊本が単に「五日」と記す正/5 条末尾引
用文書の年月日を「承久三年正月五日」と正しく表記

壬 18
日次記　壬十八／〈自
元仁二年正月／至于三
月〉道家記

※ 巻 末 欄 外 に
「此冊明月記」 明月記 元仁 2（1225）/正/ -3/ 50

国書刊行会刊明月記第
二・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記二

校訂あり、冷泉本にある行頭等補書脱、国書刊行会本 2/10 条
末尾割書（冷泉本傍書）「折指数之、毎度有七云々」脱、2/24
条脱、墨付最終丁末尾欄外「此冊明月記」

壬 19
日次記　壬十九／〈自
嘉禄元年十月／至十一
月〉道家記

※ 巻 末 欄 外 に
「此冊明月記」 明月記 嘉禄元（1225）/10/ -12/ 76

国書刊行会刊明月記第
二・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記二（底本
は東山御文庫本日次記）

校訂あり、冷泉本＝東山御文庫本日次記とも字の異同あり（双
方に誤写あり）、墨付最終丁末尾欄外「此冊明月記」

壬 20
日次記　壬二十／〈自
嘉禄二年四月／至六
月〉道家記

明月記 嘉禄 2（1226）/4/ -6/ 64
国書刊行会刊明月記第
二・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記二

校 訂 あ り？、 冷 泉 本 に あ る 4/16・21・25・28・5/25・27・
6/22・24 条行頭補書（国書刊行会本は割書もしくは各日条末
尾）あり、冷泉本にある 6/12-14・16・19-20 条補書脱（国書
刊行会本もなし）、冷泉本にある 5/27 条冒頭「僧所作」脱（国
書刊行会本も欠く）



慶
應
義
塾
図
書
館
所
蔵
『
日
次
記
』
と
徳
川
吉
宗

）

五
七　
（
一
八
七

壬 9
日次記　壬九／〈承久
二年正月〉道家記〈于
時左大臣／生年廿八〉

玉蘂 承久 2（1220）/正/1-14 25 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、正/10 条に続けて正/11 条を追い込む

壬 10 日次記　壬十／〈承久
二年三月上〉道家記

※ 日 記 冒 頭 に
「承久二年〈三
月上〉」

玉蘂 承久 2（1220）/3/1-15 47 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、巻首に記事目録あり

壬 11 日次記　壬十一／〈承
久二年三月下〉道家記

承久二年〈三月
下〉 玉蘂 承久 2（1220）/3/22- 33 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり

壬 12
日次記　壬十二／〈承
久二年四月上〉道家記

〈于時／左大臣〉

承久二年〈四月
上〉 玉蘂 承久 2（1220）/4/1-15 35 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり

壬 13 日次記　壬十三／〈承
久二年四月下〉道家記

承久二年四月下
〈御記〉玉蘂 玉蘂 承久 2（1220）/4/16-30 39 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、4/16 条後半に刊本にない行頭補書「一献

大進端献盃蔵人取瓶也」

壬 14

日次記　御記玉蘂　壬
十四／〈自承久二年五
月／于至八月〉道家記

〈于時左大臣〉

承 久 二 年 五 月　
御 記 玉 蘂（ ※
八 月 記 冒 頭 に

「承久二年　御
記〈 玉 蘂 〉 秋
中」）

玉蘂 承久 2（1220）/5/ ・8/1-6 35 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、刊本にある 8/2 条末尾「被問人々」脱

壬 15
日次記　壬十五／〈承
久二年十一月〉道家記

〈于時／左大臣〉
玉蘂 承久 2（1220）/11/5-23 45 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、巻首に記事目録あり

壬 16

日次記　壬十六／〈自
承久二年十月／至于十
二月〉道家記〈于時／
左大臣〉

承久二年冬 玉蘂 承久 2（1220）/10/1-15・
12/1-20 31 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり

壬 17
日次記　壬十七／〈承
久三年正月〉道家記

〈于時攝政〉

承 久 三 年〈 春
上 〉 歳 次 辛 丑　
廿九

玉蘂 承久 3（1221）/正/ 67 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、刊本が単に「五日」と記す正/5 条末尾引
用文書の年月日を「承久三年正月五日」と正しく表記

壬 18
日次記　壬十八／〈自
元仁二年正月／至于三
月〉道家記

※ 巻 末 欄 外 に
「此冊明月記」 明月記 元仁 2（1225）/正/ -3/ 50

国書刊行会刊明月記第
二・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記二

校訂あり、冷泉本にある行頭等補書脱、国書刊行会本 2/10 条
末尾割書（冷泉本傍書）「折指数之、毎度有七云々」脱、2/24
条脱、墨付最終丁末尾欄外「此冊明月記」

壬 19
日次記　壬十九／〈自
嘉禄元年十月／至十一
月〉道家記

※ 巻 末 欄 外 に
「此冊明月記」 明月記 嘉禄元（1225）/10/ -12/ 76

国書刊行会刊明月記第
二・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記二（底本
は東山御文庫本日次記）

校訂あり、冷泉本＝東山御文庫本日次記とも字の異同あり（双
方に誤写あり）、墨付最終丁末尾欄外「此冊明月記」

壬 20
日次記　壬二十／〈自
嘉禄二年四月／至六
月〉道家記

明月記 嘉禄 2（1226）/4/ -6/ 64
国書刊行会刊明月記第
二・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記二

校 訂 あ り？、 冷 泉 本 に あ る 4/16・21・25・28・5/25・27・
6/22・24 条行頭補書（国書刊行会本は割書もしくは各日条末
尾）あり、冷泉本にある 6/12-14・16・19-20 条補書脱（国書
刊行会本もなし）、冷泉本にある 5/27 条冒頭「僧所作」脱（国
書刊行会本も欠く）
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壬 21
日次記　壬廿一／〈自
嘉禄二年十月／至十二
月〉

明月記 嘉禄 2/（1226）10 -12/ 55
国書刊行会刊明月記第
二・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記二

校訂あり？、冷泉本にある 10/6 条補書脱、冷泉本にある
10/17・11/15・18・12/1 条行頭補書（国書刊行会本は割書もし
くは前日条末尾に誤入）あり、12/19 条に続けて 12/20 条を追
い込む

壬 22 日次記　壬廿二／〈安
貞二年正月〉道家記 安貞二年春上 玉蘂 安貞 2（1228）/正/1-6 10 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、正/2 条を「一日丙子」と誤る

壬 23 日次記　壬廿三／〈安
貞二年三月〉道家記 玉蘂 安貞 2（1228）/3/ 19 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、3/20 条に年月記（朝覲行幸記事）、3/27

条に年月記（九条教実初度吉書奏記事）

壬 24
日次記　壬廿四／〈安
貞三年三月／寛喜元自
五月至八月〉道家記

玉蘂：日次記抄出

安貞 3（1229）/3/1・寛喜元
（1229）/3/5-6・11・14・
22・5/1・3・9・12・7/1・
13-14・17・21・26・8/8・
15・17・21・27

32 思文閣出版刊玉蘂

校訂・イ本校訂あり、3/22 条に年月記（九条道家長者之後入宇
治記事）、7/26 条末尾に関白初度上表文末尾の年月日あり（刊
本は脱）、8/8 条に年月記（月替わりが理由？、仏舎利施入記
事）、8/27 条に年月記（九条道家関白第二度上表記事）

壬 25
日次記　壬廿五／〈寛
喜元年十月〉道家記

〈于時關白〉
玉蘂：日次記抄出 寛喜元（1229）/10/14 ？・

20 ？ 6 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり

壬 26
日次記　壬廿六／〈自
寛喜二年二月／至于三
月〉定家記

明月記 寛喜 2（1230）/2/ -3/ 60
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

冷泉本にある行頭補書は各日条末尾に収録するが 2/10・11・
23・28・30・3/8・14・20 条は補書脱（2/23・28・3/20 条は国
書刊行会本も同日条末尾に収録）、2/13 条に付箋「立后」

（→ 2/16 条か）、冷泉本にある 2/16・27 条補書のうち各 1 ヶ所
脱

壬 27 日次記　壬廿七／〈寛
喜二年四月〉定家記 明月記 寛喜 2（1230）/4/ 34

国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

4/14・22 条に墨書で要目、刊本にある 4/12 条末尾「退帰」の
前約 1 行分「了～入夜」脱、刊本にない 4/18 条行頭補書「隆
親卿儲于此家」あり（自筆本を欠く部分）、冷泉本にある 4/24
条行頭補書あり（国書刊行会本はなし）、4/25 条に指図 1 丁あ
り

壬 28
日次記　壬廿八／〈自
寛喜二年七月／至九
月〉定家記

明月記 寛喜 2（1230）/7/ -9/ 57
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

刊 本 に あ る 7/11・23・9/27 条 行 頭 補 書 脱、 冷 泉 本 に あ る
8/12・14・21・23 条行頭補書脱、8/18 条天候「天陰」を「天
晴」と誤る、刊本にある 8/24 条最終行「自昨日咳病之気、心
神悩」脱、刊本にない 9/15 条「殊無替事〈聊腫／增歟〉相扶
念誦念佛依」あり、墨付44丁袋綴内に挿入断簡「　　　□芎／
壱両　黄蓮／三両　鹿角膏」

癸 1
日 次 記 目 録　癸 一／

〈自寛喜二年十月／至
十二月〉定家記

明月記 寛喜 2（1230）/10/ -12/ 67
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

11/4・25 条に墨書で合点、刊本にある 10/6・27 条行頭補書あ
り（10/6 条は国書刊行会本と同じく末尾に収録）、冷泉本にある
10/13・11/4-5・9・14・18-19・22・12/8・13・26・29 条 行 頭
補書脱（国書刊行会本も欠く）、10/22 条から 10/23 条 1 行目ま
で写したところで筆写漏れに気づいて見せ消し 10/22 から再度
筆写、11/8 条途中に 13 行空白（筆写漏れ 3 行を同じ用紙に記
して挿入したものか）
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壬 21
日次記　壬廿一／〈自
嘉禄二年十月／至十二
月〉

明月記 嘉禄 2/（1226）10 -12/ 55
国書刊行会刊明月記第
二・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記二

校訂あり？、冷泉本にある 10/6 条補書脱、冷泉本にある
10/17・11/15・18・12/1 条行頭補書（国書刊行会本は割書もし
くは前日条末尾に誤入）あり、12/19 条に続けて 12/20 条を追
い込む

壬 22 日次記　壬廿二／〈安
貞二年正月〉道家記 安貞二年春上 玉蘂 安貞 2（1228）/正/1-6 10 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、正/2 条を「一日丙子」と誤る

壬 23 日次記　壬廿三／〈安
貞二年三月〉道家記 玉蘂 安貞 2（1228）/3/ 19 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、3/20 条に年月記（朝覲行幸記事）、3/27

条に年月記（九条教実初度吉書奏記事）

壬 24
日次記　壬廿四／〈安
貞三年三月／寛喜元自
五月至八月〉道家記

玉蘂：日次記抄出

安貞 3（1229）/3/1・寛喜元
（1229）/3/5-6・11・14・
22・5/1・3・9・12・7/1・
13-14・17・21・26・8/8・
15・17・21・27

32 思文閣出版刊玉蘂

校訂・イ本校訂あり、3/22 条に年月記（九条道家長者之後入宇
治記事）、7/26 条末尾に関白初度上表文末尾の年月日あり（刊
本は脱）、8/8 条に年月記（月替わりが理由？、仏舎利施入記
事）、8/27 条に年月記（九条道家関白第二度上表記事）

壬 25
日次記　壬廿五／〈寛
喜元年十月〉道家記

〈于時關白〉
玉蘂：日次記抄出 寛喜元（1229）/10/14 ？・

20 ？ 6 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり

壬 26
日次記　壬廿六／〈自
寛喜二年二月／至于三
月〉定家記

明月記 寛喜 2（1230）/2/ -3/ 60
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

冷泉本にある行頭補書は各日条末尾に収録するが 2/10・11・
23・28・30・3/8・14・20 条は補書脱（2/23・28・3/20 条は国
書刊行会本も同日条末尾に収録）、2/13 条に付箋「立后」

（→ 2/16 条か）、冷泉本にある 2/16・27 条補書のうち各 1 ヶ所
脱

壬 27 日次記　壬廿七／〈寛
喜二年四月〉定家記 明月記 寛喜 2（1230）/4/ 34

国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

4/14・22 条に墨書で要目、刊本にある 4/12 条末尾「退帰」の
前約 1 行分「了～入夜」脱、刊本にない 4/18 条行頭補書「隆
親卿儲于此家」あり（自筆本を欠く部分）、冷泉本にある 4/24
条行頭補書あり（国書刊行会本はなし）、4/25 条に指図 1 丁あ
り

壬 28
日次記　壬廿八／〈自
寛喜二年七月／至九
月〉定家記

明月記 寛喜 2（1230）/7/ -9/ 57
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

刊 本 に あ る 7/11・23・9/27 条 行 頭 補 書 脱、 冷 泉 本 に あ る
8/12・14・21・23 条行頭補書脱、8/18 条天候「天陰」を「天
晴」と誤る、刊本にある 8/24 条最終行「自昨日咳病之気、心
神悩」脱、刊本にない 9/15 条「殊無替事〈聊腫／增歟〉相扶
念誦念佛依」あり、墨付44丁袋綴内に挿入断簡「　　　□芎／
壱両　黄蓮／三両　鹿角膏」

癸 1
日 次 記 目 録　癸 一／

〈自寛喜二年十月／至
十二月〉定家記

明月記 寛喜 2（1230）/10/ -12/ 67
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

11/4・25 条に墨書で合点、刊本にある 10/6・27 条行頭補書あ
り（10/6 条は国書刊行会本と同じく末尾に収録）、冷泉本にある
10/13・11/4-5・9・14・18-19・22・12/8・13・26・29 条 行 頭
補書脱（国書刊行会本も欠く）、10/22 条から 10/23 条 1 行目ま
で写したところで筆写漏れに気づいて見せ消し 10/22 から再度
筆写、11/8 条途中に 13 行空白（筆写漏れ 3 行を同じ用紙に記
して挿入したものか）
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癸 2
日 次 記 目 録　癸 二／

〈自寛喜三年七月／至
九月〉定家記

明月記 寛喜 3（1231）/7/ -9/ 53
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

校訂あり？、7/2 条本文冒頭「東」脱、刊本にある 7/1・4-6・
9/16-17 条行頭補書あり、冷泉本にある 7/6 条の合点あり、冷
泉本にある 8/15 条行頭補書脱（国書刊行会本も欠く）、刊本に
ある 9/10 条脱

癸 3
日 次 記 目 録　癸 三／

〈自貞永二年正月／至
三月〉定家記

明月記 貞永 2（1233）/正/ -3/ 58
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

校訂あり、正/1-7 条は所々に欠落あり（祖本の虫損か）、正/1
条本文冒頭「日出以前拝神」脱（祖本の虫損か）、冷泉本にあ
る正/19・2/13・25 条行頭補書あり（国書刊行会本は欠）、冷泉
本にある正/24 条の合点なし

癸 4
日 次 記 目 録　癸 四／

〈自天福二年七月／至
九月〉定家記

明月記 天福 2（1234）/7/ -9/ 56
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

校訂あり、8/10 条に朱筆で合点、8/15・16 条はいくつか刊本
（冷泉本は高松宮本日次記が底本）と小異、9/11 条の「大」挿
入は刊本と同じ

癸 5
日 次 記 目 録　癸 五／

〈自天福　　七月／至
九月〉定家記

明月記 天福元（1233）/7/ -9/ 62
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

校訂あり、所々に欠落あり（祖本の虫損か）、7/2 条脱で代わり
に空白行、7/3 条を二日と誤る、7/5 条天候「天曙雲暗」を「天
晴」と誤る、冷泉本にある 9/20 条行頭補書脱、9/23 条を「廿
二日」と誤る、冷泉本にある 9/23 条行頭補書脱

癸 6
日 次 記 目 録　癸 六／

〈自文曆二年正月／至
于三月〉定家記

明月記 文暦 2（1235）/正/ -3/ 55
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

校訂あり、刊本との小異散見（冷泉本の底本は高松宮本日次
記、本書の方が正しい箇所もあり）、冷泉本と同じく 2/15 条を

「十九日」と誤る

癸 7
日 次 記 目 録　癸 七／

〈自文曆二年四月／至
于六月〉定家記

明月記 文暦 2（1235）/4/ -6/ 47
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

4 月を中心として所々に欠落あり（祖本の虫損か）

癸 8
日 次 記 目 録　癸 八／

〈自文曆二年十月／至
十二月〉定家記

明月記 嘉禎元（1235）/10/ -12/ 79
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

校訂あり？、刊本との小異散見（冷泉本の底本は東山御文庫本
日次記、本書の方が正しい箇所はごく少数）、10/20 条を「廿
日」でなく「廿四」と誤記、冷泉刊本底本が「癸子」と誤る
11/4 条の干支を「癸亥」と正しく表記、11/28 条を「廿二日」
と誤る、冷泉本と同じく 12/21 条を「廿二日」と誤る

癸 9
日 次 記 目 録　癸 九／

〈文曆二年七月／嘉禎
元年十二月〉

玉蘂：日次記抄出
文暦 2（1235）/7/6・17・嘉
禎元（1235）/12/6・9-10・
15

25 思文閣出版刊玉蘂

校訂あり？、イ本校訂あり、12/10 条に墨書で要目、7/6 条九
条道家摂政初度上表記事、7/17 条同第二度上表記事、7 月記事
の後に丁替、12/6 条朝覲行幸予議記事、12/9 条大嘗会調度御
覧・女叙位記事、12/10 条初度吉書奏記事、12/15 条内大臣（二
条良実）着陣記事

癸 10
日 次 記 目 録　癸 十／

〈自嘉禎元年正月／至
于六月〉實經記

2 丁表年月の後
に「 御 記〈 玉
蘂〉」

玉蘂 文暦 2（1235）/正/ -4/9・閏
6/ 22 思文閣出版刊玉蘂

校訂・イ本校訂あり、巻首に記事目録あり、巻首目録の後の日
記冒頭「嘉禎元年／天福三年／正月日」、刊本と同じく 2/5 条
を「四日」と誤る

癸 11
日次記目録　癸十一／

〈嘉禎二年十一月〉道
家記

玉蘂：日次記抄出 嘉禎 2（1236）/11/12-15 6 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、11/12 条五節帳代試記事、11/13 条殿上淵酔・御前
試記事、11/14 条童御覧淵酔記事、11/15 条豊明節会記事

癸 12
日次記目録　癸十二／

〈嘉禎三年正月〉良實
記

玉蘂 嘉禎 3（1237）/正/ 59 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、正/14 条所引奉行家司高嗣記に年月記
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癸 2
日 次 記 目 録　癸 二／

〈自寛喜三年七月／至
九月〉定家記

明月記 寛喜 3（1231）/7/ -9/ 53
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

校訂あり？、7/2 条本文冒頭「東」脱、刊本にある 7/1・4-6・
9/16-17 条行頭補書あり、冷泉本にある 7/6 条の合点あり、冷
泉本にある 8/15 条行頭補書脱（国書刊行会本も欠く）、刊本に
ある 9/10 条脱

癸 3
日 次 記 目 録　癸 三／

〈自貞永二年正月／至
三月〉定家記

明月記 貞永 2（1233）/正/ -3/ 58
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

校訂あり、正/1-7 条は所々に欠落あり（祖本の虫損か）、正/1
条本文冒頭「日出以前拝神」脱（祖本の虫損か）、冷泉本にあ
る正/19・2/13・25 条行頭補書あり（国書刊行会本は欠）、冷泉
本にある正/24 条の合点なし

癸 4
日 次 記 目 録　癸 四／

〈自天福二年七月／至
九月〉定家記

明月記 天福 2（1234）/7/ -9/ 56
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

校訂あり、8/10 条に朱筆で合点、8/15・16 条はいくつか刊本
（冷泉本は高松宮本日次記が底本）と小異、9/11 条の「大」挿
入は刊本と同じ

癸 5
日 次 記 目 録　癸 五／

〈自天福　　七月／至
九月〉定家記

明月記 天福元（1233）/7/ -9/ 62
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

校訂あり、所々に欠落あり（祖本の虫損か）、7/2 条脱で代わり
に空白行、7/3 条を二日と誤る、7/5 条天候「天曙雲暗」を「天
晴」と誤る、冷泉本にある 9/20 条行頭補書脱、9/23 条を「廿
二日」と誤る、冷泉本にある 9/23 条行頭補書脱

癸 6
日 次 記 目 録　癸 六／

〈自文曆二年正月／至
于三月〉定家記

明月記 文暦 2（1235）/正/ -3/ 55
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

校訂あり、刊本との小異散見（冷泉本の底本は高松宮本日次
記、本書の方が正しい箇所もあり）、冷泉本と同じく 2/15 条を

「十九日」と誤る

癸 7
日 次 記 目 録　癸 七／

〈自文曆二年四月／至
于六月〉定家記

明月記 文暦 2（1235）/4/ -6/ 47
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

4 月を中心として所々に欠落あり（祖本の虫損か）

癸 8
日 次 記 目 録　癸 八／

〈自文曆二年十月／至
十二月〉定家記

明月記 嘉禎元（1235）/10/ -12/ 79
国書刊行会刊明月記第
三・冷泉時雨亭叢書別
巻翻刻明月記三

校訂あり？、刊本との小異散見（冷泉本の底本は東山御文庫本
日次記、本書の方が正しい箇所はごく少数）、10/20 条を「廿
日」でなく「廿四」と誤記、冷泉刊本底本が「癸子」と誤る
11/4 条の干支を「癸亥」と正しく表記、11/28 条を「廿二日」
と誤る、冷泉本と同じく 12/21 条を「廿二日」と誤る

癸 9
日 次 記 目 録　癸 九／

〈文曆二年七月／嘉禎
元年十二月〉

玉蘂：日次記抄出
文暦 2（1235）/7/6・17・嘉
禎元（1235）/12/6・9-10・
15

25 思文閣出版刊玉蘂

校訂あり？、イ本校訂あり、12/10 条に墨書で要目、7/6 条九
条道家摂政初度上表記事、7/17 条同第二度上表記事、7 月記事
の後に丁替、12/6 条朝覲行幸予議記事、12/9 条大嘗会調度御
覧・女叙位記事、12/10 条初度吉書奏記事、12/15 条内大臣（二
条良実）着陣記事

癸 10
日 次 記 目 録　癸 十／

〈自嘉禎元年正月／至
于六月〉實經記

2 丁表年月の後
に「 御 記〈 玉
蘂〉」

玉蘂 文暦 2（1235）/正/ -4/9・閏
6/ 22 思文閣出版刊玉蘂

校訂・イ本校訂あり、巻首に記事目録あり、巻首目録の後の日
記冒頭「嘉禎元年／天福三年／正月日」、刊本と同じく 2/5 条
を「四日」と誤る

癸 11
日次記目録　癸十一／

〈嘉禎二年十一月〉道
家記

玉蘂：日次記抄出 嘉禎 2（1236）/11/12-15 6 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、11/12 条五節帳代試記事、11/13 条殿上淵酔・御前
試記事、11/14 条童御覧淵酔記事、11/15 条豊明節会記事

癸 12
日次記目録　癸十二／

〈嘉禎三年正月〉良實
記

玉蘂 嘉禎 3（1237）/正/ 59 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、正/14 条所引奉行家司高嗣記に年月記
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癸 13

日次記目録　癸十三／
〈自嘉禎三年二月／至
三月〉道家記〈道家辤
摂政讓左／大臣兼經隨
身如／本兼經賜氏長
者〉

玉蘂：日次記抄出 嘉禎 3（1237）/2/1-8・17・
3/5・10・19・26・28 43 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、3/10 条の前行に年月記（摂政九条道家辞

退・近衛兼経補任記事）

癸 14

日次記目録　癸十四／
〈自嘉禎三年四月／至
九月〉實經記〈于時正
二位權／大納言〉

玉蘂：日次記抄出
嘉禎 3（1237）/4/10・16・
5/5・24・7/5・17-30・
9/1-3・10・19

23 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、4/10 条に墨書で要目、4/16 条に年月記
（賀茂祭記事）

癸 15
日次記目録　癸十五／

〈嘉禎四年正月〉道家
記

玉蘂 嘉禎 4（1238）/正/ 26 思文閣出版刊玉蘂

校訂・イ本校訂あり、墨書で要目、巻首に記事目録あり、正/1
条に「他記」・正/2・3 条に「別記」の存在を記す、正/3 条を

「二日」と誤る、本奥書「延徳元年霜月五日於燈本一見畢、
珎／重之」

癸 16
日次記目録　癸十六／

〈自嘉禎四年二月／至
四月〉道家記

玉蘂：日次記抄出 嘉禎 4（1238）/2/7・
13-30・閏 2/7-15・4/1-17 48 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、刊本に欠く 2/14 条末尾「―」・4/9 条末尾「―――」

あり

癸 17 日次記目録　癸十七／
〈嘉禎四年〉 玉蘂：日次記抄出 嘉禎 4（1238）/3/2・8・

12・22・28-29 21 思文閣出版刊玉蘂

校訂・イ本校訂あり、巻首に記事目録あり、本文冒頭に年月記
を欠く、3/2 条の日付は欄外追筆、3/8 条は巻末に追書して月
記あり、3/29 条に行頭補書「首書云、右大将不堪停立潜退列休
息、是又違例也、出御之間、左大将之外无列立人云々、未曽有
事也」（刊本は行間補書）

癸 18
日次記目録　癸十八／

〈嘉禎四年六月〉道家
記

玉蘂 嘉禎 4（1238）/6/1-8・
13-14・20-21・23・28 12 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり

癸 19 日次記目録　癸十九／
〈仁治三年三月〉

二条資季日記、伝
玉蘂

仁治 3（1242）/3/12-15・
17-23・25-30 17 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、朱筆で要目、日記記主は 3/18 条から参

議侍従＝二条資季

癸 20

日次記目録　癸二十／
〈自是以下別記也〉良
經記／任太政大臣記

〈條々詳也〉

任太政大臣記

任太政大臣記（後
京極摂政良経公記

（殿記）別記）：九
条良経任太政大臣
別記

元久元（1204）/11/16・
12/10・14・18・22-23・
2/4/ 

28 群書類従第 5 輯・官職
部 墨書で欄外に要目、巻頭の年記脱、11/16 日条の日付脱

癸 21 日次記目録　癸廿一／
践祚大嘗

攝 政 關 白 神 齋 法
（九条良経編）：殿
暦・玉林から神事
潔斎記事を集成

43 東京大学史料編纂所紀
要 30（太田・藤原 2020）

校訂あり、墨書で要目、伊勢幣叓天仁 2 年記事に行頭補書あ
り、本奥書「攝政關白神齋法就家記抄出之、爲備廢忘也、隨所
見逐可書入、不可他見也／接政〈在判〉」
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癸 13

日次記目録　癸十三／
〈自嘉禎三年二月／至
三月〉道家記〈道家辤
摂政讓左／大臣兼經隨
身如／本兼經賜氏長
者〉

玉蘂：日次記抄出 嘉禎 3（1237）/2/1-8・17・
3/5・10・19・26・28 43 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、3/10 条の前行に年月記（摂政九条道家辞

退・近衛兼経補任記事）

癸 14

日次記目録　癸十四／
〈自嘉禎三年四月／至
九月〉實經記〈于時正
二位權／大納言〉

玉蘂：日次記抄出
嘉禎 3（1237）/4/10・16・
5/5・24・7/5・17-30・
9/1-3・10・19

23 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、4/10 条に墨書で要目、4/16 条に年月記
（賀茂祭記事）

癸 15
日次記目録　癸十五／

〈嘉禎四年正月〉道家
記

玉蘂 嘉禎 4（1238）/正/ 26 思文閣出版刊玉蘂

校訂・イ本校訂あり、墨書で要目、巻首に記事目録あり、正/1
条に「他記」・正/2・3 条に「別記」の存在を記す、正/3 条を

「二日」と誤る、本奥書「延徳元年霜月五日於燈本一見畢、
珎／重之」

癸 16
日次記目録　癸十六／

〈自嘉禎四年二月／至
四月〉道家記

玉蘂：日次記抄出 嘉禎 4（1238）/2/7・
13-30・閏 2/7-15・4/1-17 48 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり、刊本に欠く 2/14 条末尾「―」・4/9 条末尾「―――」

あり

癸 17 日次記目録　癸十七／
〈嘉禎四年〉 玉蘂：日次記抄出 嘉禎 4（1238）/3/2・8・

12・22・28-29 21 思文閣出版刊玉蘂

校訂・イ本校訂あり、巻首に記事目録あり、本文冒頭に年月記
を欠く、3/2 条の日付は欄外追筆、3/8 条は巻末に追書して月
記あり、3/29 条に行頭補書「首書云、右大将不堪停立潜退列休
息、是又違例也、出御之間、左大将之外无列立人云々、未曽有
事也」（刊本は行間補書）

癸 18
日次記目録　癸十八／

〈嘉禎四年六月〉道家
記

玉蘂 嘉禎 4（1238）/6/1-8・
13-14・20-21・23・28 12 思文閣出版刊玉蘂 校訂あり

癸 19 日次記目録　癸十九／
〈仁治三年三月〉

二条資季日記、伝
玉蘂

仁治 3（1242）/3/12-15・
17-23・25-30 17 思文閣出版刊玉蘂 校訂・イ本校訂あり、朱筆で要目、日記記主は 3/18 条から参

議侍従＝二条資季

癸 20

日次記目録　癸二十／
〈自是以下別記也〉良
經記／任太政大臣記

〈條々詳也〉

任太政大臣記

任太政大臣記（後
京極摂政良経公記

（殿記）別記）：九
条良経任太政大臣
別記

元久元（1204）/11/16・
12/10・14・18・22-23・
2/4/ 

28 群書類従第 5 輯・官職
部 墨書で欄外に要目、巻頭の年記脱、11/16 日条の日付脱

癸 21 日次記目録　癸廿一／
践祚大嘗

攝 政 關 白 神 齋 法
（九条良経編）：殿
暦・玉林から神事
潔斎記事を集成

43 東京大学史料編纂所紀
要 30（太田・藤原 2020）

校訂あり、墨書で要目、伊勢幣叓天仁 2 年記事に行頭補書あ
り、本奥書「攝政關白神齋法就家記抄出之、爲備廢忘也、隨所
見逐可書入、不可他見也／接政〈在判〉」
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癸 22 日次記目録　癸廿二／
年中行事 九条年中行事 85 群書類従第 6 輯・公事

部

前欠、校訂あり、朱筆で点・合点、刊本より破損脱文多（それ
ゆえ各条首尾の脱字注記省略）、2 月上申日春日祭条割書「用春
日祭門日」は刊本になし、2/11 列見選人事条本文 4-5 行目割書

（破損あり）順序が刊本と異なる、4/ 上申日平野祭条割書「於
短冊云有著皇太子之／例云々」は刊本になし、7/10 条三省申春
夏馬料文事と相撲人入京事の間の「□撲會事」は刊本になし、
8/23 条牽信濃望月御馬事の後の説明文を 8/22 条於大藏省給秋
冬季祿事に割書で挿入、9/9 条節會事の刊本にある脱落部を無
視、刊本の 12/5 条親王冬衣服文事の後の闕文（12/7 条中務省申
諸司冬衣服文事〈同六月七／日儀〉～12/ 晦条同日追儺事まで）
あり

癸 23

日次記目録　癸廿三／
〈寛和二年立坊／寛仁
元年立坊／長曆元年立
坊〉

立坊部類記：三条
院・後朱雀院立坊
部類記（小右記・
外記日記・権記・
左経記）

寛和 2（986）/7/16・8/16・
寛仁元（1017）/8/5-9・17・
21・23・25・9/9・10/8・
26

40 群書類従第 7 輯・公事
部

虫損あり、朱筆で要目・合点、巻首に目録「寛和二年七月十六
日立坊／小記／寛仁元年八月九日立坊／外記ゝ　小記　權記／
經賴記／長曆元年八月十七日立坊／不知記者記　外記／二束記　
經賴記　範國記」、巻首目録にある長暦立坊（後冷泉）記事は
なし（刊本も寛和・寛仁のみ）

癸 24

日次記目録　癸廿四／
朝覲行幸之例／大記／
永昌記／師遠記／中右
記／江記／大記／永昌
記／禮記／師遠記／堀
川左府記／中右記／大
記／永昌記／禮記

朝覲行幸部類（朝
覲 部 類 ）： 中 右
記・大記（為房卿
記）・永昌記（為
隆卿記）・師時記

（ 長 秋 記 ）・ 師 遠
記・江記・礼記・
堀川左府記（水左
記）等から朝覲行
幸記事を抄出した
ものの一部

康和 6（長治元）（1104）/
正/3・長治 2（1105）/
正/3-5・嘉承2（1107）/正/3

54
歴代残闕日記巻 15、続
群書類従第 4 輯上・帝
王部

虫損あり、朝覲行幸部類のうち最初の寛治 6 と後半の建久 8 以
降（辛 14）ならびに御贈物事（癸 27）を欠く、刊本冒頭の中右
記寛治 6/2/29 条脱、破損部は歴代残闕日記とほぼ一致、中右
記康和 6/正/3 条第 2 破損部の後「門」は歴代残闕日記になし、
大記の年記長「治元年」脱、大記長治元 /正/3 条破損部に刊本
は 御 所 亭「 松 亭 」・ 源 宰 相〈 能「 俊 」〉・ 新 宰 相 中 将〈 家

「政」〉・大蔵卿「〈道良〉」あり、刊本にある江記長治 2/正/5 条
後半今日院仰云我可出現日也何（仍）「兼」脱、刊本にある永
昌記長治 2/正/3 条可任叡覧歟「然　　有」脱、刊本にある永
昌記長治 2/正/4 条天気「晴」・後半人々所案不可及「懈怠」・
末尾又申定殿了「已」脱、刊本にある永昌記長治 2/正/5 条入
御仙院寄御車「于」・供掌燈〈御座左右〉先舞人「散位」・同向
楽屋一族雲客「済々」・被復本座次左又延「喜」・次供御膳〈延

「喜楽間」〉・陪膳相公等「役」・仰云「可令」脱、刊本にある長
秋記嘉承 2/正/3 条雖然無此儀「及」脱
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癸 22 日次記目録　癸廿二／
年中行事 九条年中行事 85 群書類従第 6 輯・公事

部

前欠、校訂あり、朱筆で点・合点、刊本より破損脱文多（それ
ゆえ各条首尾の脱字注記省略）、2 月上申日春日祭条割書「用春
日祭門日」は刊本になし、2/11 列見選人事条本文 4-5 行目割書

（破損あり）順序が刊本と異なる、4/ 上申日平野祭条割書「於
短冊云有著皇太子之／例云々」は刊本になし、7/10 条三省申春
夏馬料文事と相撲人入京事の間の「□撲會事」は刊本になし、
8/23 条牽信濃望月御馬事の後の説明文を 8/22 条於大藏省給秋
冬季祿事に割書で挿入、9/9 条節會事の刊本にある脱落部を無
視、刊本の 12/5 条親王冬衣服文事の後の闕文（12/7 条中務省申
諸司冬衣服文事〈同六月七／日儀〉～12/ 晦条同日追儺事まで）
あり

癸 23

日次記目録　癸廿三／
〈寛和二年立坊／寛仁
元年立坊／長曆元年立
坊〉

立坊部類記：三条
院・後朱雀院立坊
部類記（小右記・
外記日記・権記・
左経記）

寛和 2（986）/7/16・8/16・
寛仁元（1017）/8/5-9・17・
21・23・25・9/9・10/8・
26

40 群書類従第 7 輯・公事
部

虫損あり、朱筆で要目・合点、巻首に目録「寛和二年七月十六
日立坊／小記／寛仁元年八月九日立坊／外記ゝ　小記　權記／
經賴記／長曆元年八月十七日立坊／不知記者記　外記／二束記　
經賴記　範國記」、巻首目録にある長暦立坊（後冷泉）記事は
なし（刊本も寛和・寛仁のみ）

癸 24

日次記目録　癸廿四／
朝覲行幸之例／大記／
永昌記／師遠記／中右
記／江記／大記／永昌
記／禮記／師遠記／堀
川左府記／中右記／大
記／永昌記／禮記

朝覲行幸部類（朝
覲 部 類 ）： 中 右
記・大記（為房卿
記）・永昌記（為
隆卿記）・師時記

（ 長 秋 記 ）・ 師 遠
記・江記・礼記・
堀川左府記（水左
記）等から朝覲行
幸記事を抄出した
ものの一部

康和 6（長治元）（1104）/
正/3・長治 2（1105）/
正/3-5・嘉承2（1107）/正/3

54
歴代残闕日記巻 15、続
群書類従第 4 輯上・帝
王部

虫損あり、朝覲行幸部類のうち最初の寛治 6 と後半の建久 8 以
降（辛 14）ならびに御贈物事（癸 27）を欠く、刊本冒頭の中右
記寛治 6/2/29 条脱、破損部は歴代残闕日記とほぼ一致、中右
記康和 6/正/3 条第 2 破損部の後「門」は歴代残闕日記になし、
大記の年記長「治元年」脱、大記長治元 /正/3 条破損部に刊本
は 御 所 亭「 松 亭 」・ 源 宰 相〈 能「 俊 」〉・ 新 宰 相 中 将〈 家

「政」〉・大蔵卿「〈道良〉」あり、刊本にある江記長治 2/正/5 条
後半今日院仰云我可出現日也何（仍）「兼」脱、刊本にある永
昌記長治 2/正/3 条可任叡覧歟「然　　有」脱、刊本にある永
昌記長治 2/正/4 条天気「晴」・後半人々所案不可及「懈怠」・
末尾又申定殿了「已」脱、刊本にある永昌記長治 2/正/5 条入
御仙院寄御車「于」・供掌燈〈御座左右〉先舞人「散位」・同向
楽屋一族雲客「済々」・被復本座次左又延「喜」・次供御膳〈延

「喜楽間」〉・陪膳相公等「役」・仰云「可令」脱、刊本にある長
秋記嘉承 2/正/3 条雖然無此儀「及」脱
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癸 25

日次記目録　癸廿五／
公卿敕使／御神寶御覽
事〈康和五年〉／伊勢
敕使叓〈長治元年〉／
敦宗依仰書宣命事〈天
仁二年〉

※ 巻 首 目 録 に
「公卿敕使／康
和五　長治元二　
天 仁 二　天 仁
三／天永四　永
久 二 五 六〈 御
曆〉／石清水臨
時祭舞人／寛治
二〈時範記〉」

康和以来公卿勅使
記：殿暦から公卿
勅使進発記事を抄
出

康和 5（1103）/9/6・長治元
（1104）/12/16・2
（1105）/8/13・天仁 2
（1109）/3/8・3
（1110）/2/2・天永元
（1110）/12/7・4（1113）/ 閏
3/16・永久 2（1114）/
正/27・11/5・5

（1117）/3/15・元永元
（1118）/4/9

17
続群書類従第 1 輯下・
神祇部、神道大系神宮
編三

虫損あり、巻首に目録「公卿敕使／康和五　長治元二　天仁二　
天仁三／天永四　永久二五六〈御曆〉／石清水臨時祭舞人／寛
治二〈時範記〉」（ただし刊本も石清水臨時祭舞人部類記（寛治
二）脱）、神道大系底本と同じく長治 2/8/13 条を同元 /12/16
条の前に記す（続群本は編年順）、刊本と同じく天仁 2/3/8 条
年記・干支は別行、神道大系底本と同じく天仁 2/3/8 条末尾

「敕使宗通」（続群本は「勅使權中納言也」）、刊本と同じく天仁
3/2/2 条年記・干支は別行で「〈天永元年也〉」と註記、神道大
系底本と同じく天永元 /12/7 条年記・干支は別行で「天仁三年

〈庚寅　天永元年也〉」と改元前年号で表記、刊本と同じく天永
4/ 閏 3/16 条年記・干支は別行、刊本と同じく永久 2/正/27 条
年記・干支は別行、刊本と同じく永久 5/3/15 条年記・干支は
別行、続群本・神道大系底本と同じく元永元 /4/9 条年記・干
支は別行で「永久六年〈戊戌　元永元年也〉」と改元前年号で
表記

癸 26

日次記目録　癸廿六／
小兒戴餅／一月小兒戴
餅 事／ 院 拜 禮 叓〈 詳
也〉／拜禮時突左右膝
次第事／笏當鼻程事

〈付〉呼志木尹叓〈志
字長木尹／兩字短〉／
笏挿右尻下事／箸匕次
第〈付〉左右足前後
叓／四月上皇御幸七条
院事／七月白馬節會叓

〈詳記〉／節會止位記
事／九月法勝寺修正御
幸叓／除目外國尻付事

玉蘂 承元 4（1210）/正/1-17 41 思文閣出版刊玉蘂

枠外虫損あり、校訂・イ本校訂あり、巻首 1 行空白、正/1 条脱
字は刊本より少し多い、正/11 条・同裏書半丁分を重複筆写

（刊本も「行尤不足言之、不能左右（この間脱）以左手取揚闕
官」重複）、正/17 条裏書「云」は刊本になし
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日次記目録　癸廿五／
公卿敕使／御神寶御覽
事〈康和五年〉／伊勢
敕使叓〈長治元年〉／
敦宗依仰書宣命事〈天
仁二年〉

※ 巻 首 目 録 に
「公卿敕使／康
和五　長治元二　
天 仁 二　天 仁
三／天永四　永
久 二 五 六〈 御
曆〉／石清水臨
時祭舞人／寛治
二〈時範記〉」

康和以来公卿勅使
記：殿暦から公卿
勅使進発記事を抄
出

康和 5（1103）/9/6・長治元
（1104）/12/16・2
（1105）/8/13・天仁 2
（1109）/3/8・3
（1110）/2/2・天永元
（1110）/12/7・4（1113）/ 閏
3/16・永久 2（1114）/
正/27・11/5・5

（1117）/3/15・元永元
（1118）/4/9

17
続群書類従第 1 輯下・
神祇部、神道大系神宮
編三

虫損あり、巻首に目録「公卿敕使／康和五　長治元二　天仁二　
天仁三／天永四　永久二五六〈御曆〉／石清水臨時祭舞人／寛
治二〈時範記〉」（ただし刊本も石清水臨時祭舞人部類記（寛治
二）脱）、神道大系底本と同じく長治 2/8/13 条を同元 /12/16
条の前に記す（続群本は編年順）、刊本と同じく天仁 2/3/8 条
年記・干支は別行、神道大系底本と同じく天仁 2/3/8 条末尾

「敕使宗通」（続群本は「勅使權中納言也」）、刊本と同じく天仁
3/2/2 条年記・干支は別行で「〈天永元年也〉」と註記、神道大
系底本と同じく天永元 /12/7 条年記・干支は別行で「天仁三年

〈庚寅　天永元年也〉」と改元前年号で表記、刊本と同じく天永
4/ 閏 3/16 条年記・干支は別行、刊本と同じく永久 2/正/27 条
年記・干支は別行、刊本と同じく永久 5/3/15 条年記・干支は
別行、続群本・神道大系底本と同じく元永元 /4/9 条年記・干
支は別行で「永久六年〈戊戌　元永元年也〉」と改元前年号で
表記
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小兒戴餅／一月小兒戴
餅 事／ 院 拜 禮 叓〈 詳
也〉／拜禮時突左右膝
次第事／笏當鼻程事

〈付〉呼志木尹叓〈志
字長木尹／兩字短〉／
笏挿右尻下事／箸匕次
第〈付〉左右足前後
叓／四月上皇御幸七条
院事／七月白馬節會叓

〈詳記〉／節會止位記
事／九月法勝寺修正御
幸叓／除目外國尻付事

玉蘂 承元 4（1210）/正/1-17 41 思文閣出版刊玉蘂

枠外虫損あり、校訂・イ本校訂あり、巻首 1 行空白、正/1 条脱
字は刊本より少し多い、正/11 条・同裏書半丁分を重複筆写

（刊本も「行尤不足言之、不能左右（この間脱）以左手取揚闕
官」重複）、正/17 条裏書「云」は刊本になし
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日次記目録　癸廿七／
行幸記／寛和二年行幸
圓融寺／正曆元年幸圓
融寺／同三年幸東三條
院／治安三年幸太后御
政所／寛治二年幸院／
同三年幸院／康和元年
幸院／長治二年幸院／
天仁元年幸院／永久元
年幸院／天治元年幸
院／長承三年幸院／康
治二年幸院／永曆元年
幸院／應保元年幸院／
長寛元年幸院／永萬元
年幸院／仁安二年幸
院／同三年幸院／長寛
二年幸院／仁安二年幸
院／永安四年幸院／安
元元年幸院／同二年幸
院／建久八年幸院／正
治元年幸院／建仁元年
幸院／建久二年幸院／
承元元年幸院／天仁元
年幸院／永久元年幸
院／保安元年幸院／天
治元年幸院／保元三年
幸美福門院／長寛二年
幸院／同三年幸院／壽
永二年幸院／建仁元年
幸院／天治元年幸院／
天仁元年幸院／保安元
年幸院／仁安二年幸
院／嘉應元年幸院／安
元元年幸院／治承三年
幸院／同三年幸院

行幸院御贈物事：
小右記・中右記・
大 記（ 為 房 卿
記 ）・ 堀 川 左 記

（水左記）・江記・
永 昌 記（ 為 隆 卿
記 ）・ 師 時 卿 記

（長秋記）・外記日
記・師元記・八中
記・平信記（兵範
記）・三黄記（三
長 記？）・ 忠 業
記・雅有卿記・新
記・忠枝記（愚枝
記 ）・ 新 記・ 祥
記・山槐記などか
ら行幸時の贈物記
事を抄出

寛和 2（986）/12/20・正暦
元（永祚 2）（990）/正/11・
3（992）/4/27・治安 3

（1023）/正/2・寛治 2
（1088）/正/19・3（1089）/
正/11・康和元（承徳 3）

（1099）/正/3・長治 2
（1105）/正/5・天仁元
（1108）/12/19-20・永久元
（天永 4）（1113）/正/8・保
安元（元永3）（1120）/2/2・
天治元（保安 5）（1124）/
正/5・長承3（1134）/正/5・
康治 2（1143）/正/3・保元 3

（1158）/正/10・永暦元
（1160）/10/10・応保元（永
暦 2）（1161）/正/27・長寛
元（応保 3）（1163）/正/2・
2（1164）/正/26・3（永万
元）（1165）/正/2・仁安 2

（1167）/正/20・28・3
（1168）/8/4・嘉応元
（1169）/正/23・承安 4
（1174）/正/11・安元元
（1175）/正/4・2（1176）/
正/3・治承2（1178）/正/4・
3（1179）/正/2・寿永 2

（1183）/2/21・建久 8
（1197）/4/22・正治元
（1199）/11/27・建仁元
（1201）/正/23・2（1202）/
正/19・承元元（1207）/正/2

18
歴代残闕日記巻 15、続
群書類従第 4 輯上・帝
王部

校訂・イ本校訂あり、朝覲行幸部類（辛 14・癸 27）末尾に付属
する「御贈物事」、破損部は歴代残闕日記とほぼ一致、歴代残
闕日記に欠く仁安 2/正/28 条末尾「請取之」あり、歴代残闕日
記に欠く安元元 /正/4 条本文末尾有「緒」不入袋・同追記筝鬼
丸割書「（4～5 字欠）親王被造筝也、号鬼丸、御」あり、治承
2/正/4 条年記を「三年」と誤る

・ 「日次記」各冊子の題箋には箱名と冊子番号しか記されないので、目録が記す書名を「日次記目録による書名」欄に、
・ 「日記名と内容」欄には冊子に収録された日記の一般的呼称を掲げ、収録部分が日次記やその抄出なのか、あるいは
・ 冊子に収録された部分の日記を収める刊本名を「刊本」欄に示した。
・ 「摘要」欄には日記本文や料紙に関わる情報などを収めた。ただし、誤脱については数が多すぎて網羅が困難なので、
・ 各欄の引用・翻刻部分の〈　〉は細字（小字）・割書、／は改行を示す。

冊子本体が記す書名ないしそれに類する情報を「本体の書名等」欄に掲げた。
儀式等の別記なのかを示した。

各日の冒頭と末尾を中心に記事の異同を指摘したが、ごく軽微なものは省略した。
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天仁元年幸院／永久元
年幸院／天治元年幸
院／長承三年幸院／康
治二年幸院／永曆元年
幸院／應保元年幸院／
長寛元年幸院／永萬元
年幸院／仁安二年幸
院／同三年幸院／長寛
二年幸院／仁安二年幸
院／永安四年幸院／安
元元年幸院／同二年幸
院／建久八年幸院／正
治元年幸院／建仁元年
幸院／建久二年幸院／
承元元年幸院／天仁元
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記・平信記（兵範
記）・三黄記（三
長 記？）・ 忠 業
記・雅有卿記・新
記・忠枝記（愚枝
記 ）・ 新 記・ 祥
記・山槐記などか
ら行幸時の贈物記
事を抄出
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正/11・康和元（承徳 3）

（1099）/正/3・長治 2
（1105）/正/5・天仁元
（1108）/12/19-20・永久元
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・ 冊子に収録された部分の日記を収める刊本名を「刊本」欄に示した。
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